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(57)【要約】
 被検者１１の内部に挿入する挿入部１２に配設し挿入
部１２の歪みを検出するＦＢＧセンサ部３Ａを複数設け
たＦＢＧセンサ部３と、ＦＢＧセンサ部３の検出結果に
基づき、所定の位置を原点とする第１の３次元座標系に
て、それぞれのＦＢＧセンサ部３の第１の３次元座標を
算出する座標算出部９Ｃと、それぞれのＦＢＧセンサ部
３の第１の３次元座標を基に、第２の３次元座標系を設
定する座標系設定部９Ｄと、それぞれのＦＢＧセンサ部
３の第１の３次元座標を、座標系設定部９Ｄにより設定
された第２の３次元座標系における第２の３次元座標に
変換する座標変換部９Ｅと、座標変換部９Ｅにより変換
された第２の３次元座標に基づき、挿入部１２の形状を
算出する形状算出手段９Ｆと、を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に挿入する挿入体に配設し、前記挿入体の歪みを検出する歪み検出部を複
数形成した歪み検出手段と、
　前記歪み検出手段の検出結果に基づき、任意の座標系における、それぞれの前記歪み検
出部の第１の３次元座標を算出する座標算出手段と、
　所定の基準点を原点とする基準座標系を設定する基準座標系設定手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定手段により設定
された第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標変換手段と、
　前記座標変換手段により変換された第２の３次元座標に基づき、前記挿入体の３次元形
状を算出する形状算出手段と、
　を有することを特徴とする医療機器。
【請求項２】
　前記挿入体が、移動センサが配設された操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記基準点が前記移動センサの初期位置であることを特徴とする請求項１に記載の医療
機器。
【請求項３】
　磁界を発生する磁界発生手段をさらに有し、
　前記挿入体が、前記磁界発生手段から発生された磁界を検出する磁界センサが配設され
た操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記基準点が前記磁界センサにより検出された前記磁界発生手段の位置であることを特
徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項４】
　前記複数の歪み検出部を有する前記挿入体に配設された第１のセンサプローブと、
　少なくとも３個の前記歪み検出部が配設されたマーカ部を端部に有する、複数の前記歪
み検出部が配設された第２のセンサプローブと、
　前記第１のセンサプローブの基端部側の端部と、前記マーカ部が配設された前記端部と
は異なる前記第２のセンサプローブの端部とが接続される本体部とを有し、
　前記基準点が、前記マーカ部に配設された３個の前記歪み検出部が含まれる平面上にあ
ることを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項５】
　前記マーカ部が前記被検体の外表面に配設されることを特徴とする請求項４に記載の医
療機器。
【請求項６】
　前記マーカ部が前記被検体が横たわる検査台に配設されることを特徴とする請求項４に
記載の医療機器。
【請求項７】
　前記基準座標系設定手段は、
　前記座標算出手段により算出された、前記複数の歪み検出部のうちいずれか１つの歪み
検出部の前記第１の３次元座標を前記所定の基準点として設定することを特徴とする請求
項１に記載の医療機器。
【請求項８】
　前記座標系算出手段は、
　前記それぞれの歪み検出部との距離の２乗和が最小である平面を算出し、
　前記それぞれの歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記平面の法線方向に基づいて前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする請求項
７に記載の医療機器。
【請求項９】
　前記座標系算出手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記平面の
法線方向を、軸方向とする前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする請求項８
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に記載の医療機器。
【請求項１０】
　前記挿入体が、重力方向を検出する重力検出手段を有し、
　前記座標系算出手段は、
　前記重力検出手段により得られた前記重力方向を法線とする平面を算出し、
　それぞれの前記歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記重力方向に基づいて前記座標系設定を設定することを特徴とする請求項７に記載の医療
機器。
【請求項１１】
　前記座標系算出手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記重力方
向を、軸方向とする前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする請求項１０に記
載の医療機器。
【請求項１２】
　前記歪み検出手段が、所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成されて
いるプローブであり、前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位置と
することを特徴とする請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の医療機器。
【請求項１３】
　前記歪み検出手段が、軸方向の同位置に前記歪み検出部であるファイバブラッググレー
ティングセンサ部が形成されている３本以上の光ファイバセンサを有するプローブであり
、
　前記挿入体に設けられ、前記光ファイバセンサに光を入光させる光入光部と、
　前記光入光部から前記光ファイバセンサ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成
された前記ファイバブラッググレーティングセンサ部からの反射光を検出する検出器と、
　前記検出器によって検出された前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量に基
づいて、前記ファイバブラッググレーティングセンサ部の歪みを測定する歪み量測定部と
、
　を更に具備することを特徴とする請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の医療
機器。
【請求項１４】
　前記光入光部から入射されて前記ファイバブラッググレーティングセンサ部を通過して
前記光ファイバセンサの前記先端から出射された光が、前記光ファイバセンサの先端に入
射されることを防止する入射防止手段
　を更に備えたことを特徴とする請求項１３に記載の医療機器。
【請求項１５】
　前記挿入体内部に設けられた発熱部材と、
　前記挿入体内部に設けられ、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバセンサに
付与されることによって前記ファイバブラッググレーティングセンサ部に発生する歪みの
量を低減させる低減部材と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の医療機器。
【請求項１６】
　前記歪み量測定部によって測定された前記ファイバブラッググレーティングセンサの歪
み量が、第１の歪み量を超過したかを判定する判定部と、
　前記ファイバブラッググレーティングセンサの歪み量が前記第１の歪み量を超過した場
合に、超過回数をカウントするカウント部と、
　前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告を発する警告部と、
　を更に具備することを特徴とする請求項１３ないし請求項１５のいずれか１項に記載の
医療機器。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、被検体の内部に挿入する挿入体を具備する医療機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
 被検者の体内に挿入する、例えば内視鏡の挿入部等の形状を算出する方法として、特開
２０００－７９０８８号公報には、磁界センサを用いた方法が知られている。
【０００３】
 磁界センサを用いた方法では、被検者の体外に設置した磁界発生コイルからの磁界を、
挿入部に配設した複数の磁界検出コイルにより検出することで、磁界発生コイルに対する
、それぞれの磁界検出コイルの相対位置を算出する。磁界発生コイルの位置を基準として
、複数の磁界検出コイルの位置、すなわち、挿入部の位置が算出されるため、被検者が体
位を変化したり、挿入部が移動したりしても表示画面に表示されている挿入部の形状は比
較的安定している。しかし、磁界センサを用いた方法では、被検者の体外に磁界発生コイ
ルを設置する必要があり、システムが大型化する。
【０００４】
　これに対して、特開平６－２６１８５８公報および特開２００７－１３０１５１には、
挿入部に歪みセンサを配設することで、挿入部の形状を算出する方法が開示されている。
【０００５】
 また、特表２００３－５１５１０４号公報および特開２００４－２５１７７９号公報に
は、光ファイバブラッググレーティング　(Fiber Bragg Grating：以下、「ＦＢＧ」とい
う)センサを用い、挿入部の歪みを検出することで、挿入部の形状を算出する方法が開示
されている。
【０００６】
　挿入部の歪みから挿入部の形状を算出する方法では、被検者の体外に磁界発生コイル等
を設置する必要がなく、システムの小型化が可能である。
【０００７】
　しかし、挿入部の歪みから形状を算出する方法では、ある歪み検出部の座標を基準に挿
入部の形状を表示するだけである。このため、被検者が体位を変化させたり、挿入部が移
動したりすると、表示画面に表示されている挿入部の形状が大きく変化してしまうことが
あった。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、術者が確認しやすい視点からの挿入
体の形状を表示できるとともに、挿入体の形状を安定して表示することができる医療機器
を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の医療機器は、被検体の内部に挿入する挿入体に配設し、前記挿入体の歪みを検
出する歪み検出部を複数形成した歪み検出手段と、前記歪み検出手段の検出結果に基づき
、任意の座標系における、それぞれの前記歪み検出部の第１の３次元座標を算出する座標
算出手段と、所定の基準点を原点とする基準座標系を設定する基準座標系設定手段と、前
記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定手段により設定され
た第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標変換手段と、前記座標変
換手段により変換された第２の３次元座標に基づき、前記挿入体の３次元形状を算出する
形状算出手段と、を有することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２】第１の実施の形態の医療機器の構成を示す図
【図３Ａ】第１実施の形態の医療機器の光ファイバセンサの構成を示す構成図
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【図３Ｂ】図３ＡのＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線の断面図
【図４】第１の実施の形態の医療機器の構成を示す図
【図５】第１の実施の形態の医療機器の算出部の構成を示す構成図
【図６】第１の実施の形態の医療機器のＦＢＧセンサ部の構造を説明するための構造図
【図７】第１の実施の形態の医療機器のＦＢＧセンサ部の機能を説明するための図
【図８】第１の実施の形態の医療機器の光ファイバセンサにおける座標系を説明するため
の図
【図９】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１０】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１１】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１２】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１３】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１４】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１５】第１の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１６】第２の実施の形態の医療機器の挿入部の先端部ＤＥの断面の構造を示した構造
図
【図１７】第２の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１８】第２の実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１９】第３実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２０】第３実施の形態の医療機器の構成を示す図
【図２１】第３実施の形態の医療機器の処理の流れを説明するためのフローチャート
【図２２Ａ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける操作部の位置を示す図
【図２２Ｂ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おけるＦＢＧセンサ部の位置を原点とする３次元座標系ＸＹＺ１による挿入部の形状を示
す図
【図２２Ｃ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける基準３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部の形状を示す図
【図２３Ａ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける図２２Ａとは異なる操作部の位置を示す図
【図２３Ｂ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おけるＦＢＧセンサ部の位置を原点とする３次元座標系ＸＹＺ１による図２２Ｂとは異な
る挿入部の形状を示す図
【図２３Ｃ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける基準３次元座標系ＸＹＺｋによる図２２Ｃとは異なる挿入部の形状を示す図
【図２４Ａ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける図２２Ａ、図２３Ａとは異なる操作部の位置を示す図
【図２４Ｂ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おけるＦＢＧセンサ部の位置を原点とする３次元座標系ＸＹＺ１による図２２Ｂ、図２３
Ｂとは異なる挿入部の形状を示す図
【図２４Ｃ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける基準３次元座標系ＸＹＺｋによる図２２Ｃ、図２３Ｃとは異なる挿入部の形状を示
す図
【図２５】第４の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２６】第４の実施の形態の医療機器の構成を示す図
【図２７】第５の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２８】第５の実施の形態の医療機器の構成を示す図
【図２９Ａ】第５の実施の形態の医療機器のマーカ部を説明するための図
【図２９Ｂ】図２９Ａのマーカ部を拡大して示す図
【図３０】第５の実施の形態の変形例の医療機器の、モニタの表示画面を示す図
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【図３１】第６の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図３２】第６の実施の形態の医療機器の図
【図３３】第７実施の形態を示す内視鏡を具備する該内視鏡の形状検出システムを示す図
【図３４】図３３の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図
【図３５】図３３の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断面図
【図３６】図３５中のIIIXVI-IIIXVI線に沿う断面図
【図３７】図３３の挿入部の先端側の内部の変形例の構成の概略を示す部分断面図
【図３８】図３７中のIIIXVIII-IIIXVIII線に沿う断面図
【図３９】図３３の挿入部の先端側の内部の図３７とは別の変形例の構成の概略を示す部
分断面図
【図４０】図３９中のIVX-IVX線に沿う断面図
【図４１】内視鏡の形状検出システムを示す図
【図４２】図４１の内視鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部ととも
に拡大して示す図
【図４３】図４１の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図
【図４４】第８実施の形態を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分
断面図。
【図４５】図４４中のIVXV-IVXV線に沿う断面図
【図４６】図４４の光ファイバの先端側を固定する固定部材を拡大して光ファイバととも
に示す部分断面図
【図４７】第９実施の形態を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分
断面図
【図４８】図４７の光ファイバの先端側を固定する固定部材を拡大して光ファイバととも
に示す部分断面図
【図４９】第１０実施の形態を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成を、概略的に示
す部分断面図
【図５０】第１１実施の形態を示す内視鏡の形状検出システムを示す図
【図５１】図５０の内視鏡の挿入部の先端側の内部構成の概略を拡大して示す部分断面図
【図５２】図５０の内視鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部ととも
に拡大して示す図
【図５３】図５０の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図
【図５４】図５０の形状検出装置が行う超過回数検出方法を示すフローチャート
【図５５】第１２実施の形態における形状検出装置の異常歪み量検出方法を示したフロー
チャート
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（第１実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の第１の実施の形態の医療機器１について説明する。　
　図１は、本実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図２
は、本実施の形態の医療機器の構成を示す図である。
【００１２】
　図１に示した第１の実施の形態の医療機器１は、内視鏡システム１０の内視鏡の挿入部
１２の形状を、ＦＢＧセンサ（図２参照）を用いて測定する。内視鏡システム１０は、被
検体である被検者１１の内部に挿入し観察または処置を行う医療器具であり細長い挿入体
である内視鏡の挿入部１２と、挿入部１２を操作するための操作部１３と、内視鏡システ
ム１０全体の制御および画像処理等を行う本体部１５と、内視鏡画像と挿入部１２の２次
元形状等とを表示するモニタ１４とを有している。
【００１３】
　医療機器１の歪み検出手段である光ファイバセンサ２は、挿入部１２の内部を挿通する
チャンネルの基端部ＰＥ（Proximal End）側の操作部１３近傍に配設された開口である処
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置具孔１３Ａから、チャンネル１２Ａ（不図示）内を先端部ＤＥ（Distal End）側まで挿
通されることにより、挿入部１２と同じ形状に変形するように配設されている。
【００１４】
 なお、光ファイバセンサ２の挿入部１２への配設は、挿入部１２の形状と光ファイバセ
ンサ２の形状とが実用上問題のない程度に一致すれば、緩やかな固定であっても差し支え
ない。例えば、前述のようにチャンネルに挿通することで緩やかに固定しても良いし、挿
入部１２に予め組み込んでおいても良い。
【００１５】
　医療機器１の表示手段は内視鏡システム１０のモニタ１４が兼用しており、モニタ１４
は内視鏡画像と同じ画面上に、光ファイバセンサ２の形状、すなわち、挿入部１２の形状
を表示する表示領域１４Ａを有している。なお、光ファイバセンサ２はチャンネル１２Ａ
に挿入するのではなく、挿入部１２に組み込まれていてもよい。
【００１６】
　次に、図３Ａは、本実施の形態の医療機器の光ファイバセンサの構成を示す構成図であ
り、図３Ｂは、図３ＡのＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線の断面図である。図４は、本実施の形態の
医療機器の構成図であり、図５は、本実施の形態の医療機器の算出部の構成を示す構成図
であり、図６は、本実施の形態の医療機器のＦＢＧセンサ部の構造を説明するための構造
図であり、図７は、本実施の形態の医療機器のＦＢＧセンサ部の機能を説明するための図
である。
【００１７】
　光ファイバブラッググレーティング　(Fiber Bragg Grating：以下、「ＦＢＧ」という
)センサは、光ファイバのコア部に屈折率が変化するグレーティング部を作成したもので
あり、入射光に対してグレーティング部で所定波長の光を反射する。この特定の波長を、
ブラッグ（Bragg）波長という。
【００１８】
 そして、ＦＢＧセンサは、グレーティング部の長手方向に伸び縮みがあるとブラッグ波
長が変化するという特性を有している。このため、ＦＢＧセンサは、温度計測、または歪
計測等に利用されている。
【００１９】
　同じブラッグ波長を有する複数のＦＢＧセンサ部を光ファイバに作成した光ファイバセ
ンサに光周波数領域リフレクトメトリ多重（ＯＦＤＲ： Optical Frequency Domain Refl
ectometry）方式の光ファイバセンサでは、全反射終端である反射器からの反射光と光フ
ァイバセンサからの反射光とを干渉させることにより、それぞれのＦＢＧセンサ部がどの
程度変形したか、言い換えれば、どの程度の歪みを生じたかを検出することができる。こ
のため、ＯＦＤＲ方式を用いた光ファイバセンサは、例えば、細長い被測定体の歪み測定
センサとして利用されている。
【００２０】
　そして、図３Ａ、３Ｂに示すように、歪み検出手段である光ファイバセンサ２は、３本
の光ファイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃが、金属ワイヤ２Ｍの周囲に樹脂２Ｐを介して束ね
られたファイバアレイのプローブであり、可撓性を有している。
【００２１】
 そして、図２に示すように、それぞれの光ファイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃには、軸方
向の同位置に、それぞれ歪み検出部であるＦＢＧセンサ部３が作成されている。すなわち
、光ファイバセンサ２では、３個のＦＢＧセンサ部３が軸方向同位置にあるため、その３
個のＦＢＧセンサ部３の配設されている挿入部１２の部分の３軸方向の変位を計測するこ
とができる。
【００２２】
　図４に示すように、医療機器１は、光ファイバセンサ２と、本体部１５内に配設された
広帯域光を出射する光源６と、光源６から出射した光を光ファイバセンサ２と、反射手段
である反射器５とへ供給するため分割する光分割手段であり、かつ、反射器５から反射し
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た光と光ファイバセンサ２のＦＢＧセンサ部３が反射した光を干渉させる干渉手段でもあ
る光学部品であるカプラ７とを有している。すなわち、光分割手段と前記干渉手段とが、
ひとつの光学部品であるカプラ７により構成されている。光スイッチ７Ｂは、３本の光フ
ァイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃに、時系列的に順に光を供給する。
【００２３】
　また、医療機器１は、カプラ７により干渉光を電気信号に変換し検出する検出手段であ
る検出部８と、検出部８が検出した信号から各ＦＢＧセンサ部３の波長シフト量（ＦＢＧ
センサ部３が存在する部分の変形がないときの波長と、変形があったときの波長との差）
を算出し、算出した波長シフト量からＦＢＧセンサ部３の変形量を求め、各ＦＢＧセンサ
部３の変形量から光ファイバセンサ２の形状を算出する算出手段である算出部９Ａと、医
療機器１全体の制御する制御部９Ｂとを有している。
【００２４】
　そして図５に示すように、医療機器１では、算出部９Ａは、座標算出手段である座標算
出部９Ｃと、座標系設定手段である座標系設定部９Ｄと、座標変換手段である座標変換部
９Ｅと、形状算出手段である形状算出部９Ｆとを有しており、モニタ１４に術者が確認し
やすい視点からの挿入部１２の２次元形状を表示することができる。なお術者は入力手段
である入力部から挿入部１２の２次元形状表示の形態を変化するための操作等を行う。
【００２５】
　ここで、図６を用いてＦＢＧセンサの動作原理について説明する。図６に示すように、
ＦＢＧセンサ部３は、光ファイバ４の所定の長さ（例えば５ｍｍ）にわたってコア部４Ａ
の屈折率が周期的に変化している回折格子（グレーティング）である。ゲルマニウムをド
ープしたコア部４Ａにマスクを介して紫外線を照射することでフォトリフラクティブ効果
によりわずかに屈折率が増加する。
【００２６】
 これを利用して軸方向に周期的に屈折率の高い部分（格子）を形成させたものがＦＢＧ
センサ部３である。なお、図６等における、グレーティングの本数およびコア部軸方向に
対するグレーティング幅は、構造を理解しやすいように実際のＦＢＧセンサ部とは異なっ
ている。
【００２７】
　そして、図７に示すように、ＦＢＧセンサ部３は、回折格子の間隔ｄ、言い換えれば、
周期に応じて、入射光のうち、以下の式）で示す所定波長であるブラッグ波長λＢの光の
みを反射する。　
　　λＢ＝２×ｎ×ｄ　　　
　ここで、ｎはコア部４Ａの屈折率である。
【００２８】
　例えば、コア部４Ａの屈折率ｎが１．４５、ブラッグ波長λＢが１５５０ｎｍの場合に
は、回折格子の間隔ｄは０．５３μｍ程度になる。
【００２９】
　図７は、ＦＢＧセンサ部の作用を説明するための図であり、左上図は入射光の波長λに
対する光の強度を示した図であり、入射光は所定の波長の幅、すなわち、帯域を有する。
そして、左下図はＦＢＧセンサ部３により反射された反射光の波長λに対する光の強度を
示した図であり、反射光はブラッグ波長λＢの光である。右側図はＦＢＧセンサ部３を通
過した入射光の波長λに対する光の強度を示した図であり、透過光にはＦＢＧセンサ部３
で反射したブラッグ波長λＢ成分が含まれていない。
【００３０】
　そして、上記の式から明らかなように、ＦＢＧセンサ部３が伸びると、回折格子の間隔
ｄも大きくなるため、ブラッグ波長λＢは長波長側に移動する。逆に、ＦＢＧセンサ部３
が縮むと、回折格子の間隔ｄも小さくなるため、ブラッグ波長λＢは短波長側に移動する
。
【００３１】
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 このため、ＦＢＧセンサ部３は、温度、または外力を検出するセンサとして用いること
ができ、本実施の形態では、光ファイバセンサ２のたわみ量、すなわち、軸方向への曲が
り変形量を検出する。
【００３２】
　光周波数領域リフレクトメトリ多重（ＯＦＤＲ）方式では、ＦＢＧセンサ部３からの反
射光と反射器５からの反射光から干渉光を形成することで、１本の光ファイバセンサ２に
複数のＦＢＧセンサ部３が形成されていても、それぞれのＦＢＧセンサ部３の変形量を測
定できる。
【００３３】
　次に、図８および図９を用いて、算出部９Ａが行う処理について説明する。図８は、医
療機器の光ファイバセンサ２における座標系を説明するための図であり、図９は、医療機
器の算出部の処理を説明するための図である。
【００３４】
　図８に示すように、各光ファイバセンサ２Ａ～２Ｃに形成されたＦＢＧセンサ部３は、
軸方向に対して等間隔に形成され、３つの光ファイバセンサ２Ａ～２Ｃの、３つのＦＢＧ
センサ部３が軸方向に対して同位置に存在する状態で前記挿入体に固定されている。
【００３５】
 なお、図８に示すように、単に「ＦＢＧセンサ部３の位置」というときは、軸方向の同
位置に配置された３個のＦＢＧセンサ部３からなるＦＢＧセンサ群の中心位置を意味する
。
【００３６】
　最初に算出部９Ａの座標算出部９Ｃが、ＦＢＧセンサ部３の測定結果を基に、いずれか
のＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ、より正確には光ファイバセンサ２の軸方向に対して同位置
に配置された３個のＦＢＧセンサ部３の中心位置、を原点とする第１の３次元座標系にて
、それぞれのＦＢＧセンサ部３の第１の３次元座標を算出する。
【００３７】
　座標算出部９Ｃでは、例えば、光ファイバセンサ２の最も基端部ＰＥ側の位置に形成さ
れた３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、３Ａ３１の中心位置Ｓ１を原点とした第
１の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系を設定し、ＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、
３Ａ３１の変形量から隣の３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１２、３Ａ２２、３Ａ３２の中心位
置Ｓ２（ｘ１、ｙ１、ｚ１）と向き（ｖｘ１、ｖｙ１、ｖｚ１）とを算出する。
【００３８】
　座標算出部９Ｃは、さらに、算出したＦＢＧセンサ部３Ａ１２、３Ａ２２、３Ａ３２の
中心位置Ｓ２（ｘ１、ｙ１、ｚ１）と向き（ｖｘ１、ｖｙ１、ｖｚ１）とから、ＦＢＧセ
ンサ部３Ａ１２、３Ａ２２、３Ａ３２の中心位置Ｓ２を基準の原点とした３次元座標系Ｘ
ＹＺ２への変換マトリックスＴ１

２を、以下の（式１）を用いて算出する。
【００３９】
　（式１）

　ただし、ｒｉｊ（ｉ＝１、２、３　：　ｊ＝１、２、３）は３次元座標系ＸＹＺ１から
３次元座標系ＸＹＺ２への回転（３次元座標系ＸＹＺ２のＺ軸と向き（ｖｘ１、ｖｙ１、
ｖｚ１）から回転行列を算出）、ｔｘ、ｔｙ、ｔｚは平行移動（位置（ｘ１、ｙ１、ｚ１

）と同じ）を表す。
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【００４０】
　同様に、設定された３次元座標系ＸＹＺ２の隣に存在する３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１

３、３Ａ２３、３Ａ３３の中心位置Ｓ３（ｘ２、ｙ２、ｚ２）と向き（ｖｘ２、ｖｙ２、
ｖｚ２）とを座標算出部９Ｃが算出し、変換マトリックスＴを算出する。
【００４１】
 座標算出部９Ｃは同様の処理を繰り返し、最終的には、先端部ＤＥに最も近接した３つ
のＦＢＧセンサ部３Ａ１ｎ、３Ａ２ｎ、３Ａ３ｎの中心位置Ｓｎ（ｘｎ－１、ｙｎ－１、
ｚｎ－１）と向き（ｖｘｎ－１、ｖｙｎ－１、ｖｚｎ－１）と変換マトリックスＴn-1

ｎ

を求める。
【００４２】
　そして、座標算出部９Ｃは変換マトリックスを用いて、各３つのＦＢＧセンサ部３の中
心位置Ｓを、３次元座標系ＸＹＺ１に変換する。例えば、３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１ｉ

、３Ａ２ｉ、３Ａ３ｉの中心位置Ｓｉを基準とした座標系で３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１

ｉ＋１、３Ａ２ｉ＋１、３Ａ３ｉ＋１の中心位置Ｓi+1（ｘｉ、ｙｉ、ｚｉ）と向き（ｖ
ｘｉ、ｖｙｉ、ｖｚｉ）が算出された場合、ＸＹＺ１座標系での（ｘｗ

i+1、ｙｗ
i+1、ｚ

ｗ
i+1）位置は以下の（式２）により算出される。

【００４３】
　（式２）

　座標算出部９Ｃは同様に全ての３つのＦＢＧセンサ部３の中心位置ＳをＸＹＺ１座標系
に変換し、変換された座標を接続することにより光ファイバセンサ２の３次元形状、すな
わち、光ファイバセンサ２が固定された挿入部１２の３次元形状を算出する。
【００４４】
　すでに説明した算出部９Ａの座標算出部９Ｃが算出した、第１の３次元座標系であるＸ
ＹＺ１座標系によるＦＢＧセンサ部３の位置Ｓの３次元座標を基に、補間処理等を行うこ
とで、光ファイバセンサ２の形状を算出することができる。
【００４５】
　しかし、図１０に示すように、ＸＹＺ１座標系は原点が、光ファイバセンサ２の最も基
端部ＰＥ側の位置に形成された３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、３Ａ３１の中
心位置Ｓ１であるが、軸方向は特に意味のある方向ではない。このため、光ファイバセン
サ２が回転したり、被検者１１が体位を変化したりすると、モニタ１４に表示されている
光ファイバセンサ２の２次元形状が大きく変化する。また、モニタ１４に表示されている
光ファイバセンサ２の２次元形状は、３次元である光ファイバセンサ２の形状を、ある視
点を基に２次元の形状に変換したものである。どのようなパラメータを用いて変換するか
により、表示される２次元形状は大きく異なる。
【００４６】
　図１０に示したＸＹＺ１座標系において、Ｘ軸を基準軸としＸ軸方向から観察した、言
い換えればＹＺ平面に投影した挿入部１２の２次元形状は、術者にとって形状を正確に確
認するのが困難である。
【００４７】
 これに対して、Ｚ軸方向から観察した、言い換えればＸＹ平面に投影した挿入部１２の
２次元形状は、術者にとって比較的確認しやすい場合が多い。しかし、術者にとって、よ
り確認しやすい視点からの挿入部１２の２次元形状を表示するための設定操作は容易では
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【００４８】
　これに対して、本実施の形態の医療機器１の算出部９Ａは、術者が確認しやすい視点か
らの挿入部１２の２次元形状を表示するため、座標算出部９Ｃの処理終了後にさらに処理
を行う。　
　以下、図１１から図１５を用いて、医療機器１の算出部９Ａの処理について、さらに説
明する。図１１から図１５は、本実施の形態の医療機器の算出部の処理を説明するための
図である。
【００４９】
　本実施の形態の医療機器１の算出部９Ａの座標系設定手段である座標系設定部９Ｄは、
座標算出部９Ｃが算出した、第１の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系によるｎ個のＦＢ
Ｇセンサ部３の位置Ｓの３次元座標を基に、第２の３次元座標系を設定する。
【００５０】
　すなわち、図１１に示すように、座標系設定部９Ｄは、最初に、ｎ個のＦＢＧセンサ部
３の位置Ｓからの距離が最小である平面Ｈを算出するために、任意の平面に対して、それ
ぞれのＦＢＧセンサ部３の位置Ｓからの距離の２乗和を算出する。ここで、位置Ｓｉの座
標を（ｘｉ

ｗ、ｙｉ
ｗ、ｚｉ

ｗ）とすると、位置Ｓｉと任意の平面との最小距離、すなわ
ち、位置Ｓｉから任意の平面への垂線の長さ、ｄｉ

ｗ、は、以下の（式３）により算出さ
れる。　
　（式３）

　ただし、任意の平面の式を、「ａｘ＋ｂｙ＋ｃｚ＋ｐ＝０」とする。
【００５１】
　そして、座標系設定部９Ｄは、以下の（式４）に示す、ｎ本の垂線の長さ、ｄｉ

ｗ、の
総和Ｄ、が最小である平面Ｈを算出、すなわち、平面の式の係数、ａ、ｂ、ｃ、およびｐ
を算出する。　
　（式４）

　次に、図１１に示すように、座標系設定部９Ｄは、ｎ個のＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１
～Ｓｎから平面Ｈへの垂線が、平面Ｈと交差する点Ｈ１～Ｈｎを算出する。そして、図１
２に示すように、座標系設定部９Ｄは、平面Ｈ上の点Ｈ１～Ｈｎの重心ＣＧ（Center of 
Gravity）と、分布方向ＲＡとを算出する。
【００５２】
　すなわち、座標系設定部９Ｄは、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓｉ（ｘｉ

ｗ、ｙｉ
ｗ、ｚｉ

ｗ）から平面Ｈに垂線をおろした点Ｈｉ（ｘｉ
ｗｐ、ｙｉ

ｗｐ、ｚｉ
ｗｐ）を算出し、さ

らに、重心ＣＧ（ｇｘｗ、ｇｙｗ、ｇｚｗ）を以下の（式５）により算出する。
【００５３】
　（式５）
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　そして、さらに座標系設定部９Ｄは、点Ｈｉ（ｘｉ
ｗｐ、ｙｉ

ｗｐ、ｚｉ
ｗｐ）の分布

方向ＲＡを公知の主成分分析等で算出する。
【００５４】
　次に、図１３に示すように座標系設定部９Ｄは、重心ＣＧ（ｇｘｗ、ｇｙｗ、ｇｚｗ）
、点Ｈｉ（ｘｉ

ｗｐ、ｙｉ
ｗｐ、ｚｉ

ｗｐ）の分布方向ＲＡ、および平面Ｈの法線Ｐ方向
に基づいて、第２の３次元座標系ＸＹＺｋを設定する。すなわち、重心ＣＧを原点とし、
分布方向ＲＡをＸ軸、平面Ｈの法線Ｐ方向をＺ軸、それぞれに直交する方向をＹ軸（右手
系）として設定する。
【００５５】
　次に、図１３に示すように、座標変換手段である座標変換部９Ｅは、ＦＢＧセンサ部３
の位置Ｓｉ、を第１の３次元座標系ＸＹＺ１による第１の３次元座標から、第２の３次元
座標系ＸＹＺｋによる第２の３次元座標変換する。
【００５６】
　さらに、図１４に示すように、形状算出手段である形状算出部９Ｆが、第２の３次元座
標系ＸＹＺｋによる光ファイバセンサ２のｎ個のＦＢＧセンサ部３の位置を、視線の方向
をＺ軸として、言い換えれば、平面ＸＹに投影してから、補間処理等により光ファイバセ
ンサ２の２次元形状、すなわち、挿入部１２の２次元形状、を算出し、モニタ１４に出力
する。
【００５７】
 すなわち、モニタ１４の表示領域１４Ａに表示される挿入部１２の２次元形状は、挿入
部１２の３次元形状を第２の３次元座標系のＸＹ平面に投影した形状である。
【００５８】
　なお、図１５に示すように、モニタ１４の表示領域１４Ａに表示された挿入部１２の２
次元形状は、術者が、入力部１７を操作することにより、回転したり、拡大縮小表示した
りできる。
【００５９】
　上記の処理により医療機器１の算出部９Ａが算出する挿入部１２の２次元形状は、術者
が確認しやすい視点からの形状である。また、被検者が体位を変化させたり、挿入部が移
動したりしても、モニタ１４に表示されている挿入部１２の２次元形状は安定している。
【００６０】
 すなわち、医療機器１は、体腔内に挿入された挿入部１２の形状であるＦＢＧセンサ部
３の座標を基に視点を設定し、２次元画像の表示を行うため、安定した表示画像が得られ
る。
【００６１】
　なお、第１の３次元座標系ＸＹＺ１によるＦＢＧセンサ部３の位置から、補間処理等に
より光ファイバセンサ２の３次元形状を算出しておいて、座標系設定部９Ｄによる第２の
３次元座標系ＸＹＺｋを基に視点を決定し、形状算出部９Ｆが挿入部１２の２次元形状を
算出してもよい。
【００６２】
　また、座標系設定部９Ｄは、最初に算出した平面ＨとＦＢＧセンサ部３の位置との距離
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が、大きく乖離しているＦＢＧセンサ部３を検出して、検出されたＦＢＧセンサ部３以外
の情報を基に、新たな平面Ｈを算出してもよい。平面Ｈとの距離が大きく乖離しているＦ
ＢＧセンサ部３は、被検者１１の体内に未挿入である可能性が高いためである。
【００６３】
　さらに、座標系設定部９Ｄは、平面Ｈを、全てのＦＢＧセンサ部３の情報を基に算出す
るのではなく、例えば、基端部ＰＥ側のＦＢＧセンサ部３と、先端部ＤＥ側のＦＢＧセン
サ部３と、基端部ＰＥと先端部ＤＥとの中間に存在するＦＢＧセンサ部３との３箇所のＦ
ＢＧセンサ部３の情報を基に、算出してもよい。　
　また、算出部９Ａは、挿入部１２の形状を時系列的に記憶する図示しない記憶手段を有
し、過去に算出された平面Ｈの法線方向Ｐおよび重心ＣＧから、平均的な法線方向および
重心を算出し、第２の３次元座標系ＸＹＺｋを設定してもよい。
【００６４】
　さらに、歪み検出手段としては、光ファイバセンサ２の替わりに、歪みケージ等を用い
て、挿入部１２の各部の変形を検出してもよい。
【００６５】
（第２実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の第２の実施の形態の医療機器１Ｂについて説明する。医
療機器１Ｂの構成および動作は、第１の実施の形態の医療機器１と類似しているため、同
じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００６６】
　図１６は、第２の実施の形態の医療機器の挿入部の先端部ＤＥの断面の構造を示した構
造図であり、図１７および図１８は、第２の実施の形態の医療機器１の算出部の処理を説
明するための図である。
【００６７】
　図１６に示すように、本実施の形態の医療機器１Ｂでは、挿入部１２の先端部ＤＥに重
力検出手段である重力センサ１６が配設されている。なお、図１６に示すように先端部Ｄ
Ｅには、撮像手段であるＣＣＤ１２Ｂと、照明手段であるライトガイド１２Ｃ等も配設さ
れている。そして、挿入部１２のチャンネル１２Ａに挿通されている光ファイバセンサ２
の先端部に重力方向を検出する重力センサ１６は配設されている。
【００６８】
　図１７および図１８に示すように、医療機器１Ｂの算出部９Ｃは、重力センサ１６が検
出した重力方向ＤＧ（Direction of Gravity）をもとに、３次元座標系を設定する。第１
の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系ｔｐ、第２の３次元座標系であるＸＹＺｊ座標系と
は、重力方向ＤＧをＺ軸とする平面Ｈ２を設定する。
【００６９】
　このため、医療機器１Ｂでは、第１の実施の形態の医療機器１が有する効果に加えて、
常に安定した方向が設定されるため、操作者に観察しやすい画像を提供できる。また、医
療機器１Ｂでは算出部９Ｃの算出処理が簡単となるため、装置の単純化、処理の高速化を
実現できる。
【００７０】
　なお、医療機器１Ｂは、重力センサ１６の替わりに方位センサ等の特定方向の向きを検
出するセンサを用いて重力方向を算出していてもよい。
【００７１】
（第３実施の形態）
　図１９は、本実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図
２０は、本実施の形態の医療機器の構成を示す図である。
【００７２】
　この第３実施の形態の医療機器の構成は、上述した図１～図１５に示した第１実施の形
態の医療機器、図１６～図１８に示した第２実施の形態の医療機器と比して、操作部に、
ジャイロスコープと、加速度センサが設けられている点が異なる。よって、この相違点の
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みを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００７３】
 図１９に示した第３の実施の形態の医療機器１Ｃは、操作部１３に、操作部１３の動き
を検出する移動センサであるジャイロスコープ２１および加速度センサ２２が配設されて
いる。
【００７４】
 ジャイロスコープ２１は、物体の回転の速さである角速度ωを検出する計測部であり、
加速度センサ２２は、物体の加速度を計測する計測部である。操作部１３には位置センサ
が配設されているために、術者が、ある時点での位置センサの初期位置を基準点２０（図
２０参照）として設定すると、医療機器１Ｃでは、その後は操作部１３の動きに応じた位
置センサの位置と基準点２０との相対関係を算出することができる。加速度センサ２２は
３軸加速度センサであり、例えばＭＥＭＳ技術を用いて作成された小型の３軸加速度セン
サを用いることができる。
【００７５】
　ここで、上述した第１実施の形態の図１０において、ＸＹＺ１座標系は原点が、光ファ
イバセンサ２の最も基端部ＰＥ側の位置に形成された３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３
Ａ２１、３Ａ３１の中心位置Ｓ１であるが、光ファイバセンサ２が回転したり、被検者１
１が体位を変化したりすると、モニタ１４に表示されている光ファイバセンサ２の形状が
大きく変化すると示した。
【００７６】
　しかし、本実施の形態の医療機器１Ｃでは、基準座標系設定部９Ｄが、移動センサであ
るジャイロスコープ２１および加速度センサ２２の初期位置である基準点２０を原点とす
る基準座標系基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定する。
【００７７】
 そして、座標変換部９Ｅが、それぞれの歪み検出部であるＦＢＧセンサ部３の第１の３
次元座標系ＸＹＺ１座標系による第１の座標を、基準３次元座標系ＸＹＺｋによる第２の
座標に変換し、形状算出部９Ｆが第２の座標を基に、挿入部１２の形状を算出し、モニタ
１４に表示する。
【００７８】
　基準点２０は空間上の任意の点であるが、移動することのない固定点である。このため
、医療機器１は、光ファイバセンサ２が回転したり、被検者１１が体位を変化したりして
も、挿入部１２の形状を安定して表示することができる。
【００７９】
　次に、図２１のフローチャートに従い医療機器１Ｃの処理の流れについて説明する。図
２１は、本実施の形態の医療機器の処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【００８０】
 先ず、ステップＳ１０において、医療機器１Ｃは、術者により処理開始の指示を受けて
処理を開始する。処理開始の指示がない場合には、ステップＳ１１において、形状算出部
９Ｆは、座標算出部９Ｃが算出した第１の３次元座標系ＸＹＺ１による各ＦＢＧセンサ部
３の第１の座標から、補間処理等により光ファイバセンサ２の形状を算出する。
【００８１】
 そして、ステップＳ１２において、モニタ１４には、第１の３次元座標系ＸＹＺ１によ
る光ファイバセンサ２の形状、すなわち、挿入部１２の形状が表示される。その後、ステ
ップＳ１９に移行する。
【００８２】
 ここで、ステップＳ１０において、処理開始の指示があった場合、具体的には、術者に
よる操作部１３に配設されたスイッチ（不図示）の押圧操作による指示を受けた場合には
、ステップＳ１３に分岐し、ステップＳ１３において、医療機器１Ｃは、スイッチが押圧
操作されたときの操作部１３の位置、正確には位置センサであるジャイロスコープ２１お
よび加速度センサ２２の位置を基準点２０に設定する。そして、基準点２０を原点とし、
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位置センサの向きを基に基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定する。
【００８３】
 次いで、ステップＳ１４において、座標算出部９Ｃは、例えば、光ファイバセンサ２の
最も基端部ＰＥ側の位置に形成された３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、３Ａ３

１の中心位置Ｓ１を原点とした第１の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系を設定し、各３
つのＦＢＧセンサ部３の中心位置Ｓｎを、３次元座標系ＸＹＺ１に変換する。
【００８４】
 次いで、ステップＳ１５において、座標変換部９Ｅは、操作部１３に配設された移動セ
ンサの出力（平行移動Ｈiと回転Ｒi）を取り込み記憶する。
【００８５】
 次いで、ステップＳ１６において、座標変換部９Ｅは、第１の３次元座標系ＸＹＺ１か
ら基準３次元座標系ＸＹＺｋへの座標変換処理を行う。すなわち、移動センサの出力から
、第１の３次元座標系ＸＹＺ１から基準３次元座標系ＸＹＺｋへの変換行列は次の（式６
）で表される。　
　（式６）

　そして、３次元座標系ＸＹＺ１での座標を（Ｘs、Ｙs、Ｚs）とすると、変換後の基準
３次元座標系ＸＹＺｋでの座標（Ｘw、Ｙw、Ｚw）は、以下の（式７）で変換される
　（式７）

　また、ｎ回目の変換行列を、Ｔｎ
ｎ－１、位置座標を（Ｘs、Ｙs、Ｚs）とすると以下

の（式８）のように変換される。
【００８６】
　（式８）

 そして、形状算出部９Ｆは、変換された基準３次元座標系ＸＹＺｋでの座標を接続し補
間処理等を行うことにより光ファイバセンサ２の３次元形状、すなわち、光ファイバセン
サ２が配設された挿入部１２の形状を算出する。
【００８７】
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 次いで、ステップＳ１７において、形状算出部９Ｆは、挿入部１２の３次元形状に対し
て、例えば、基準３次元座標系ＸＹＺｋでのＺ軸方向を視線方向として表示画像を生成し
、モニタ１４に表示する。
【００８８】
 次いで、ステップＳ１８において、医療機器１Ｃは、処理開始指示のスイッチが再度押
圧操作された場合には、ステップＳ１３に戻り、そのときの操作部１３の位置を新たな基
準点２０として再設定し、ステップＳ１３～ステップＳ１８までの処理を再度行う。
【００８９】
 一方、処理開始指示のスイッチの再度の押圧操作がない場合には、ステップＳ１９にお
いて、医療機器１Ｃは、術者からの処理終了の指示があるまで、ステップＳ１４からの処
理を繰り返し、リアルタイムで挿入部１２の形状をモニタ１４に表示する。
【００９０】
　ここで、図２２、図２３および図２４は、操作部１３が動いた場合の、モニタ１４の表
示領域１４Ａに表示される挿入部１２の形状を説明するための図であり、２２Ａ～２４Ａ
は操作部１３の位置を示しており、２２Ｂ～２４ＢはＦＢＧセンサ部の位置Ｓ１を原点と
する３次元座標系ＸＹＺ１による挿入部１２の形状を示しており、２２Ｃ～２４Ｃは基準
３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部１２の形状を示している。なお、図２２、図２３およ
び図２４では、被検者１１の内部に挿入された挿入部１２は動いていないものとしている
。
【００９１】
　図２２Ａで示した操作部１３の位置において、術者により操作部に配設されたスイッチ
が押圧操作されたものとする。医療機器１は、スイッチが押圧操作されたときの操作部１
３の位置２０を基準点とし、位置センサの向きを基に基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定す
る。
【００９２】
　図２２Ｂおよび図２２Ｃに示すように、スイッチが押圧操作されたときの、３次元座標
系ＸＹＺ１による挿入部１２の形状と基準３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部１２の形状
とは同じである。
【００９３】
　しかし、操作部１３が、図２３Ａに示す位置２０Ａ、図１４に示す位置２０Ｂへと移動
し、操作部１３の方向が変化すると、図２３Ｂおよび図２４Ｂに示した３次元座標系ＸＹ
Ｚ１による挿入部１２の形状は、操作部１３の移動変化に対応して変化する。
【００９４】
　これに対して、図２３Ｃおよび図２４Ｃに示した３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部１
２の形状は、操作部１３の移動変化の影響を受けることなく安定している。
【００９５】
　以上の説明のように、医療機器１Ｃでは、移動センサにより基準点２０の位置および向
きからの移動および回転が検出できるため、不安定なＦＢＧセンサ部の位置Ｓ１を原点と
する第１の３次元座標系ＸＹＺ１により算出された挿入部１２の形状を、安定した固定さ
れた原点を有する基準３次元座標系ＸＹＺｋに基づく、言い換えれば固定された視点から
の形状表示に変換することが可能になり、安定した形状を表示することができる。
【００９６】
　なお、本実施の形態の医療機器１Ｃでは、挿入部１２の３次元形状を測定するために、
３本の光ファイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃからなるプローブを用いているが、光ファイバ
センサは３本以上であればよい。例えば、測定精度向上のため４本の光ファイバセンサか
らなるプローブを用いてもよい。
【００９７】
 さらに、より長い範囲を測定するために、例えば、３の倍数の本数の光ファイバセンサ
からなるプローブを用いてもよい。すなわち、３本１組の光ファイバセンサを複数組用い
ＦＢＧセンサ部３が形成されている領域をずらしたプローブを挿入部１２長手方向に配設
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してもよい。
【００９８】
　さらに、本実施の形態の医療機器１では、波長分割多重（ＷＤＭ：Wavelength Divisio
n Multiplexing）方式の光ファイバセンサを用いることも可能である。
【００９９】
　さらに、歪み検出手段として光ファイバセンサ２の替わりに、歪みケージ等を用いて、
挿入部１２の各部の変形を検出してもよい。
【０１００】
（第４実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の第４の実施の形態の医療機器１Ｄについて説明する。医
療機器１Ｄの構成および動作は、第３の実施の形態の医療機器１Ｃと類似しているため、
同じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図２５は、第４の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図であり
、図２６は、第４の実施の形態の医療機器の構成を示す図である。
【０１０１】
　図２５に示すように、本実施の形態の医療機器１Ｄは、磁界を発生する磁界発生手段で
ある磁界発生部３２を有し、操作部１３に磁界センサ３３が配設されている。磁界センサ
３３は、ＭＲセンサ、ホール素子またはコイル等を用いた３軸の磁界センサである。
【０１０２】
　磁界発生部３２は、例えば被検者１１が横たわる検査台であるベッド１８の周辺に配置
され、少なくとも医療機器１Ｂによる挿入部１２表示処理の間は磁界発生部３２の位置３
０は固定されている。
【０１０３】
 磁界発生部３２は、３軸の磁界発生コイルから、例えば、それぞれ異なる周波数の交流
磁界を発生する。磁界センサ３３は周波数の異なる複数の交流磁界を区別して検出するこ
とで、磁界発生部３２の位置３０との相対位置を検出することができる。
【０１０４】
 そして、磁界センサ３３の位置３１とＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１との位置関係は固定
されており、かつ既知であるため、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１と磁界発生部３２の位置
３０との相対関係を得ることができる。
【０１０５】
　このため、医療機器１Ｄでは、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１を原点とする第１の３次元
座標系ＸＹＺ１の座標を、基準点を磁界発生部３２の位置３０とする基準３次元座標系Ｘ
ＹＺｋに座標変換することができる。磁界発生部３２の位置３０は固定されているため、
医療機器１Ｂでは、安定した挿入部１２の形状を表示することができる。
【０１０６】
　また、基準３次元座標系ＸＹＺｋのＸＹ平面とベッド１８の面とを平行、かつ、ベッド
１８の幅方向を基準３次元座標系ＸＹＺｋのＸ軸と平行になるように、磁界発生部３２と
ベッド１８とを配置した場合には、医療機器１Ｄでは、挿入部１２の３次元形状をベッド
１８の面に投影した２次元形状を算出してモニタ１４に表示できる。
【０１０７】
 さらに、基準３次元座標系ＸＹＺｋのＹＺ面に投影した形状は、図２５に示す側臥位の
被検者１１を体正面から見たときの挿入部１２の形状となる。このように、医療機器１Ｂ
では、術者は入力部１７を操作することで任意の方向から被検者１１の体腔内の挿入部１
２の形状を観察することができる。
【０１０８】
　すなわち、上記構成の医療機器１Ｄでは、検査中にベッド１８と磁界発生部３２の位置
関係が変化しないため、相対的な位置関係から、挿入部１２の形状を、ベッド１８を基準
とした安定した第２の基準座標系に座標変換して、表示することもができる。
【０１０９】
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（第５実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の第５の実施の形態の医療機器１Ｅについて説明する。医
療機器１Ｅの構成および動作は、第１の実施の形態の医療機器１Ｄと類似しているため、
同じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図２７は、第５の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図であり
、図２８は、第５の実施の形態の医療機器の構成を示す図である。
【０１１０】
　図２８に示すように、本実施の形態の医療機器１Ｅでは、第１のセンサプローブが、本
体部１５との接続部２Ｘ近傍までＦＢＧセンサ部３が形成されている光ファイバセンサ２
である。このため、医療機器１Ｅでは、本体部１５、例えば、接続部２Ｘを第１の３次元
座標系ＸＹＺ１の原点として設定できる。
【０１１１】
 さらに、医療機器１Ｅは、マーカ部４１が端部に配設された第２のセンサプローブであ
る光ファイバセンサ４２を有し、光ファイバセンサ４２のマーカ部４１が配設された端部
とは異なる端部が本体部１５と接続部４２Ｘで接続されている。接続部２Ｘと接続部４２
Ｘとは本体部１５に固定されているため、接続部２Ｘと接続部４２Ｘとの相対関係は固定
で、かつ既知である。
【０１１２】
 このため、医療機器１Ｅでは、接続部２Ｘを第１の３次元座標系ＸＹＺ１の原点とした
第１の座標系によるＦＢＧセンサ部３の第１の座標を、マーカ部４１を原点とする基準３
次元座標系ＸＹＺｋへと座標変換することができる。
【０１１３】
　ここで、図２９Ａは、第５の実施の形態の医療機器のマーカ部を説明するための図であ
る。また、図２９Ｂは、図２９Ａのマーカ部を拡大して示す図である。
【０１１４】
 図２９Ａに示すように、マーカ部４１は被検者１１の外表面、例えば、腹部に貼付され
固定されている。なお、被検者が、マーカ部４１が配設された着衣等を着用してもよい。
【０１１５】
　そして、図２９Ｂに示すように、マーカ部４１は光ファイバセンサ４２の端部側の少な
くとも３個のＦＢＧセンサ部３を有している。このため、マーカ部４１は３個のＦＢＧセ
ンサ部３が含まれる基準平面を規定することができる。そして、この基準平面と、被検者
１１との関係は固定されており、既知である。
【０１１６】
　以上の構成により、医療機器１Ｅでは、マーカ部４１が規定する基準平面を基に基準点
４０を設定し基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定すると、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１を原
点とする第１の３次元座標系ＸＹＺ１から基準３次元座標系ＸＹＺｋへの座標変換が可能
である。
【０１１７】
　ここで、マーカ部４１の３個のＦＢＧセンサ部３の位置を以下の（式９）で示す。
【０１１８】
　（式９）　

　すると、基準３次元座標系ＸＹＺｋの中心位置４０は以下の（式１０）で算出される。
【０１１９】
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　（式１０）　

　そして、第１のプローブである光ファイバセンサ２を基準とした第１の３次元座標系Ｘ
ＹＺ１と、基準３次元座標系ＸＹＺｋの回転マトリックスＲを以下の（式１１）で算出す
る。
【０１２０】
　（式１１）　

　基準３次元座標系ＸＹＺｋの中心位置４０と回転マトリックスＲとから、第１の３次元
座標系ＸＹＺ１から基準３次元座標系ＸＹＺｋに変換する変換行列ＴＡ

Ｂは、以下の（式
１２）となる。
【０１２１】
　（式１２）　

　医療機器１Ｅは上記方法により、第１のプローブである光ファイバセンサ２に形成され
たＦＢＧセンサ部３の座標を上記変換行列により、被検者１１と固定された関係にある基
準３次元座標系ＸＹＺｋに座標変換し、挿入部１２の形状を表示することができる。
【０１２２】
　基準３次元座標系ＸＹＺｋは被検者１１の腹部上面と平行な平面を基準面としているた
め、被検者の体位が変わっても、医療機器１Ｅは常に腹部側から観察した挿入部１２の形
状の画像を安定して表示することができる。
【０１２３】
　以下、図３０を参照して本発明の第５の実施の形態の変形例の医療機器について説明す
る。本変形例の医療機器の構成および動作は、第５の実施の形態の医療機器１Ｅと類似し
ているため、同じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図３０は、第５の実施の形態の変形例の医療機器の、モニタの表示画面を示している。
【０１２４】
　本変形例の医療機器では、図３０に示すように、モニタ１４の表示領域１４Ａに挿入部
１２の形状だけでなく、例えばマーカ部４１の中心位置４０を表示することができる。
【０１２５】
　体腔内で大腸が伸展し、内視鏡が挿入できない場合、体の表面を手で用手圧迫すること
により大腸の伸展を押さえて内視鏡を挿入する手法がある。体腔内での内視鏡の先端位置
は正確にわからないため、正確に用手圧迫をすることは難しかった。しかし、本変形例の
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医療機器では、体腔外の部位を指定するマーカ部４１と、マーカ部４１と挿入部１２の形
状を同時に表示することにより体腔外から挿入部１２の特定位置を確認することができる
。
【０１２６】
　なお、本変形例の医療機器では、マーカは少なくとも１個のＦＢＧセンサ部３が形成さ
れていればよい。
【０１２７】
（第６実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の第６の実施の形態の医療機器１Ｆについて説明する。医
療機器１Ｆの構成および動作は、第５の実施の形態の医療機器１Ｅと類似しているため、
同じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図３１は、第６の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図であり
、図３２は、第６の実施の形態の医療機器の構成を示す図である。
【０１２８】
　本実施の形態の医療機器１Ｆは、医療機器１Ｅと同じく、第１のセンサプローブである
光ファイバセンサ２と、第２のセンサプローブである光ファイバセンサ５２とを有してい
る。
【０１２９】
 そして、本体部１５と、光ファイバセンサ２は接続部２Ｘで、光ファイバセンサ５２は
接続部５２Ｘで固定されている。そして、光ファイバセンサ５２は、端部にマーカ部４１
と同じ３個以上のＦＢＧセンサ部３が形成されたマーカ部５１を有し、マーカ部５１は被
検者が横たわる検査台であるベッド１８に固定されている。
【０１３０】
　このため、医療機器１Ｆでは、マーカ部４１が規定するベッド１８を基準平面とした基
準点を設定し基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定すると、ＦＢＧセンサ部３の位置を原点と
する第１の３次元座標系ＸＹＺ１からベッド１８面を基準とする基準３次元座標系ＸＹＺ
ｋへの座標変換が可能である。
【０１３１】
　よって、医療機器１Ｆでは、ベッド１８の面（ＸＹ平面）に挿入部１２の形状を投影し
た画像、または、ベッドに対して患者が横になり腹側から観察した画像であるＹＺ平面に
投影した画像をモニタ１４に表示することができる。
【０１３２】
　以上の説明のように、医療機器１Ｆは、不安定なＦＢＧセンサ部３の位置を原点とする
第１の３次元座標系ＸＹＺ１の座標値を、安定したベッド１８面を基準とする基準３次元
座標系ＸＹＺｋの座標値に変換することが可能になり、安定した形状を表示することがで
きる。
【０１３３】
（第７実施の形態）
 ところで、近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医
療分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体
腔内の臓器を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿
入した処置具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０１３４】
　また、工業用分野において用いられる内視鏡は、内視鏡の細長い挿入部をジェットエン
ジン内や、工場の配管等に挿入することによって、被検部位の傷及び腐蝕等の観察や各種
処置等の検査を行うことができる。
【０１３５】
　医療分野及び工業用分野において用いられる内視鏡の挿入部の挿入方向の先端側に、管
路内の屈曲部における挿入部の進行性を向上させる他、挿入部の挿入方向の先端に設けら
れた観察光学系の観察方向を可変させる複数方向に湾曲自在な湾曲部が設けられた構成が
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周知である。
【０１３６】
 また、内視鏡の挿入部における湾曲部以外の部位も、軟性内視鏡においては、屈曲した
管路内に対し挿入された場合において、挿入に伴い屈曲部の形状に沿って屈曲できるよう
構成されている。
【０１３７】
　ここで、操作者は、挿入部を管路内に挿入している際は、挿入部は管路内に位置してい
ることから、挿入部の形状を視認することはできない。よって、管路内に対し挿入部を進
行させた際、屈曲部等において、挿入部に対し不意に急激な曲げ応力が付与されたとして
も、操作者は認識することができないことから、急激に曲げられた状態のままで挿入部を
進行させてしまう等により、挿入部を破損させてしまう場合があるといった問題があった
。よって、管路内等に挿入部を挿入している際、挿入部の形状を操作者が認識できる構成
が望まれていた。
【０１３８】
　このような事情に鑑み、特開２００４－２５１７７９号公報には、既知のファイバブラ
ッググレーティング（以下、ＦＢＧと称す）が全長に亘って設定間隔毎に複数形成された
光ファイバが、内視鏡の少なくとも挿入部内に全長に亘って挿通された構成が開示されて
いる。該構成を用いれば、光ファイバ内に光を入光し、ＦＢＧにより反射された反射光を
検出して、ＦＢＧが形成された部位の光ファイバの変形に伴う歪み量を検出することによ
って、挿入部の形状を検出することができる。尚、ＦＢＧによる反射光を用いた歪み量の
検出は、周知のように、ＦＢＧからの反射光の波長が、変形に伴い変化する、言い換えれ
ば、変形に伴いＦＢＧが形成された部位の光ファイバの歪み量が変化することによる反射
光の波長の周波数のズレから該周波数の変化量を算出することにより行われる。
【０１３９】
　このような構成によれば、挿入部形状が検出できることにより、操作者は、挿入部形状
を認識することができることから、挿入に伴う挿入部の破損を未然に防止することができ
る。即ち、操作者は、挿入部が過度に変形していることを認識した際は、挿入部の進行を
停止させることができるため、挿入部の破損を防ぐことができる。
【０１４０】
 ところで、挿入部内には、上述したＦＢＧの他、被検部位を撮像する撮像ユニットや、
被検部位を照明する光源を供給するライトガイド（以下、ＬＧと称す）等が複数設けられ
ている。尚、撮像ユニットや、ＬＧは、駆動や光の導光に伴い発熱する発熱部材となって
いる。
【０１４１】
 ここで、光ファイバは、周知のように、温度変化に伴って膨張収縮等、変形する性質を
有している。尚、光ファイバは、０．１℃単位の温度変化によっても各温度変化に応じた
量だけ変形することから、変形量を検出することによって、温度計として用いられる場合
もある。
【０１４２】
 よって、上述した発熱部材が駆動に伴い発熱すると、挿入部内において発熱部材から放
熱された熱が光ファイバに伝達されてしまい、挿入部の変形以外の要因においても光ファ
イバが変形してしまうといった問題があった。尚、光ファイバの変形は、挿入部を高温の
被検部位に挿入した場合、挿入部外から付与される熱によっても発生する。
【０１４３】
 その結果、上述した特開２００４－２５１７７９号公報に示したように、光ファイバに
光を入光させ、ＦＢＧからの反射光を検出することによって、ＦＢＧの歪み量を検出する
ことにより、挿入部の形状検出を行う場合、光ファイバは、熱の付与によっても変形して
しまうため、即ち、ＦＢＧは歪んでしまうため、検出したＦＢＧの歪み量と、実際の挿入
部変形量とがずれてしまうといった問題があった。言い換えれば、挿入部の形状検出精度
が低下してしまうといった問題があった。
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【０１４４】
 尚、以上のことは、内視鏡の挿入部に限らず、内視鏡挿入部内に形成された管空に挿入
可能なプローブの挿入部であっても同様である。
【０１４５】
 以下、発熱部材から光ファイバに付与される熱による光ファイバの変形を低減させるこ
とにより、挿入部の形状検出精度を向上させることのできる内視鏡、内視鏡の形状検出シ
ステム、プローブ、プローブの形状検出システムの構造を示す。
【０１４６】
 図３３は、本実施の形態を示す内視鏡を具備する該内視鏡の形状検出システムを示す図
、図３４は、図３３の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図である。
【０１４７】
　図３３に示すように、内視鏡の形状検出システム１０００は、内視鏡２０１と、内視鏡
の形状検出装置（以下、単に形状検出装置と称す）２１１と、光源装置２１２と、ビデオ
プロセッサ２１３と、モニタ２１４とにより主要部が構成されている。
【０１４８】
　内視鏡２０１は、被検部位に挿入される挿入部２０２と、該挿入部２０２の挿入方向Ｓ
の基端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた操作部２０３と、該操作部２０３から
延出したユニバーサルコード２０４と、該ユニバーサルコード２０４の延出端に設けられ
た内視鏡コネクタ２０５とにより主要部が構成されている。
【０１４９】
　また、内視鏡２０１の挿入部２０２、操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視
鏡コネクタ２０５内に、少なくとも挿入部２０２の形状を検出する光ファイバ２１０が挿
通されている。
【０１５０】
 尚、後述する図３５に示すように、光ファイバ２１０の少なくとも挿入部２０２に挿通
された部位に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔Ｋを有して、上述した複数のＦＢＧ２４０が
形成されている。
【０１５１】
 尚、ＦＢＧ２４０は、光ファイバ２１０の操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、
内視鏡コネクタ２０５に挿通された部位に形成されていても構わない。
【０１５２】
　また、図３３に示すように、内視鏡コネクタ２０５は、該内視鏡コネクタ２０５に設け
られた図示しない光源接続用コネクタ部が光源装置２１２に装着されることにより、光源
装置２１２に接続されている。
【０１５３】
 光源装置２１２は、例えば内視鏡２０１内に挿通された後述するＬＧ２６２（図３５参
照）に照明光を供給するものである。ＬＧ２６２に供給された照明光は、挿入部２０２の
挿入方向Ｓの先端側（以下、単に先端側と称す）における先端面において、ＬＧ２６２の
挿入方向Ｓの先端（以下、単に先端と称す）に設けられた図示しない照明用レンズから被
検部位に照射される。
【０１５４】
 また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ａが設けられており、該コネクタ部
２０５ａは、ビデオプロセッサ２１３に対し、ケーブル２０８を介して電気的に接続され
ている。
【０１５５】
　ビデオプロセッサ２１３は、内視鏡２０１内に挿通された後述する撮像ケーブル２６１
（図３６参照）、ケーブル２０８を介して、挿入部２０２の先端側に設けられた後述する
撮像ユニット２４３（図３５参照）におけるＣＣＤ等の撮像素子の撮像制御を行うととも
に、撮像素子によって撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うものである。
【０１５６】
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　また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ｂが設けられており、コネクタ部２
０５ｂは、形状検出装置２１１のコネクタ部２１１ａと、ケーブル２０７を介して接続さ
れている。
【０１５７】
 尚、コネクタ部２１１ａには、ケーブル２０７の延出端に設けられた装脱コネクタ部２
０７ａが装脱自在となっている。尚、装脱コネクタ部２０７ａに、内視鏡２０１内に挿通
された光ファイバ２１０の基端側が接続されている。
【０１５８】
　モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３に対しケーブル２５０により電気的に接続さ
れているとともに、形状検出装置２１１に対しケーブル２１７により電気的に接続されて
いる。
【０１５９】
　また、モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３によって画像処理が施された内視鏡画
像が表示される他、形状検出装置２１１から出力された挿入部２０２の形状を示すスコー
プモデル２１６等が表示される。
【０１６０】
　図３４に示すように、形状検出装置２１１は、電源２２０と、光入光部であるチューナ
ブルレーザ２２１と、検出器２２２と、ビームスプリッタ２２３と、制御回路２３０とを
具備して主要部が構成されている。
【０１６１】
　電源２２０は、チューナブルレーザ２２１及び制御回路２３０に電源を供給するもので
あり、また、波長可変レーザであるチューナブルレーザ２２１は、ビームスプリッタ２２
３、コネクタ部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａを介して、光ファイバ２１０の基端側
から光ファイバ２１０に、レーザ光Ｂを入光するものである。
【０１６２】
　また、検出器２２２は、光ファイバ２１０に入光したレーザ光Ｂの各ＦＢＧ２４０から
の反射光Ｒを、装脱コネクタ部２０７ａ、コネクタ部２１１ａ、ビームスプリッタ２２３
を介して検出するものである。
【０１６３】
　制御回路２３０は、歪み量測定部であるデータ処理回路２３１と、形状算出部である形
状算出回路２３２と、表示回路２３５とにより主要部が構成されている。
【０１６４】
　データ処理回路２３１は、チューナブルレーザ２２１と検出器２２２とに電気的に接続
されており、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各ＦＢＧ２４０の歪み量を
測定するものである。
【０１６５】
　形状算出回路２３２は、データ処理回路２３１及び表示回路２３５に電気的に接続され
ており、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧ２４０の歪み量から、挿入部
２０２の形状を算出するものである。
【０１６６】
　表示回路２３５は、形状算出回路２３２によって算出された挿入部２０２の形状を、モ
ニタ２１４に、スコープモデル２１６として表示するものである。
【０１６７】
　次に、図３３の内視鏡２０１の挿入部２０２の先端側の内部の構成の概略を、図３５、
図３６を用いて示す。図３５は、図３３の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分
断面図、図３６は、図３５中のIIIXVI-IIIXVI線に沿う断面図である。
【０１６８】
　図３５に示すように、挿入部２０２の先端側の外皮２４５によって覆われた内部に、光
ファイバ２１０が挿通されており、光ファイバ２１０の先端側は、挿入部２０２の先端の
内部に設けられた先端硬質部２４２に、固定部材であるフォルダ２４４を介して固定され
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ている。尚、フォルダ２４４は、先端硬質部２４２に対し、挿入部２０２の外周方向から
挿入された止めネジ２６９によって固定されている。
【０１６９】
 また、フォルダ２４４は、断熱材または発泡材等の熱伝導率の低い材料から形成されて
いる。このことにより、フォルダ２４４は、該フォルダ２４４及び先端硬質部２４２を介
して、後述する撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部から光ファイバ２１０に付与
されてしまう熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成されたＦＢＧ２４０に熱によって発
生する歪み量を低減させる低減部材を構成している。
【０１７０】
 また、図３５に示すように、光ファイバ２１０の外周に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔
Ｍを有して、複数の、例えばスペーサ状の保護部材２７０が被覆されて固定されている。
【０１７１】
 尚、保護部材２７０は、図３５に示すように、光ファイバ２１０において、挿入方向Ｓ
に沿って設定間隔Ｋを有して複数形成されたＦＢＧ２４０を避けた位置に固定されている
。
【０１７２】
 これは、保護部材２７０が、ＦＢＧ２４０と同位置に形成されていると、光ファイバ２
１０が変形した際、保護部材２７０によって保護されたＦＢＧ２４０が歪み難くなってし
まうため、ＦＢＧ２４０の歪み量検出を正確に行えなくなってしまうためである。
【０１７３】
 保護部材２７０は、ＬＧ２６２や撮像ユニット２４３に対し光ファイバ２１０を非接触
とするものである。詳しくは、保護部材２７０は、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２
０２に設けられた図示しない湾曲部の湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像
ユニット２４３等に接触してしまうのを防ぐことにより、屈曲または湾曲に伴って光ファ
イバ２１０に撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部が接触してしまった結果、該発
熱部から光ファイバ２１０に付与されてしまう熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成さ
れたＦＢＧ２４０に熱によって発生する歪みの量を低減させる低減部材を構成している。
【０１７４】
 また、図３５、図３６に示すように、挿入部２０２の外皮２４５によって覆われた内部
には、光ファイバ２１０の他、ブレード２６１ｃによって被覆された撮像ケーブル２６１
や、ＬＧ２６２、流体供給用のチャンネル２６３ｒが内部に形成されたチャンネルチュー
ブ２６３等が挿通されている。
【０１７５】
 先端硬質部２４２には、撮像ユニット２４３が設けられており、該撮像ユニット２４３
に、撮像ケーブル２６１の先端が電気的に接続されている。また、ＬＧ２６２の先端は、
先端硬質部２４２に設けられた図示しない照明用レンズに近接するとともに対向して位置
するよう先端硬質部２４２に固定されており、さらに、チャンネル２６３ｒは、先端硬質
部２４２の先端面に開口している。尚、撮像ユニット２４３は、駆動によって発熱すると
ともに、ＬＧ２６２も光の導光に伴い発熱することから、撮像ユニット２４３、ＬＧ２６
２は、本実施の形態における発熱部を構成している。
【０１７６】
 尚、挿入部２０２の内部には、その他の部材も挿通されているとともに、様々な部材が
配設されているが、周知であるため、その説明は省略する。
【０１７７】
 このように、本実施の形態においては、光ファイバ２１０の先端側を、先端硬質部２４
２に固定する固定部材が、断熱材または発泡材等の熱伝導率の低い材料から形成されてい
ると示した。
【０１７８】
 このことによれば、フォルダ２４４は、該フォルダ２４４及び先端硬質部２４２を介し
て、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等から光ファイバ２１０に付与されてしまう、撮像
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ユニット２４３やＬＧ２６２等から放熱された熱を低減させることができることから、熱
により光ファイバ２１０が熱変形することに伴ってＦＢＧ２４０に発生する歪みの量を、
従来よりも低減させることができる。即ち、データ処理回路２３１が、各ＦＢＧ２４０の
歪み量を、挿入部２０２の変形に伴う光ファイバ２１０の曲げ量に相当する歪み量よりも
、熱の影響により、多く測定してしすぎてしまうことを防ぐことができる。
【０１７９】
　また、本実施の形態においては、光ファイバ２１０の外周に、挿入方向Ｓに沿って設定
間隔Ｍを有して、複数の保護部材２７０が被覆されて固定されていると示した。
【０１８０】
　このことによれば、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示しない
湾曲部の湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触して
しまうのが、保護部材２７０によって防がれることから、撮像ユニット２４３やＬＧ２６
２等から光ファイバ２１０に付与されてしまう、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等から
放熱された熱を低減させることができるため、光ファイバ２１０が熱変形することに伴っ
てＦＢＧ２４０に発生する歪みの量を、従来よりも低減させることができる。
【０１８１】
 即ち、データ処理回路２３１が、各ＦＢＧ２４０の歪み量を、挿入部２０２の変形に伴
う光ファイバ２１０の曲げ量に相当する歪み量よりも、熱の影響により、多く測定してし
すぎてしまうことを防ぐことができる。
【０１８２】
　以上より、発熱部材から光ファイバ２１０に付与される熱による光ファイバ２１０の変
形を低減させることにより、挿入部２０２の形状検出精度を向上させることのできる内視
鏡２０１、内視鏡の形状検出システム１０００を提供することができる。
【０１８３】
　尚、以下、変形例を示す。  
　本実施の形態においては、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱による光
ファイバ２１０の変形を、フォルダ２４４、保護部材２７０により低減させると示したが
、これに限らず、フォルダ２４４を熱伝導率の低い材料から形成することと保護部材２７
０を設けることとのいずれか一方のみによっても、本実施の形態よりも効果は落ちるが、
撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱による光ファイバ２１０の変形を従来
よりも低減させることができる。
【０１８４】
　尚、以下、別の変形例を、図３７、図３８を用いて示す。図３７は、図３３の挿入部の
先端側の内部の変形例の構成の概略を示す部分断面図、図３８は、図３７中のIIIXVIII-I
IIXVIII線に沿う断面図である。
【０１８５】
　本実施の形態においては、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱による光
ファイバ２１０の変形を低減させるため、フォルダ２４４が、断熱材または発泡材等の熱
伝導率の低い材料から形成されているとともに、光ファイバ２１０に、設定間隔Ｍを有し
て複数の保護部材２７０が固定されていると示した。
【０１８６】
 これに加え、挿入部２０２の内周面に、光ファイバ２１０の一部を支持する支持部材２
６０が設けられることによっても、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱に
よる光ファイバ２１０の変形を低減させても構わない。
【０１８７】
 具体的には、図３７、図３８に示すように、挿入部２０２の外皮２４５の内周面に設け
られたブレード６７に、光ファイバ２１０の一部を被覆して支持することにより、光ファ
イバ２１０の径方向への位置決めを行うとともに、ＬＧ２６２や撮像ユニット２４３に対
し光ファイバ２１０を非接触とする支持部材２６０が設けられている。尚、支持部材２６
０も、ＦＢＧ２４０の歪み量を正確に検出する目的で、光ファイバ２１０のＦＢＧ２４０
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が形成された位置以外の部位を支持している。
【０１８８】
 支持部材２６０は、光ファイバ２１０の径方向への移動を規制することによって、挿入
部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示しない湾曲部の湾曲に伴い、光フ
ァイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触してしまうのを防ぐことにより
、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部から光ファイバ２１０に付与されてしまう
熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成されたＦＢＧ２４０に熱によって発生する歪みの
量を低減させる低減部材を構成している。
【０１８９】
 このことによれば、支持部材２６０が光ファイバ２１０の径方向への移動を規制するこ
とによって、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示しない湾曲部の
湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触してしまうの
を防ぐことにより、接触に伴い、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部から光ファ
イバ２１０に付与されてしまう、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等から放熱された熱を
より低減させることができるため、光ファイバ２１０が熱変形することに伴ってＦＢＧ２
４０に発生する歪みの量を本実施の形態よりも低減させることができる。
【０１９０】
 即ち、データ処理回路２３１が、各ＦＢＧ２４０の歪み量を、挿入部２０２の変形に伴
う光ファイバ２１０の曲げ量に相当する歪み量よりも、熱の影響により、多く測定してし
すぎてしまうことを防ぐことができる。尚、その他の構成、効果は、上述した本実施の形
態と同様である。
【０１９１】
 また、図３７、図３８においては、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱
による光ファイバ２１０の変形を、フォルダ２４４、保護部材２７０、支持部材２６０に
より低減させると示したが、これに限らず、支持部材２６０のみを設けることによっても
、図３７、図３８に示す構成よりも効果は落ちるが、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２か
ら付与される熱による光ファイバ２１０の変形を従来よりも低減させることができる。
【０１９２】
　さらに、別の変形例を、図３９、図４０を用いて示す。図３９は、図３３の挿入部の先
端側の内部の図３７とは別の変形例の構成の概略を示す部分断面図、図４０は、図３９中
のIVX-IVX線に沿う断面図である。
【０１９３】
　本実施の形態においては、光ファイバ２１０の外周に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔Ｍ
を有して、複数の保護部材２７０が被覆されて固定されていると示した。
【０１９４】
　これに限らず、図３９、図４０に示すように、保護部材２７０の代わりに、光ファイバ
２１０の外周に、断熱性が高い材料、例えばゴムから形成された、ＬＧ２６２や撮像ユニ
ット２４３に対し光ファイバ２１０を非接触とする保護チューブ２４１が挿入方向Ｓに沿
って被覆されていても構わない。
【０１９５】
　保護チューブ２４１も、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示し
ない湾曲部の湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触
してしまうのを防ぐことにより、接触に伴い、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱
部から光ファイバ２１０に付与されてしまう熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成され
たＦＢＧ２４０に熱によって発生する歪みの量を低減させる低減部材を構成している。尚
、その他の構成は、上述した実施の形態と同様である。
【０１９６】
 このような構成によっても、上述した本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
また、図３９、図４０に示す構成よりも効果が落ちるが、光ファイバ２１０の外周に保護
チューブ２４１を被覆するのみによっても、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与さ
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れる熱による光ファイバ２１０の熱変形を従来よりも低減させることができる。
【０１９７】
 また、上述した実施の形態においては、光ファイバ２１０を用いることにより、内視鏡
２０１の挿入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず、被検
部位に挿入される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できるもので
あれば、上述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えば内視鏡挿入部
内に形成された管空に挿入可能なプローブにおける挿入部に適用しても本実施の形態と同
様の効果を得ることができる。
【０１９８】
 ところで、挿入部内には、上述したＦＢＧの他、被検部位を撮像する撮像ユニットや、
被検部位を照明する光源を供給するライトガイド（以下、ＬＧと称す）等が複数設けられ
ている。尚、撮像ユニットや、ＬＧは、駆動や光の導光に伴い発熱する発熱部材となって
いる。
【０１９９】
 ここで、光ファイバは、周知のように、温度変化に伴って膨張収縮等、変形する性質を
有している。尚、光ファイバは、０．１℃単位の温度変化によっても各温度変化に応じた
量だけ変形することから、変形量を検出することによって、温度計として用いられる場合
もある。
【０２００】
 よって、上述した発熱部材が駆動に伴い発熱すると、挿入部内において発熱部材から放
熱された熱が光ファイバに伝達されてしまい、挿入部の変形以外の要因においても光ファ
イバが変形してしまうといった問題があった。尚、光ファイバの変形は、挿入部を高温の
被検部位に挿入した場合、挿入部外から付与される熱によっても発生する。
【０２０１】
 その結果、光ファイバに光を入光させ、ＦＢＧからの反射光を検出することによって、
ＦＢＧの歪み量を検出することにより、挿入部の形状検出を行う場合、光ファイバは、熱
の付与によっても変形してしまうため、即ち、ＦＢＧは歪んでしまうため、検出したＦＢ
Ｇの歪み量と、実際の挿入部変形量とがずれてしまうといった問題があった。言い換えれ
ば、挿入部の形状検出精度が低下してしまうといった問題があった。
【０２０２】
 尚、発熱部材からの発熱量は、内視鏡の種類によっても異なるため、即ち、光ファイバ
が受ける熱の影響は、内視鏡の種類によっても異なるため、内視鏡の種類毎に、挿入部形
状の検出精度が異なるといった問題があった。
【０２０３】
 以下、内視鏡の種類に応じて、挿入部の形状検出を精度良く行うできる内視鏡の形状検
出装置、内視鏡の形状検出システムを図４１～図４３を用いて示す。
【０２０４】
 図４１は、本構成を示す内視鏡の形状検出システムを示す図、図４２は、図４１の内視
鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部とともに拡大して示す図、図４
３は、図４１の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図である。
【０２０５】
　図４１に示すように、内視鏡の形状検出システム１０００は、内視鏡２０１と、内視鏡
の形状検出装置（以下、単に形状検出装置と称す）２１１と、光源装置２１２と、ビデオ
プロセッサ２１３と、表示部であるモニタ２１４とにより主要部が構成されている。
【０２０６】
　内視鏡２０１は、被検部位に挿入される挿入部２０２と、該挿入部２０２の挿入方向基
端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた操作部２０３と、該操作部２０３から延出
したユニバーサルコード２０４と、該ユニバーサルコード２０４の延出端に設けられた内
視鏡コネクタ２０５とにより主要部が構成されている。
【０２０７】
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　また、内視鏡２０１の挿入部２０２、操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視
鏡コネクタ２０５内に、少なくとも挿入部２０２の形状を検出する光ファイバ２１０が挿
通されている。
【０２０８】
　また、光ファイバ２１０の少なくとも挿入部２０２に挿通された部位に、挿入方向に沿
って設定間隔を有して、上述した複数のＦＢＧ（図示されず）が形成されている。尚、Ｆ
ＢＧは、光ファイバ２１０の操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視鏡コネクタ
２０５に挿通された部位にも形成されていても構わない。
【０２０９】
　図４１に示すように、内視鏡コネクタ２０５は、該内視鏡コネクタ２０５に設けられた
図４２に示す光源接続用コネクタ部２０５ｃが光源装置２１２に装着されることにより、
光源装置２１２に接続されている。
【０２１０】
 尚、内視鏡コネクタ２０５内には、記録部であるＥＰＲＯＭ２０６を具備するスコープ
ＩＤ基板２０９が設けられている。尚、ＥＰＲＯＭ２０６内には、内視鏡情報であるスコ
ープＩＤが記録されている。
【０２１１】
 光源装置２１２は、例えば内視鏡２０１内に挿通された図示しないＬＧに照明光を供給
するものである。ＬＧに供給された照明光は、挿入部２０２の先端における先端面におい
て、ＬＧの先端に設けられた図示しない照明用レンズから被検部位に照射される。
【０２１２】
 また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ａが設けられており、該コネクタ部
２０５ａは、ビデオプロセッサ２１３に対し、ケーブル２０８を介して電気的に接続され
ている。尚、ケーブル２０８内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通
信用信号線２１８の他、内視鏡２０１内に挿通された図示しない撮像ケーブルと電気的に
接続された撮像用リード線等が挿通されている。
【０２１３】
　ビデオプロセッサ２１３は、上述した撮像ケーブル、撮像用リード線を介して、挿入部
２０２の先端側に設けられた図示しないＣＣＤ等の撮像素子の撮像制御を行うとともに、
撮像素子によって撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うものである。
【０２１４】
　また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ｂが設けられており、コネクタ部２
０５ｂは、形状検出装置２１１のコネクタ部２１１ａと、ケーブル２０７を介して接続さ
れている。尚、コネクタ部２１１ａには、ケーブル２０７の延出端に設けられた装脱コネ
クタ部２０７ａが装脱自在となっている。
【０２１５】
 ケーブル２０７内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通信用信号線
２１８や、光ファイバ２１０等が挿通されている。また、通信用信号線２１８の延出端及
び光ファイバ２１０の後端は、装脱コネクタ部２０７ａに固定されている。
【０２１６】
　モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３に対しケーブル２５０により電気的に接続さ
れているとともに、形状検出装置２１１に対しケーブル２１７により電気的に接続されて
いる。
【０２１７】
　また、モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３によって画像処理が施された内視鏡画
像が表示される他、形状検出装置２１１から出力された挿入部２０２の形状を示すスコー
プモデル２１６等が表示される。
【０２１８】
　図４３に示すように、形状検出装置２１１は、電源２２０と、光入力部であるチューナ
ブルレーザ２２１と、検出器２２２と、ビームスプリッタ２２３と、制御回路２３０とを
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具備して主要部が構成されている。
【０２１９】
　電源２２０は、チューナブルレーザ２２１及び制御回路２３０に電源を供給するもので
あり、また、波長可変レーザであるチューナブルレーザ２２１は、ビームスプリッタ２２
３、コネクタ部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａを介して、光ファイバ２１０の後端側
から光ファイバ２１０に、レーザ光Ｂを入光するものである。
【０２２０】
　また、検出器２２２は、光ファイバ２１０に入光したレーザ光Ｂの各ＦＢＧからの反射
光Ｒを、装脱コネクタ部２０７ａ、コネクタ部２１１ａ、ビームスプリッタ２２３を介し
て検出するものである。
【０２２１】
　制御回路２３０は、歪み量測定部であるデータ処理回路２３１と、形状算出部である形
状算出回路２３２と、歪み量補正部である歪量補正回路２３３と、データ読み出し部であ
るデータ読み出し回路２３４と、表示回路２３５とにより主要部が構成されている。
【０２２２】
　データ処理回路２３１は、チューナブルレーザ２２１と検出器２２２とに電気的に接続
されており、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各ＦＢＧの歪み量を測定す
るものである。
【０２２３】
　歪量補正回路２３３は、データ処理回路２３１及びデータ読み出し回路２３４と電気的
に接続されており、温度補正テーブル２３３ａを具備している。尚、温度補正テーブル２
３３ａは、内視鏡の種別や、動作モード、光量等、挿入部２０２の内部の温度変化に影響
を及ぼすパラメータの組み合わせ毎に、各ＦＢＧ位置での最適な歪量の補正量の情報を有
している。また、データ読み出し回路２３４は、コネクタ部２１１ａと電気的に接続され
ている。
【０２２４】
 歪量補正回路２３３は、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧの歪み量を
、ＥＰＲＯＭ２０６に記録されているスコープＩＤをデータ読み出し回路２３４を介して
読み出して、ＦＢＧ毎または光ファイバ全体において、温度補正テーブル２３３ａを参照
して補正するものである。
【０２２５】
 言い換えれば、歪量補正回路２３３は、駆動により発熱する撮像ユニットや、光の導光
により発熱するＬＧ等の発熱部から放熱された熱が、光ファイバ２１０に付与されること
により、光ファイバ２１０が変形してしまう、即ち各ＦＢＧが歪んでしまうことを考慮し
て、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧの歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６内
のスコープＩＤに基づいて、ＦＢＧ毎または光ファイバ全体において、温度補正テーブル
２３３ａを参照して、ＦＢＧに対し温度影響の無い歪み量に補正する。尚、具体的な補正
方法としては、ある基準温度時における光の周波数からずれた量を検出することにより、
温度補正テーブル２３３ａを参照にして、歪み量を補正する。
【０２２６】
　形状算出回路２３２は、歪量補正回路２３３に電気的に接続されており、歪量補正回路
２３３によって補正された歪み量より、挿入部２０２の形状を算出するものである。
【０２２７】
　表示回路２３５は、形状算出回路２３２と電気的に接続されており、形状算出回路２３
２によって算出された挿入部２０２の形状を、モニタ２１４に、スコープモデル２１６と
して表示するものである。
【０２２８】
 このように、本構成においては、制御回路２３０の歪量補正回路２３３は、データ処理
回路２３１によって測定された各ＦＢＧの歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６に記録されている
スコープＩＤに基づいて、ＦＢＧ毎または光ファイバ全体において、温度補正テーブル２
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３３ａを参照して補正すると示した。
【０２２９】
 このことによれば、内視鏡の種類によって、撮像ユニットやＬＧから光ファイバ２１０
に付与される発熱量が異なったとしても、歪量補正回路２３３は、内視鏡の種類によって
、データ処理回路２３１において測定された各ＦＢＧの歪み量を、ＦＢＧ毎または光ファ
イバ全体において補正することから、正確に挿入部２０２の形状を検出することができる
。
【０２３０】
 以上から、内視鏡２０１の種類に応じて、挿入部２０２の形状検出を精度良く行うでき
る内視鏡の形状検出装置２１１、内視鏡の形状検出システム１０００を提供することがで
きる。
【０２３１】
　尚、以下、変形例を示す。  
　上述した本構成においては、光ファイバ２１０を用いることにより、内視鏡２０１の挿
入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず、被検部位に挿入
される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できるものであれば、上
述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えば内視鏡挿入部内に形成さ
れた管空に挿入可能なプローブの挿入部に適用しても本実施の形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【０２３２】
　さらに、本構成においては、温度補正テーブル２３３ａは、歪量補正回路２３３が具備
していると示したが、これに限らず、ＥＰＲＯＭ２０６が具備していても構わない。
【０２３３】
（第８実施の形態）
 ところで、特開２００４－２５１７７９号公報に開示された光ファイバの先端側は、内
視鏡の挿入部の先端側の内部、具体的には、内部に設けられた先端硬質部に対しフォルダ
等を介して固定されることにより、挿入部内に挿通されている。
【０２３４】
 また、挿入部の形状を検出するため光ファイバ内に入光された光は、全てがＦＢＧによ
って反射されるわけではなく、一部の光は、ＦＢＧを通過して光ファイバの先端まで導光
される。
【０２３５】
 この際、光ファイバの先端から出射されたＦＢＧを通過した通過光は、挿入部の先端側
の内部に出射されるが、該出射された通過光が、フォルダによって反射され、光ファイバ
の先端に戻り光として入光されてしまうと、ＦＢＧからの反射光を用いたＦＢＧの歪み量
の検出を行う際、反射光に戻り光が混入してしまうことにより、歪み量の検出精度が低下
してしまう、即ち、挿入部の形状検出精度が低下してしまうといった問題があった。
【０２３６】
 尚、以上のことは、内視鏡の挿入部に限らず、内視鏡挿入部内に形成された管空に挿入
可能なプローブの挿入部であっても同様である。
【０２３７】
 以下、光ファイバの先端から出射された光が再度光ファイバに入光してしまうことを防
ぐことにより、挿入部の形状検出を正確に行うことができる構成を有する内視鏡、内視鏡
の形状検出システム、プローブ、プローブの形状検出システムを示す。
【０２３８】
 この第８実施の形態の内視鏡の形状検出システムの構成は、上述した図３３～図４３に
示した第７実施の形態の内視鏡の形状検出システムの構成と比して、光ファイバの先端を
先端硬質部に固定するフォルダの有底穴の形状が異なる。よって、この相違点のみを説明
し、第７実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２３９】
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　図４４は、内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断面図、図４５は、
図４４中のIVXV-IVXV線に沿う断面図、図４６は、図４４の光ファイバの先端側を固定す
る固定部材を拡大して光ファイバとともに示す部分断面図である。
【０２４０】
　図４４に示すように、挿入部２０２の先端側の外皮２４５によって覆われた内部に、光
ファイバ２１０が保護チューブ２４１によって被覆された状態で挿通されており、光ファ
イバ２１０の先端側は、挿入部２０２の先端の内部に設けられた先端硬質部２４２に、固
定部材であるフォルダ２４４を介して固定されている。尚、フォルダ２４４は、先端硬質
部２４２に対し、挿入部２０２の外周方向から挿入された止めネジ２６９によって固定さ
れている。
【０２４１】
　図４６に示すように、フォルダ２４４には、光ファイバ２１０の先端側が挿通されて固
定される挿入方向Ｓに沿った有底穴２４４ｉが形成されており、フォルダ２４４の基端側
に設けられた有底穴２４４ｉの開口は、光ファイバ２１０のＦＢＧ２４０を通過して先端
２１０ｓから出射されたレーザ光Ｂの通過光Ｍが、有底穴２４４ｉから、挿入部２０２の
内部へと出射される際の出射口２４４ｈを構成している。
【０２４２】
 尚、出射口２４４ｈは、図４４に示すように、先端硬質部２４２に設けられた後述する
撮像ユニット２４３よりも、後端側に位置している。これは、出射口２４４ｈから出射さ
れた通過光Ｍが、撮像ユニット２４３に進入してしまうことを防ぐことにより、撮像ユニ
ット２４３によって撮像された撮像画像に画像乱れが発生してしまうのを防ぐためである
。
【０２４３】
　図４６に戻って、フォルダ２４４の有底穴２４４ｉにおいて、光ファイバ２１０の先端
２１０ｓに対向する対向面２４４ｔは、光ファイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し
、設定角度θ傾いた、断面略Ｖ字状を有している。
【０２４４】
 また、対向面２４４ｔに鏡面加工が施されることにより、先端２１０ｓから出射された
通過光Ｍを、光ファイバ２１０外へと導く入射防止手段である鏡面膜２７１が、対向面２
４４ｔに形成されている。
【０２４５】
　尚、鏡面膜２７１は、対向面２４４ｔに形成されていることにより、鏡面膜２７１も光
ファイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し、設定角度θ傾いていることから、先端２
１０ｓから出射された通過光Ｍを、先端２１０ｓ以外の方向に反射することができる。こ
のため、鏡面膜２７１は、先端２１０ｓから出射された通過光Ｍを、有底穴２４４ｉから
、出射口２４４ｈを介して挿入部２０２の先端側の内部に出射させる機能を有している。
【０２４６】
　また、挿入部２０２の外皮２４５によって覆われた内部には、図４５に示すように、光
ファイバ２１０の他、撮像ケーブル２６１や、ライトガイド２６２の他、流体供給用のチ
ャンネル２６３ｒが内部に形成されたチャンネルチューブ２６３等が挿通されている。
【０２４７】
 撮像ケーブル２６１の先端は、先端硬質部２４２に設けられた撮像ユニット２４３に電
気的に接続されている。また、ライトガイド２６２の先端は、先端硬質部２４２に設けら
れた図示しない照明用レンズに近接するとともに対向して位置するよう先端硬質部２４２
に固定されており、さらに、チャンネル２６３ｒは、先端硬質部２４２の先端面に開口し
ている。
【０２４８】
 尚、挿入部２０２の内部には、その他の部材も挿通されているとともに、様々な部材が
配設されているが、周知であるため、その説明は省略する。
【０２４９】
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 このように、本実施の形態においては、光ファイバ２１０の先端２１０ｓを先端硬質部
２４２に固定するフォルダ２４４の有底穴２４４ｉにおいて、光ファイバ２１０の先端２
１０ｓに対向する対向面２４４ｔが、光ファイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し、
設定角度θ傾いた、断面略Ｖ字状を有しており、対向面２４４ｔに鏡面膜２７１が形成さ
れていると示した。
【０２５０】
 また、フォルダ２４４の基端側に、フォルダ２４４の有底穴２４４ｉからフォルダ２４
４外に通過光Ｍを出射する出射口２４４ｈが形成されていると示した。
【０２５１】
 このことによれば、図４６に示すように、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射さ
れたＦＢＧ２４０を通過した通過光Ｍは、鏡面膜２７１によって、先端２１０ｓ以外の方
向に反射され、該反射された通過光Ｍは、出射口２４４ｈから、挿入部２０２の内部に出
射されることから、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが、再度先
端２１０ｓから光ファイバ２１０内に戻り光として進入してしまい、検出器２２２が、戻
り光を検出してしまうことにより、ＦＢＧ２４０の歪量を誤検出してしまうことを防ぐこ
とができる。即ち、挿入部２０２の形状検出精度が低下してしまうことを防ぐことができ
る。
【０２５２】
 以上から、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが再度光ファイバ
２１０に入光してしまうことを防ぐことにより、挿入部２０２の形状検出を正確に行うこ
とができる構成を有する内視鏡、内視鏡の形状検出システムを提供することができる。
【０２５３】
 尚、本実施の形態においては、フォルダ２４４の対向面２４４ｔは、断面略Ｖ字状に形
成されていると示したが、これに限らず、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射され
た透過光Ｍが、先端２１０ｓに入光しないよう透過光Ｍを反射させる形状であれば、曲率
面等、どのような形状に形成されていても構わないということは勿論である。
【０２５４】
（第９実施の形態）
　図４７は、本実施の形態を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分
断面図、図４８は、図４７の光ファイバの先端側を固定する固定部材を拡大して光ファイ
バとともに示す部分断面図である。
【０２５５】
　この第９実施の形態の内視鏡の構成は、上述した図４４～図４６に示した第８実施の形
態の内視鏡と比して、フォルダに設けられた入射防止手段が、鏡面膜ではなくプリズムか
ら構成されている点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第８実施の形態と同様
の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２５６】
　図４７、図４８に示すように、フォルダ２４４の有底穴２４４ｉにおいて、光ファイバ
２１０の先端２１０ｓに対向する対向面２４４ｔは、上述した第１実施の形態同様、光フ
ァイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し、設定角度θ傾いた、断面略Ｖ字状を有して
いる。尚、本実施の形態においても、対向面２４４ｔの形状は、断面略Ｖ字状に限定され
ない。
【０２５７】
 また、対向面２４４ｔに、先端２１０ｓから出射された通過光Ｍを、先端２１０ｓから
通過光Ｍを出射した光ファイバ２１０外へと導く入射防止手段であるプリズム２７３が設
けられている。尚、その他の構成は、上述した第１実施の形態と同様である。
【０２５８】
 このような構成によれば、図４８に示すように、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから
出射されたＦＢＧ２４０を通過した通過光Ｍは、プリズム２７３によって、先端２１０ｓ
以外の方向に反射され、該反射された通過光Ｍは、出射口２４４ｈから、挿入部２０２の
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内部に出射されることから、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが
、再度先端２１０ｓから光ファイバ２１０内に戻り光として進入してしまい、検出器２２
２が、戻り光を検出してしまうことにより、ＦＢＧ２４０の歪量を誤検出してしまうこと
を防ぐことができる。即ち、挿入部２０２の形状検出精度が低下してしまうことを防ぐこ
とができる。
【０２５９】
 以上から、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが再度光ファイバ
２１０に入光してしまうことを防ぐことにより、挿入部２０２の形状検出を正確に行うこ
とができる構成を有する内視鏡、内視鏡の形状検出システムを提供することができる。
【０２６０】
（第１０実施の形態）
　図４９は、本実施の形態を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成を、概略的に示す
部分断面図である。
【０２６１】
　この第３実施の形態の内視鏡の構成は、上述した図４４～図４６に示した第８実施の形
態の内視鏡や、図４７、図４８に示した第９実施の形態の内視鏡と比して、フォルダに設
けられた入射防止手段が、鏡面膜やプリズムではなく、反射ミラーから構成されている点
が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第８、第９実施の形態と同様の構成には同
じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２６２】
　図４９に示すように、挿入部２０２の外皮２４５によって覆われた内部に、上述した一
方の光ファイバである光ファイバ２１０の他、他方の光ファイバである戻り光用光ファイ
バ（以下、単に光ファイバと称す）２８０が、光ファイバ２１０に並んで挿通されている
。尚、光ファイバ２８０の基端は、挿入部２０２または操作部２０３内等において開口さ
れている。
【０２６３】
　また、光ファイバ２１０、２８０の各先端２１０ｓ、２８０ｓを、先端硬質部２４２に
固定するフォルダ２８４の図示しない有底穴において、光ファイバ２１０、２８０の各先
端２１０ｓ、２８０ｓに対向する対向面２８４ｔは、上述した第１、第２実施の形態同様
、光ファイバ２１０、２８０の各先端２１０ｓ、２８０ｓの先端面に対し、設定角度θ傾
いた、断面略Ｖ字状を有している。尚、本実施の形態においても、対向面２８４ｔの形状
は、断面略Ｖ字状に限定されない。
【０２６４】
 また、対向面２８４ｔに、先端２１０ｓから出射された通過光Ｍを、光ファイバ２１０
外へと導く、具体的には、出射口２８４ｈを介して、光ファイバ２８０の先端２８０ｓへ
と導く入射防止手段である反射ミラー２８１が設けられている。尚、本実施の形態におい
ても、出射口２８４ｈは、撮像ユニット２４３よりも挿入方向Ｓの後端側に位置している
。また、その他の構成は、上述した第１実施の形態と同様である。
【０２６５】
 このような構成によれば、図４９に示すように、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから
出射されたＦＢＧ２４０を通過した通過光Ｍは、反射ミラー２８１によって、先端２１０
ｓ以外の方向、具体的には、出射口２８４ｈを介して光ファイバ２８０の先端２８０ｓに
反射され、該反射された通過光Ｍは、光ファイバ２８０内に出射され、基端側から挿入部
２０２または操作部２０３内に出射される。
【０２６６】
 このことから、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが、再度先端
２１０ｓから光ファイバ２１０内に戻り光として進入してしまい、検出器２２２が、戻り
光を検出してしまうことにより、ＦＢＧ２４０の歪量を誤検出してしまうことを防ぐこと
ができる。即ち、挿入部２０２の形状検出精度が低下してしまうことを防ぐことができる
。
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【０２６７】
 以上から、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが再度光ファイバ
２１０に入光してしまうことを防ぐことにより、挿入部２０２の形状検出を正確に行うこ
とができる構成を有する内視鏡１、内視鏡の形状検出システム１００を提供することがで
きる。
【０２６８】
　尚、以下、変形例を示す。  
　上述した第１～第３実施の形態においては、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射
した通過光Ｍが、再度光ファイバ２１０の先端２１０ｓに入光しないように、フォルダ２
４４の対向面２４４ｔに鏡面膜２７１が形成されている、またはフォルダ２４４の対向面
２４４ｔにプリズム２７３が設けられている、あるいは、フォルダ２８４の対向面２８４
ｔに反射ミラー２８１が設けられていると示した。
【０２６９】
　これらに限らず、フォルダ２４４、２８４の対向面２４４ｔ、２８４ｔに、出射光拡散
部材が設けられていたり、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射した通過光Ｍを拡散
させる凹凸が形成されていたりしても、光ファイバ２１０の先端２１０ｓに、該先端２１
０ｓから出射した通過光Ｍが戻り光として入光してしまうことを防ぐことができる。
【０２７０】
　また、上述した第８～第１０実施の形態においては、光ファイバ２１０を用いることに
より、内視鏡１の挿入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限ら
ず、被検部位に挿入される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通でき
るものであれば、上述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えば内視
鏡挿入部内に形成された管空に挿入可能なプローブにおける挿入部に適用しても本実施の
形態と同様の効果を得ることができる。
【０２７１】
　さらに、上述した第８～第１０実施の形態において示した入射防止手段の例としては、
第８～第１０実施の形態において記載されてものに限らず、例えば光ファイバセンサ先端
に対向する位置を黒く塗るなどして、光ファイバセンサ先端から出射される光を吸収する
ように構成しても良い。
【０２７２】
（第１１実施の形態）
 ところで、一般的に、光ファイバは細径に形成されており、また、光ファイバが挿入部
に挿通された構成においては、光ファイバはチューブ等により被覆されて保護されている
のみであることから、挿入部に対し繰り返しの曲げ応力が付与されてしまうと、光ファイ
バにも繰り返し曲げ応力が付与され、劣化に伴い光ファイバが折れてしまうといった問題
があった。さらに、挿入部に対し急激な曲げ応力が付与されると、光ファイバが折れてし
まうといった問題があった。
【０２７３】
 ここで、特開２００４－２５１７７９号公報に開示された構成においては、上述したよ
うに、光ファイバの歪み量を検出し、挿入部の形状を操作者が認識することはできるが、
光ファイバが何回屈曲されたかを検出するとともに、屈曲された回数を操作者に告知する
構成を有していないことから、操作者は、光ファイバの劣化度合いや耐久性を予測するこ
とができないといった問題があった。
【０２７４】
 よって、操作者は、光ファイバの劣化に気付かずに使用し続けてしまうことから、使用
中に光ファイバが破損してしまう場合があり、この場合、検査等を中断しなければならず
、大変煩雑であるといった問題があった。
【０２７５】
 さらには、特開２００４－２５１７７９号公報に開示された構成においては、操作者は
、挿入部の形状を目視で確認し、挿入部が曲げられ過ぎていないかは、操作者によって判
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断されていたため、操作者は、挿入部に急激な曲げ応力が付与されていることに気付かず
に使用し続けてしまい、使用中に光ファイバが破損してしまう場合があるといった問題が
あった。
【０２７６】
 よって、以下、使用中における光ファイバの破損を未然に防ぐことができる構成を有す
る光ファイバ歪検出装置、医療器具の形状検出システム、光ファイバ歪検出方法を示す。
【０２７７】
 この第１１実施の形態の内視鏡の形状検出システムの構成は、上述した図３３～図４３
に示した第７実施の形態の内視鏡の形状検出システムの構成と比して、形状検出装置２１
１が、光ファイバにレーザ光を入光させ、光ファイバの各ＦＢＧからの反射光Ｒを検出し
、該検出した反射光から各ＦＢＧの歪み量を測定するとともに、測定した歪み量が、第１
の歪み量を超過した回数をカウントし、カウントした超過回数が設定回数を超過した場合
、モニタに警告表示を行う点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第７実施の形
態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２７８】
　図５０は、本実施の形態を示す内視鏡の形状検出システムを示す図、図５１は、図５０
の内視鏡の挿入部の先端側の内部構成の概略を拡大して示す部分断面図、図５２は、図５
０の内視鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部とともに拡大して示す
図である。
【０２７９】
　図５０に示すように、内視鏡の形状検出システム２０００は、内視鏡２０１と、光ファ
イバ歪検出装置である内視鏡の形状検出装置（以下、単に形状検出装置と称す）２１１と
、光源装置２１２と、ビデオプロセッサ２１３と、表示部であるモニタ２１４とにより主
要部が構成されている。
【０２８０】
　内視鏡２０１は、被検部位に挿入される挿入部２０２と、該挿入部２０２の挿入方向基
端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた操作部２０３と、該操作部２０３から延出
したユニバーサルコード２０４と、該ユニバーサルコード２０４の延出端に設けられた内
視鏡コネクタ２０５とにより主要部が構成されている。
【０２８１】
　また、内視鏡２０１の挿入部２０２、操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視
鏡コネクタ２０５内に、少なくとも挿入部２０２の形状を検出する光ファイバ２１０が、
図５１に示すように、先端が挿入部２０２の挿入方向の先端側（以下、単に先端側と称す
）に固定されて挿通されている。
【０２８２】
　また、図５１に示すように、光ファイバ２１０の少なくとも挿入部２０２に挿通された
部位に、挿入方向に沿って設定間隔Ｋを有して、上述した複数のＦＢＧ２４０が形成され
ている。尚、ＦＢＧ２４０は、光ファイバ２１０の操作部２０３、ユニバーサルコード２
０４、内視鏡コネクタ２０５に挿通された部位にも形成されていても構わない。
【０２８３】
　図５０に示すように、内視鏡コネクタ２０５は、該内視鏡コネクタ２０５に設けられた
図５２に示す光源接続用コネクタ部２０５ｃが光源装置２１２に装着されることにより、
光源装置２１２に接続されている。尚、内視鏡コネクタ２０５内には、後述する超過回数
を書き込み可能な記録部であるＥＰＲＯＭ２０６を具備するスコープＩＤ基板２０９が設
けられている。尚、ＥＰＲＯＭ２０６内には、スコープＩＤが記録されている。
【０２８４】
 光源装置２１２は、例えば内視鏡２０１内に挿通された図示しないライトガイドに照明
光を供給するものである。ライトガイドに供給された照明光は、挿入部の先端における先
端面において、ライトガイドの先端に設けられた図示しない照明用レンズから被検部位に
照射される。
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【０２８５】
 また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ａが設けられており、該コネクタ部
２０５ａは、ビデオプロセッサ２１３に対し、ケーブル２０８を介して電気的に接続され
ている。尚、ケーブル２０８内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通
信用信号線２１８の他、内視鏡２０１内に挿通された図示しない撮像ケーブル等が挿通さ
れている。
【０２８６】
　ビデオプロセッサ２１３は、上述した撮像ケーブル等を介して、挿入部２０２の先端側
に設けられた図示しないＣＣＤ等の撮像素子の撮像制御を行うとともに、撮像素子によっ
て撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うものである。
【０２８７】
　また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ｂが設けられており、コネクタ部２
０５ｂは、形状検出装置２１１のコネクタ部２１１ａと、ケーブル２０７を介して接続さ
れている。尚、コネクタ部２１１ａには、ケーブル２０７の延出端に設けられた装脱コネ
クタ部２０７ａが装脱自在となっている。
【０２８８】
 ケーブル２０７内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通信用信号線
２１８や、光ファイバ２１０等が挿通されている。また、通信用信号線２１８の延出端及
び光ファイバ２１０の後端は、装脱コネクタ部２０７ａに固定されている。
【０２８９】
　モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３に対しケーブル２５０により電気的に接続さ
れているとともに、形状検出装置２１１に対しケーブル２１７により電気的に接続されて
いる。
【０２９０】
　また、モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３によって画像処理が施された内視鏡画
像が表示される他、形状検出装置２１１から出力された、後述する挿入部２０２に関する
警告を示す警告表示２１５や、挿入部２０２の形状を示すスコープモデル２１６等が表示
される。
【０２９１】
　次に、図５３を用いて、形状検出装置２１１の構成を説明する。図５３は、図５０の形
状検出装置の構成の概略を示すブロック図である。
【０２９２】
　図５３に示すように、形状検出装置２１１は、電源２２０と、光入力部であるチューナ
ブルレーザ２２１と、検出器２２２と、ビームスプリッタ２２３と、制御回路２３０とを
具備して主要部が構成されている。
【０２９３】
　電源２２０は、チューナブルレーザ２２１及び制御回路２３０に電源を供給するもので
あり、また、波長可変レーザであるチューナブルレーザ２２１は、ビームスプリッタ２２
３、コネクタ部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａを介して、光ファイバ２１０の後端側
から光ファイバ２１０に、レーザ光Ｂを入光するものである。
【０２９４】
　また、検出器２２２は、光ファイバ２１０に入光したレーザ光Ｂの各ＦＢＧ２４０から
の反射光Ｒを、装脱コネクタ部２０７ａ、コネクタ部２１１ａ、ビームスプリッタ２２３
を介して検出するものである。
【０２９５】
　制御回路２３０は、歪み量測定部であるデータ処理回路２３１と、形状算出部である形
状算出回路２３２と、判定部及びカウント部である歪量判定／カウント回路２３３と、Ｅ
ＰＲＯＭ２０６への書き込みまたは読み出しを行うデータ読み書き部であるデータ読み書
き／データ読み出し回路２３４と、警告部である表示回路２３５とにより主要部が構成さ
れている。
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【０２９６】
　データ処理回路２３１は、チューナブルレーザ２２１と検出器２２２とに電気的に接続
されており、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各ＦＢＧ２４０の歪み量を
測定するものである。
【０２９７】
　形状算出回路２３２は、データ処理回路２３１及び表示回路２３５に電気的に接続され
ており、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧ２４０の歪み量から、挿入部
２０２の形状を算出するものである。
【０２９８】
　歪量判定／カウント回路２３３は、データ処理回路２３１、データ読み書き／データ読
み出し回路２３４、表示回路２３５と電気的に接続されており、データ処理回路２３１に
よって測定された歪み量が、第１の歪み量を超過したかを判定するとともに、超過した場
合は、超過回数をカウントするものである。尚、第２の歪み量は、光ファイバ２１０が破
損することのない歪み量に設定されている。
【０２９９】
　データ読み書き／データ読み出し回路２３４は、コネクタ部２１１ａに電気的に接続さ
れており、歪量判定／カウント回路２３３によってカウントされた超過回数を、コネクタ
部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａ、通信用信号線２１８を介して、ＥＰＲＯＭ２０６
に書き込むのと、ＥＰＲＯＭ２０６から読み出すのとのいずれかを行うものである。
【０３００】
　表示回路２３５は、歪量判定／カウント回路２３３によって、超過回数が設定回数以上
であると判定された場合に、ケーブル２１７を介してモニタ２１４に、警告表示２１５を
行う他、形状算出回路２３２によって算出された挿入部２０２の形状を、モニタ２１４に
、スコープモデル２１６として表示するものである。
【０３０１】
　次に、本実施の形態の作用について、上述した図５３及び図５４を用いて説明する。図
５４は、図５０の形状検出装置が行う超過回数検出方法を示すフローチャートである。尚
、形状検出装置２１１が、挿入部２０２の形状をモニタ２１４にスコープモデル２１６と
して表示する際の作用については、周知のため、その説明は省略する。
【０３０２】
　図５４に示すように、先ず、挿入部２０２の形状検出を行うため、ステップＳ５１にお
いて、光ファイバ２１０内にレーザ光Ｂが、チューナブルレーザ２２１から入光される。
【０３０３】
　次いで、ステップＳ５２において、チューナブルレーザ２２１から光ファイバ２１０内
に入光したレーザ光Ｂの、光ファイバ２１０に形成された各ＦＢＧ２４０からの反射光Ｒ
が、検出器２２２によって検出される。
【０３０４】
　その後、ステップＳ５３において、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各
ＦＢＧ２４０の歪み量が、データ処理回路２３１により測定される。
【０３０５】
　次いで、ステップＳ５４において、データ処理回路２３１によって測定された歪み量が
、第１の歪み量を超過したかが、歪量判定／カウント回路２３３によって判定される。デ
ータ処理回路２３１によって測定された歪み量が、第１の歪み量を超過した場合は、ステ
ップＳ５５に移行し、歪量判定／カウント回路２３３によって、超過回数がカウントされ
る。
【０３０６】
　その後、ステップＳ５６において、歪量判定／カウント回路２３３によってカウントさ
れた超過回数が、データ読み書き／データ読み出し回路２３４によって、コネクタ部２１
１ａ、装脱コネクタ部２０７ａ、通信用信号線２１８を介して、ＥＰＲＯＭ２０６に書き
込まれる。即ち、記録される。
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【０３０７】
　次いで、ステップＳ５７において、データ読み書き／データ読み出し回路２３４によっ
て、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込まれている超過回数が読み出されるとともに、続くステッ
プＳ５８において、歪量判定／カウント回路２３３によって、超過回数が、設定回数を超
過したかが判定される。
【０３０８】
 超過回数が設定回数を超過した場合には、即ち、光ファイバ２１０が、設定量よりも多
い量曲げられた回数が、設定回数を超過した場合には、光ファイバ２１０は劣化している
と判定され、ステップＳ５９において、表示回路２３５によって、ケーブル２１７を介し
て、モニタ２１４に警告信号が出力され、モニタ２１４に、警告表示２１５が表示される
。
【０３０９】
 このように、本実施の形態においては、形状検出装置２１１は、光ファイバ２１０にレ
ーザ光Ｂを入光させ、光ファイバ２１０の各ＦＢＧ２４０からの反射光Ｒを検出し、該検
出した反射光Ｒから各ＦＢＧ２４０の歪み量を測定するとともに、測定した歪み量が、第
１の歪み量を超過した回数をカウントし、カウントした超過回数が設定回数を超過した場
合、モニタ２１４に警告表示２１５を行うと示した。
【０３１０】
 このことによれば、挿入部２０２に繰り返し曲げ応力が付与されることにより、光ファ
イバ２１０が、設定量以上、繰り返し曲げられることによって、光ファイバ２１０が劣化
してしまったとしても、設定量以上、設定回数を超えて光ファイバ２１０が曲げられた場
合には、モニタ２１４に警告表示２１５が表示されることから、操作者は、繰り返しの曲
げ応力が付与されることに伴う光ファイバ２１０の劣化を、警告表示２１５から容易に認
識することができる。
【０３１１】
 よって、操作者は、光ファイバ２１０の劣化度合いや耐久性を予測することができるこ
とから、破損する前において、未然に光ファイバ２１０を交換することができるため、検
査中に、光ファイバ２１０が折れてしまい、検査が中断してしまうことを防ぐことができ
る。
【０３１２】
 以上から、使用中における光ファイバ２１０の破損を未然に防ぐことができる構成を有
する形状検出装置２１１、内視鏡２０１の形状検出システム２０００、内視鏡２０１の形
状検出方法を提供することができる。
【０３１３】
（第１２実施の形態）
　図５５は、本実施の形態における形状検出装置の異常歪み量検出方法を示したフローチ
ャートである。
【０３１４】
　この第１２実施の形態の形状検出装置の構成は、上述した図５０～図５３に示した第１
１実施の形態の形状検出装置と比して、歪量判定／カウント回路２３３は、測定した歪み
量が第１の歪み量を超過した回数をカウントするのみならず、測定した歪み量が第２の歪
み量を超過したかを判定する点と、測定した歪み量が第２の歪み量を超過した場合も、表
示回路２３５は、警告信号を出力する点と、第２の歪み量を超過した場合、データ読み書
き／データ読み出し回路２３４は、超過した歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込む点が
異なる。尚、内視鏡の形状検出システム２０００の構成は、上述した第１１実施の形態と
同様である。よって、この相違点のみを説明し、第１１実施の形態と同様の構成には同じ
符号を付し、その説明は省略する。
【０３１５】
　本実施の形態においては、歪量判定／カウント回路２３３は、データ処理回路２３１に
よって測定された歪み量が、第１の歪み量を超過したかを判定し、超過回数をカウントす
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るのみならず、測定された歪み量が、異常歪み量である第２の歪み量を超過したかを判定
する機能も有している。尚、第２の歪み量は、第１の歪み量と同じ量であっても、異なっ
ていても構わない。また、第２の歪み量も、光ファイバ２１０が破損することのない歪み
量に設定されている。
【０３１６】
　また、表示回路２３５は、測定した歪み量が第１の歪み量を超過した超過回数が、設定
回数以上になったとき、モニタ２１４に警告表示２１５を表示するのみならず、測定した
歪み量が、第２の歪み量を超過した都度、モニタ２１４に警告表示２１５を表示する機能
を有している。
【０３１７】
　さらに、データ読み書き／データ読み出し回路２３４は、測定した歪み量が、第１の歪
み量を超過した超過回数を、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込むとともに、ＥＰＲＯＭ２０６内
の超過回数を読み出すのみならず、測定した歪み量が、第２の歪み量を超過した場合、超
過した歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込む機能を有している。
【０３１８】
　次に、本実施の形態の作用について、上述した図５３及び図５５を用いて説明する。尚
、以下に示す作用は、上述した図５４のステップＳ５１～ステップＳ５９までと同時に行
われる。
【０３１９】
　先ず、ステップＳ５１～ステップＳ５３においては、上述した第１１実施の形態と同様
に、チューナブルレーザ２２１から光ファイバ２１０内に入光されたレーザ光Ｂの、各Ｆ
ＢＧ２４０からの反射光Ｒが検出器２２２によって検出され、データ処理回路２３１によ
って、各ＦＢＧ２４０の歪み量が測定される。
【０３２０】
　次いで、ステップＳ６５において、測定された歪み量が、異常歪み量である第２の歪み
量を超過したかが、歪量判定／カウント回路２３３により判定される。測定された歪み量
が、第２の歪み量を超過しておれば、即ち、挿入部２０２に急激な曲げ応力が付与され、
挿入部２０２が急激に曲げられた場合には、ステップＳ６６に移行し、表示回路２３５か
ら、ケーブル２１７を介してモニタ２１４に警告表示２１５が表示される。
【０３２１】
　その後、ステップＳ６７において、データ読み書き／データ読み出し回路２３４は、Ｅ
ＰＲＯＭ２０６に、第２の歪み量を超過した歪み量を書き込む。
【０３２２】
　このように、本実施の形態においては、形状検出装置２１１は、測定された歪み量が、
第２の歪み量を超過した都度、モニタ２１４に警告表示２１５を行うと示した。
【０３２３】
 このことによれば、操作者は、使用中に、光ファイバ２１０に急激な曲げ応力が付与さ
れたことを容易に認識することができることから、操作者は、光ファイバ２１０に急激な
曲げ応力が付与されていることに気付かずに使用し続けてしまい、使用中に、さらに大き
な曲げ応力が光ファイバ２１０に付与され、光ファイバ２１０が破損してしまうことを防
ぐことができる。即ち、操作者は、使用中に、警告表示２１５から、これ以上、光ファイ
バ２１０が曲げられると光ファイバ２１０が破損してしまうことを容易に認識することが
できる。
【０３２４】
 以上から、本実施の形態においても、使用中における光ファイバ２１０の破損を未然に
防ぐことができる構成を有する形状検出装置２１１、内視鏡２０１の形状検出システム２
０００、内視鏡２０１の形状検出方法を提供することができる。尚、その他の効果は、上
述した第１１実施の形態と同様である。
【０３２５】
　尚、以下、変形例を示す。  
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　上述した第１及び第２実施の形態においては、光ファイバ２１０を用いることにより、
内視鏡２０１の挿入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず
、被検部位に挿入される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できる
ものであれば、上述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えばプロー
ブ等に適用しても本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０３２６】
　また、第１１及び第１２実施の形態においては、形状検出装置２１１は、測定した各Ｆ
ＢＧ２４０の歪み量が、第１の歪み量を超過した超過回数が、設定回数以上となった場合
や、測定した各ＦＢＧ２４０の歪み量が、第２の歪み量を超過した場合、該旨を操作者に
告知するため、モニタ２１４に警告表示２１５を表示すると示した。
【０３２７】
 これに限らず、形状検出装置２１１は、該形状検出装置２１１に設けられた図示しない
ランプを点灯させることにより警告を行っても構わないし、形状検出装置２１１に設けら
れた図示しないモニタに、文字表示により警告を行っても構わないし、音声や警告音を発
することにより、警告を行っても構わない。
【０３２８】
　尚、警告を行わずに、メンテナンスの際、メンテナンスを行うサービスマンが、ＥＰＲ
ＯＭ２０６から超過回数や、第２の歪み量を超過した歪み量を読み出すことにより、光フ
ァイバ２１０の劣化を認識し、光ファイバ２１０の交換を行う構成であっても構わない。
【０３２９】
　さらに、本実施の形態においては、測定した各ＦＢＧ２４０の歪み量が、第１の歪み量
を超過した超過した場合、超過回数を、内視鏡２０１の内視鏡コネクタ２０５に設けられ
たＥＰＲＯＭ２０６に書き込み、また、測定した各ＦＢＧ２４０の歪み量が、第２の歪み
量を超過した超過した場合、超過した歪み量を、内視鏡２０１の内視鏡コネクタ２０５に
設けられたＥＰＲＯＭ２０６に書き込むと示した。
【０３３０】
　これに限らず、形状検出装置２１１内に、別途メモリを設け、該メモリに、内視鏡２０
１のスコープＩＤ毎に、超過回数や、第２の歪み量を超過した歪み量を記録しても構わな
いということは勿論である。
【０３３１】
 また、以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態に限定されるもので
はなく、本発明の精神を逸脱しない範囲で幾多の変化がなしえることは勿論である。
【０３３２】
　また、以上詳述した如く、本発明の実施形態によれば、以下の如き構成を得ることがで
きる。即ち、
（１）被検体の内部に挿入する挿入体に配設し、前記挿入体の歪みを検出する歪み検出部
を複数形成した歪み検出手段と、
　前記歪み検出手段の検出結果に基づき、所定の位置を原点とする第１の３次元座標系に
て、それぞれの前記歪み検出部の第１の３次元座標を算出する座標算出手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を基に、第２の座標系を設定する座
標系設定手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定手段により設定
された第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標変換手段と、
　前記座標変換手段により変換された第２の３次元座標に基づき、前記挿入体の２次元形
状を算出する形状算出手段と、
　を有することを特徴とする医療機器。
【０３３３】
（２）前記座標系設定手段は、
　前記それぞれの歪み検出部との距離の２乗和が最小である平面を算出し、
　前記それぞれの歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
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記平面の法線方向に基づいて前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする付記１
に記載の医療機器。
【０３３４】
（３）前記座標系設定手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記平
面の法線方向を、軸方向とする前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする付記
２に記載の医療機器。
【０３３５】
（４）前記挿入体が、重力方向を検出する重力検出手段を有し、
　前記座標系設定手段は、
　前記重力検出手段により得られた前記重力方向を法線とする平面を算出し、
　それぞれの前記歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記重力方向に基づいて前記座標系設定を設定することを特徴とする付記１に記載の医療機
器。
【０３３６】
（５）前記座標系設定手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記重
力方向を、軸方向とする前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする付記４に記
載の医療機器。
【０３３７】
（６）前記歪み検出手段が、所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成さ
れているプローブであり、前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位
置とすることを特徴とする付記１から付記５のいずれか１項に記載の医療機器。
【０３３８】
（７）前記歪み検出手段が、軸方向の同位置に前記歪み検出部であるファイバブラッググ
レーティングセンサ部が形成されている３本以上の光ファイバセンサを有するプローブで
あり、
　前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量から、前記ファイバブラッググレー
ティングセンサ部の歪みを測定することを特徴とする付記１から付記６のいずれか１項に
記載の医療機器。
【０３３９】
（８）前記挿入体が内視鏡の挿入部であることを特徴とする付記１から付記７のいずれか
１項に記載の医療機器。
【０３４０】
（９）被検体の内部に挿入するための挿入体に、前記挿入体の歪みを検出する歪み検出部
を複数設けたプローブである歪み検出手段と、
　前記歪み検出手段の検出結果に基づき、任意の座標系にて、それぞれの前記歪み検出部
の第１の座標を算出する座標算出手段と、
　所定の基準点を原点とする基準座標系を設定する基準座標系設定手段と、
　前記座標算出手段により算出された前記任意の座標系上の前記第１の座標を、前記基準
座標系設定手段により設定された基準座標系上の第２の座標に変換する座標変換手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第２の座標を基に、前記挿入体の形状を算出する形状
算出手段と、
　を有することを特徴とする医療機器。
【０３４１】
（１０）前記挿入体が、移動センサが配設された操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記基準点が前記移動センサの初期位置であることを特徴とする付記９に記載の医療機
器。
【０３４２】
（１１）前記移動センサが、加速度センサおよびジャイロスコープであることを特徴とす
る付記１０に記載の医療機器。
【０３４３】
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（１２）磁界を発生する磁界発生手段をさらに有し、
　前記挿入体が、磁界センサが配設された操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記基準点が前記磁界発生手段の位置であることを特徴とする付記９に記載の医療機器
。
【０３４４】
（１３）前記複数の歪み検出部を有する前記挿入体に配設された第１のセンサプローブと
、
　少なくとも３個の前記歪み検出部が配設されたマーカ部を端部に有する、複数の前記歪
み検出部が配設された第２のセンサプローブと、
　前記第１のセンサプローブの基端部側の端部と、前記マーカ部が配設された前記端部と
は異なる前記第２のセンサプローブの端部とが接続される本体部とを有し、
　前記基準点が、前記マーカ部に配設された３個の前記歪み検出部が含まれる平面上にあ
ることを特徴とする付記９に記載の医療機器。
【０３４５】
（１４）前記マーカ部が前記被検体の外表面に配設されることを特徴とする付記１３に記
載の医療機器。
【０３４６】
（１５）前記マーカ部が、前記被検体が横たわる検査台に配設されることを特徴とする付
記１３に記載の医療機器。
【０３４７】
（１６）被検体の内部に挿入する挿入体に配設される、前記挿入体の歪みを測定する、前
記複数の歪み検出部を有する前記挿入体に配設された歪み検出手段である第１のセンサプ
ローブと、
　１個以上の前記歪み検出部が配設されたマーカ部を端部に有する、複数の前記歪み検出
部が配設された第２のセンサプローブと、
　前記第１のセンサプローブの基端部側の端部と、前記マーカ部が配設された前記端部と
は異なる前記第２のセンサプローブの端部とが接続される本体部と、
　前記それぞれの歪み検出部の座標を基に、前記挿入部の形状を算出する形状算出手段と
、
　前記前記挿入部の形状と、前記マーカ部の位置とを表示する表示手段とを有することを
特徴とする医療機器。
【０３４８】
（１７）所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成されているプローブの
前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位置とすることを特徴とする
付記９から付記１６のいずれか１項に記載の医療機器。
【０３４９】
（１８）前記プローブが、３本以上の光ファイバセンサが軸方向の同位置に前記ファイバ
ブラッググレーティングセンサ部が形成されているプローブであり、
　前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量から、前記挿入体の歪みを測定する
ことを特徴とする付記１７に記載の医療機器。
【０３５０】
（１９）被検部位に挿入される挿入部を具備する内視鏡であって、
 前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
 前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
 前記挿入部内に設けられた発熱部材と、
 前記挿入部内に設けられた、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバに付与さ
れることによって前記ファイバブラッググレーティングに発生する歪みの量を低減させる
低減部材と、
 を具備していることを特徴とする内視鏡。
【０３５１】
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（２０）前記光ファイバの挿入方向の先端を、前記挿入部の挿入方向の先端側の内部に固
定する固定部材をさらに具備していることを特徴とする付記１９に記載の内視鏡。
【０３５２】
（２１）前記低減部材は、熱伝導率の低い材料から形成された前記固定部材であることを
特徴とする付記２０に記載の内視鏡。
【０３５３】
（２２）前記低減部材は、前記挿入部の内周面に設けられた、前記光ファイバが前記発熱
部材と非接触となるよう前記光ファイバを支持する支持部材であることを特徴とする付記
１９～２１のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５４】
（２３）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入部
の挿入方向において、設定間隔を有して複数形成されており、
 前記支持部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置を支持することを
特徴とする付記２２に記載の内視鏡。
【０３５５】
（２４）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、該光ファイバが前記発熱部材と非接
触となるよう前記挿入部の挿入方向に沿って被覆された保護チューブであることを特徴と
する付記１９～２３のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５６】
（２５）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、前記挿入部の挿入方向に沿って、設
定間隔を有して被覆された、前記発熱部材に対し前記光ファイバを非接触とする保護部材
であることを特徴とする付記１９～２３のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５７】
（２６）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入方
向において、設定間隔を有して複数形成されており、
 前記保護部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置に被覆されている
ことを特徴とする付記２５に記載の内視鏡。
【０３５８】
（２７）前記発熱部材は、前記被検部位を照光又は導光するための照明ユニットであるこ
とを特徴とする付記１９～２６のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５９】
（２８）前記発熱部材は、前記被検部位を撮像する撮像ユニットであることを特徴とする
付記１９～２７のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３６０】
（２９）付記１９～２８のいずれか１項に記載の内視鏡と、
 少なくとも前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
 を具備したことを特徴とする内視鏡の形状検出システム。
【０３６１】
（３０）前記形状検出装置は、
 少なくとも前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレー
ティングからの反射光を検出する検出器と、
 前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティング
の歪み量を測定する歪み量測定部と、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、少なくとも挿入部の形状を算
出する形状算出部と、
 を具備していることを特徴とする付記２９に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３６２】
（３１）被検部位に挿入される挿入部を具備するプローブであって、
 前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
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 前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
 前記挿入部内に設けられた発熱部材と、
 前記挿入部内に設けられた、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバに付与さ
れることによって前記ファイバブラッググレーティングに発生する歪みの量を低減させる
低減部材と、
 を具備していることを特徴とするプローブ。
【０３６３】
（３２）前記光ファイバの挿入方向の先端を、前記挿入部の挿入方向の先端側の内部に固
定する固定部材をさらに具備していることを特徴とする付記３１に記載のプローブ。
【０３６４】
（３３）前記低減部材は、熱伝導率の低い材料から形成された前記固定部材であることを
特徴とする付記３２に記載のプローブ。
【０３６５】
（３４）前記低減部材は、前記挿入部の内周面に設けられた、前記光ファイバが前記発熱
部材と非接触となるよう前記光ファイバを支持する支持部材であることを特徴とする付記
３１～３３のいずれか１項に記載のプローブ。
【０３６６】
（３５）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入部
の挿入方向において、設定間隔を有して複数形成されており、
 前記支持部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置を支持することを
特徴とする付記３４に記載のプローブ。
【０３６７】
（３６）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、該光ファイバが前記発熱部材と非接
触となるよう前記挿入部の挿入方向に沿って被覆された保護チューブであることを特徴と
する付記３１～３５のいずれか１項に記載のプローブ。
【０３６８】
（３７）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、前記挿入部の挿入方向に沿って、設
定間隔を有して被覆された、前記発熱部材に対し前記光ファイバを非接触とする保護部材
であることを特徴とする付記３１～３５のいずれか１項に記載のプローブ。
【０３６９】
（３８）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入方
向において、設定間隔を有して複数形成されており、
 前記保護部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置に被覆されている
ことを特徴とする付記３７に記載のプローブ。
【０３７０】
（３９）付記３１～３８のいずれか１項に記載のプローブと、
 少なくとも前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
 を具備したことを特徴とするプローブの形状検出システム。
【０３７１】
（４０）前記形状検出装置は、
 少なくとも前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレー
ティングからの反射光を検出する検出器と、
 前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティング
の歪み量を測定する歪み量測定部と、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、少なくとも挿入部の形状を算
出する形状算出部と、
 を具備していることを特徴とする付記３９に記載のプローブの形状検出システム。
【０３７２】
（４１）被検部位に挿入される挿入部を具備する内視鏡の形状検出装置であって、
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 少なくとも前記挿入部内に挿通された光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成された
ファイバブラッググレーティングからの反射光を検出する検出器と、
 前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティング
の歪み量を測定する歪み量測定部と、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量を、記録部に記録されている内視鏡情
報に基づいて補正する歪み量補正部と、
を具備していることを特徴とする内視鏡の形状検出装置。
【０３７３】
（４２）前記歪み量補正部によって補正された前記歪み量により、少なくとも挿入部の形
状を算出する形状算出部をさらに具備していることを特徴とする付記４１に記載の内視鏡
の形状検出装置。
【０３７４】
（４３）前記記録部に記録されている前記内視鏡情報を読み出すデータ読み出し部をさら
に具備していることを特徴とする付記４１または４２に記載の内視鏡の形状検出装置。
【０３７５】
（４４）付記４１～４３のいずれか１項に記載の内視鏡の形状検出装置と、
 前記被検部位に挿入される前記挿入部を具備する前記内視鏡と、
 を具備したことを特徴とする内視鏡の形状検出システム。
【０３７６】
（４５）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、設定間隔を
有して複数形成されていることを特徴とする付記４４に記載の内視鏡の形状検出システム
。
【０３７７】
（４６）少なくとも前記挿入部の形状が表示される表示部をさらに具備していることを特
徴とする付記４４または４５に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３７８】
（４７）前記記録部は、前記内視鏡に設けられていることを特徴とする付記４４～４６の
いずれか１項に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３７９】
（４８）被検部位に挿入される挿入部を具備する内視鏡であって、
 前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
 前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
 前記光ファイバの前記挿入部の挿入方向の先端を、前記挿入部の前記挿入方向の先端側
の内部に固定する固定部材と、
 前記固定部材に設けられた、前記ファイバブラッググレーティングを通過して前記光フ
ァイバの前記先端から出射された光を、該光を出射した前記光ファイバ外へと導く導光部
と、
 を具備していることを特徴とする内視鏡。
【０３８０】
（４９）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入方
向において、設定間隔を有して複数形成されていることを特徴とする付記４８に記載の内
視鏡。
【０３８１】
（５０）前記挿入部の前記先端側の内部に、前記被検部位を撮像する撮像ユニットが設け
られており、
 前記固定部材における前記導光部に導かれた前記光の出射口は、前記撮像ユニットより
も前記挿入方向後端側に位置していることを特徴とする付記４８または４９に記載の内視
鏡。
【０３８２】
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（５１）前記固定部材の前記光ファイバの前記先端に対向する対向面は、前記光ファイバ
の前記先端に対し、設定された角度で傾いた形状を有しており、
 前記導光部は、前記対向位置が鏡面加工されることにより前記対向面に形成された鏡面
膜から構成されていることを特徴とする付記４８～５０のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３８３】
（５２）前記導光部は、前記固定部材の前記光ファイバの前記先端に対向する対向面に設
けられたプリズムであることを特徴とする付記４８～５０のいずれか１項に記載の内視鏡
。
【０３８４】
（５３）前記挿入部内に、前記光ファイバの他に、別途光ファイバが挿通されており、
 前記導光部は、前記固定部材の前記両光ファイバの前記各先端に対向する対向面に設け
られた、一方の前記光ファイバの前記先端から出射された光を、他方の前記光ファイバの
前記先端へと導光する反射ミラーであることを特徴とする付記４８～５０のいずれか１項
に記載の内視鏡。
【０３８５】
（５４）付記４８～５３のいずれか１項に記載の内視鏡と、
前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
を具備したことを特徴とする内視鏡の形状検出システム。
【０３８６】
（５５）前記形状検出装置は、
 前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に前記光を入光させる光入光部と、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレー
ティングからの反射光を検出する検出器と、
 前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティング
の歪み量を測定する歪み量測定部と、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、前記挿入部の形状を算出する
形状算出部と、
を具備していることを特徴とする付記５４に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３８７】
（５６）被検部位に挿入される挿入部を具備するプローブであって、
 前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
 前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
 前記光ファイバの前記挿入部の挿入方向の先端を、前記挿入部の前記挿入方向の先端側
の内部に固定する固定部材と、
 前記固定部材に設けられた、前記ファイバブラッググレーティングを通過して前記光フ
ァイバの前記先端から出射された光を、該光を出射した前記光ファイバ外へと導く導光部
と、
 を具備していることを特徴とするプローブ。
【０３８８】
（５７）前記プローブの挿入部は、内視鏡挿入部内に形成された管空に挿入可能であるこ
とを特徴とする付記５６に記載のプローブ。
【０３８９】
（５８）付記５６または５７に記載の前記プローブと、
 前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
 を具備したことを特徴とするプローブの形状検出システム。
【０３９０】
（５９）前記形状検出装置は、
 前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に前記光を入光させる光入光部と、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレー
ティングからの反射光を検出する検出器と、
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前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、前記挿入部の形状を算出する
形状算出部と、
 を具備していることを特徴とする付記５８に記載のプローブの形状検出システム。
【０３９１】
（６０）被検部位に挿入可能な挿入部に設けられ、ファイバブラッググレーティングが形
成された光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成された
前記ファイバブラッググレーティングからの反射光を検出する検出器と、
 前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティング
の歪み量を測定する歪み量測定部と、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第１の歪み量を超過したかを判定
するとともに、超過した場合は、超過回数をカウントする判定部と、
 前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告を発する警告部と、
 を具備したことを特徴とする光ファイバ歪検出装置。
【０３９２】
（６１）前記判定部は、さらに、前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第
２の歪み量を超過したかを判定するとともに、前記警告部は、前記歪み量が前記第２の歪
み量を超過した場合、警告を発することを特徴とする付記６０に記載の光ファイバ歪検出
装置。
【０３９３】
（６２）前記超過回数を書き込み可能な記録部と、前記記録部への書き込みまたは読み出
しを行うデータ読み書き部をさらに具備していることを特徴とする付記６０または６１に
記載の光ファイバ歪検出装置。
【０３９４】
（６３）前記データ読み書き部は、前記歪み量が前記第２の歪み量を超過した場合、測定
した前記歪み量を、前記記録部に書き込むことを特徴とする付記６２に記載の光ファイバ
歪検出装置。
【０３９５】
（６４）前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、前記挿入部の形状を算
出する形状算出部をさらに具備していることを特徴とする付記６０～６３に記載の光ファ
イバ歪検出装置。
【０３９６】
（６５）付記６０～６４のいずれか１項に記載の前記光ファイバ歪検出装置と、
 前記挿入部を有する医療器具と、
 を具備したことを特徴とする医療器具の形状検出システム。
【０３９７】
（６６）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、設定間隔を
有して複数形成されていることを特徴とする付記６５に記載の医療器具の形状検出システ
ム。
【０３９８】
（６７）前記警告部による警告が表示されるとともに、前記挿入部の形状が表示される表
示部をさらに具備していることを特徴とする付記６５または６７に記載の医療器具の形状
検出システム。
【０３９９】
（６８）前記記録部は、前記内視鏡に設けられていることを特徴とする付記６５～６７の
いずれか１項に記載の医療器具の形状検出システム。
【０４００】
（６９）ファイバブラッググレーティングが形成された光ファイバの歪を検出する光ファ
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イバ歪検出方法であって、
 前記光ファイバ内に光入光部から光を入光させるステップと、
 前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成された
前記ファイバブラッググレーティングからの反射光を、検出器により検出するステップと
、
 前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティング
の歪み量を、歪み量測定部により測定するステップと、
 前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第１の歪み量を超過したかを、判
定部により判定するとともに、超過した場合は、前記判定部が超過回数をカウントするス
テップと、
 前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告部が警告を発するステップと、
 を具備したことを特徴とする光ファイバ歪検出方法。
【０４０１】
（７０）前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第２の歪み量を超過したか
を前記判定部によって判定するステップをさらに具備するとともに、前記歪み量が前記第
２の歪み量を超過した場合、前記警告部が警告を発するステップをさらに具備することを
特徴とする付記６９に記載の光ファイバ歪検出方法。
【０４０２】
（７１）データ読み書き部が、前記超過回数を書き込み可能な記録部に書き込むのと、前
記記録部から読み出すのとのいずれかを行うステップをさらに具備していることを特徴と
する付記６９または７０に記載の光ファイバ歪検出方法。
【０４０３】
（７２）前記歪み量が前記第２の歪み量を超過した場合、前記データ読み書き部が、測定
した前記歪み量を、前記記録部に書き込むステップをさらに具備していることを特徴とす
る付記７１に記載の光ファイバ歪検出方法。
【０４０４】
　本出願は、２００８年１０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０８６
号、２００８年１０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０８７号、２０
０８年１０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０８９号、２００８年１
０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０９０号、２００８年１０月２８
日に日本国に出願された特願２００８－２７７０９１号を優先権主張の基礎として出願す
るものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲、図面に引用されたものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月22日(2010.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
 本発明の実施の形態の医療機器は、被検体の内部に挿入する挿入体と、前記挿入体に配
設され、前記挿入体の歪みを検出する複数の歪み検出部が形成されている歪み検出手段と
前記複数の歪み検出部のうち、いずれか１つの前記歪み検出部を基準点とし、前記基準点
と前記歪み検出部との相対関係で規定される第１の座標系にて、それぞれの前記歪み検出
部の第１の座標を算出する座標算出手段と、前記第１の座標系とは異なる基準点および軸
方向を有する第２の座標系を、設定する基準座標系設定手段と、前記基準座標系設定手段
で設定された基準点と、前記第１の座標系において設定された基準点と、の相対的な位置
関係にもとづき、前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定
手段により設定された前記第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標
変換手段と、前記座標変換手段により変換された前記第２の座標にもとづく前記挿入体の
形状を表示する表示部と、を有する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に挿入する挿入体と、
　前記挿入体に配設され、前記挿入体の歪みを検出する複数の歪み検出部が形成されてい
る歪み検出手段と、
　前記複数の歪み検出部のうち、いずれか１つの前記歪み検出部を基準点とし、前記基準
点と前記歪み検出部との相対関係で規定される第１の座標系にて、それぞれの前記歪み検
出部の第１の座標を算出する座標算出手段と、
　前記第１の座標系とは異なる基準点および軸方向を有する第２の座標系を、設定する基
準座標系設定手段と、
　前記基準座標系設定手段で設定された基準点と、前記第１の座標系において設定された
基準点と、の相対的な位置関係にもとづき、前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次
元座標を、前記座標系設定手段により設定された前記第２の３次元座標系における第２の
３次元座標に変換する座標変換手段と、
　前記座標変換手段により変換された前記第２の座標にもとづく前記挿入体の形状を表示
する表示部と、を有することを特徴とする医療機器。
【請求項２】
　前記挿入体が、移動センサが配設された操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記第２の座標系の前記基準点が前記移動センサの初期位置であることを特徴とする請
求項１に記載の医療機器。
【請求項３】
　磁界を発生する磁界発生手段をさらに有し、
　前記挿入体が、前記磁界発生手段から発生された磁界を検出する磁界センサが配設され
た操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記第２の座標系の前記基準点が前記磁界センサにより検出された前記磁界発生手段の
位置であることを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
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【請求項４】
　前記歪み検出手段である第１のセンサプローブと、
　端部のマーカ部に配設された少なくとも３個の歪み検出部を含めて、複数の前記歪み検
出部が形成された第２のセンサプローブと、
　前記第１のセンサプローブの基端部側の端部と、前記マーカ部が配設された前記端部と
は異なる前記第２のセンサプローブの端部と、が接続される本体部と、を有し、
　前記第２の座標系の前記基準点が、前記マーカ部に配設された３個の前記歪み検出部が
含まれる平面上にあることを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項５】
　前記マーカ部が前記被検体の外表面に配設されることを特徴とする請求項４に記載の医
療機器。
【請求項６】
　前記マーカ部が前記被検体が横たわる検査台に配設されることを特徴とする請求項４に
記載の医療機器。
【請求項７】
　前記基準座標系設定手段は、
　前記それぞれの歪み検出部との距離の２乗和が最小である平面を算出し、
　前記それぞれの歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記平面の法線方向に基づいて前記第２の３次元座標系における前記基準点および前記軸方
向を設定することを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項８】
　前記基準座標系設定手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記平
面の法線方向を、軸方向として前記第２の３次元座標系における前記基準点および前記軸
方向を設定することを特徴とする請求項７に記載の医療機器。
【請求項９】
　前記挿入体が、重力方向を検出する重力検出手段を有し、
　前記基準座標系設定手段は、
　前記重力検出手段により得られた前記重力方向を法線とする平面を算出し、
　それぞれの前記歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記重力方向に基づいて前記第２の３次元座標系における前記基準点および前記軸方向を設
定することを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項１０】
　前記基準座標系設定手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記重
力方向を、軸方向とするとして前記第２の３次元座標系における前記基準点および前記軸
方向を設定することを特徴とする請求項９に記載の医療機器。
【請求項１１】
　前記歪み検出手段が、所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成されて
いるプローブであり、前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位置と
することを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項１２】
　前記歪み検出手段が、軸方向の同位置に前記歪み検出部であるファイバブラッググレー
ティングセンサ部が形成されている３本以上の光ファイバセンサを有するプローブであり
、
　前記挿入体に設けられ、前記光ファイバセンサに光を入光させる光入光部と、
　前記光入光部から前記光ファイバセンサ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成
された前記ファイバブラッググレーティングセンサ部からの反射光を検出する検出器と、
　前記検出器によって検出された前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量に基
づいて、前記ファイバブラッググレーティングセンサ部の歪みを測定する歪み量測定部と
、
　を更に具備することを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
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【請求項１３】
　前記光入光部から入射されて前記ファイバブラッググレーティングセンサ部を通過して
前記光ファイバセンサの前記先端から出射された光が、前記光ファイバセンサの先端に入
射されることを防止する入射防止手段
　を更に備えたことを特徴とする請求項１２に記載の医療機器。
【請求項１４】
　前記挿入体内部に設けられた発熱部材と、
　前記挿入体内部に設けられ、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバセンサに
付与されることによって前記ファイバブラッググレーティングセンサ部に発生する歪みの
量を低減させる低減部材と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項１２に記載の医療機器。
【請求項１５】
　前記歪み量測定部によって測定された前記ファイバブラッググレーティングセンサの歪
み量が、第１の歪み量を超過したかを判定する判定部と、
　前記ファイバブラッググレーティングセンサの歪み量が前記第１の歪み量を超過した場
合に、超過回数をカウントするカウント部と、
　前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告を発する警告部と、
　を更に具備することを特徴とする請求項１２に記載の医療機器。
【手続補正書】
【提出日】平成22年11月26日(2010.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の実施の形態の医療機器は、移動センサが配設された操作部と、被検体の内部に
挿入する、前記操作部と連接された挿入体と、前記挿入体に配設され、前記挿入体の歪み
を検出する複数の歪み検出部が形成されている歪み検出手段と、前記複数の歪み検出部の
うち、いずれか１つの前記歪み検出部を基準点とし、前記基準点と前記歪み検出部との相
対関係で規定される第１の座標系にて、それぞれの前記歪み検出部の第１の３次元座標を
算出する座標算出手段と、前記移動センサの初期位置である基準点および軸方向を有する
第２の座標系を、設定する基準座標系設定手段と、前記基準座標系設定部で設定された基
準点と、前記第１の座標系において設定された基準点と、の相対的な位置関係にもとづき
、前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定手段により設定
された前記第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標変換手段と、前
記座標変換部により変換された前記第２の座標にもとづく前記挿入体の形状を表示する表
示部と、を有する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動センサが配設された操作部と、
　被検体の内部に挿入する、前記操作部と連接された挿入体と、
　前記挿入体に配設され、前記挿入体の歪みを検出する複数の歪み検出部が形成されてい
る歪み検出手段と、
　前記複数の歪み検出部のうち、いずれか１つの前記歪み検出部を基準点とし、前記基準
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点と前記歪み検出部との相対関係で規定される第１の座標系にて、それぞれの前記歪み検
出部の第１の３次元座標を算出する座標算出手段と、
　前記移動センサの初期位置である基準点および軸方向を有する第２の座標系を、設定す
る基準座標系設定手段と、
　前記基準座標系設定部で設定された基準点と、前記第１の座標系において設定された基
準点と、の相対的な位置関係にもとづき、前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元
座標を、前記座標系設定手段により設定された前記第２の３次元座標系における第２の３
次元座標に変換する座標変換手段と、
　前記座標変換部により変換された前記第２の座標にもとづく前記挿入体の形状を表示す
る表示部と、　を有することを特徴とする医療機器。
【請求項２】
　前記挿入体が、内視鏡の挿入部であることを特徴とする、請求項１に記載の医療機器。
【請求項３】
　前記歪み検出手段が、所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成されて
いるプローブであり、前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位置と
することを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項４】
　前記歪み検出手段が、軸方向の同位置に前記歪み検出部であるファイバブラッググレー
ティングセンサ部が形成されている３本以上の光ファイバセンサを有するプローブであり
、
　前記挿入体に設けられ、前記光ファイバセンサに光を入光させる光入光部と、
　前記光入光部から前記光ファイバセンサ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成
された前記ファイバブラッググレーティングセンサ部からの反射光を検出する検出器と、
　前記検出器によって検出された前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量に基
づいて、前記ファイバブラッググレーティングセンサ部の歪みを測定する歪み量測定部と
、
　を更に具備することを特徴とする請求項１に記載の医療機器。
【請求項５】
　前記光入光部から入射されて前記ファイバブラッググレーティングセンサ部を通過して
前記光ファイバセンサの前記先端から出射された光が、前記光ファイバセンサの先端に入
射されることを防止する入射防止手段を更に備えたことを特徴とする請求項４に記載の医
療機器。
【請求項６】
　前記挿入体内部に設けられた発熱部材と、
　前記挿入体内部に設けられ、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバセンサに
付与されることによって前記ファイバブラッググレーティングセンサ部に発生する歪みの
量を低減させる低減部材と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項４に記載の医療機器。
【請求項７】
　前記歪み量測定部によって測定された前記ファイバブラッググレーティングセンサの歪
み量が、第１の歪み量を超過したかを判定する判定部と、
　前記ファイバブラッググレーティングセンサの歪み量が前記第１の歪み量を超過した場
合に、超過回数をカウントするカウント部と、
　前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告を発する警告部と、
　を更に具備することを特徴とする請求項４に記載の医療機器。
【手続補正書】
【提出日】平成23年4月4日(2011.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、被検体の内部に挿入する挿入体を具備する医療機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
被検者の体内に挿入する、例えば内視鏡の挿入部等の形状を算出する方法として、特開２
０００－７９０８８号公報には、磁界センサを用いた方法が知られている。
【０００３】
磁界センサを用いた方法では、被検者の体外に設置した磁界発生コイルからの磁界を、挿
入部に配設した複数の磁界検出コイルにより検出することで、磁界発生コイルに対する、
それぞれの磁界検出コイルの相対位置を算出する。磁界発生コイルの位置を基準として、
複数の磁界検出コイルの位置、すなわち、挿入部の位置が算出されるため、被検者が体位
を変化したり、挿入部が移動したりしても表示画面に表示されている挿入部の形状は比較
的安定している。しかし、磁界センサを用いた方法では、被検者の体外に磁界発生コイル
を設置する必要があり、システムが大型化する。
【０００４】
これに対して、特開平６－２６１８５８公報および特開２００７－１３０１５１には、挿
入部に歪みセンサを配設することで、挿入部の形状を算出する方法が開示されている。
【０００５】
また、特表２００３－５１５１０４号公報および特開２００４－２５１７７９号公報には
、光ファイバブラッググレーティング　(Fiber Bragg Grating：以下、「ＦＢＧ」という
)センサを用い、挿入部の歪みを検出することで、挿入部の形状を算出する方法が開示さ
れている。
【０００６】
挿入部の歪みから挿入部の形状を算出する方法では、被検者の体外に磁界発生コイル等を
設置する必要がなく、システムの小型化が可能である。
【０００７】
しかし、挿入部の歪みから形状を算出する方法では、ある歪み検出部の座標を基準に挿入
部の形状を表示するだけである。このため、被検者が体位を変化させたり、挿入部が移動
したりすると、表示画面に表示されている挿入部の形状が大きく変化してしまうことがあ
った。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、術者が確認しやすい視点からの挿入体
の形状を表示できるとともに、挿入体の形状を安定して表示することができる医療機器を
提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の一態様の医療機器は、移動センサが配設された操作部と、被検体の内部に挿入す
る、前記操作部と連接された挿入体と、前記挿入体に配設され、前記挿入体の歪みを検出
する複数の歪み検出部が形成されている歪み検出手段と、前記複数の歪み検出部のうち、
いずれか１つの前記歪み検出部を基準点とし、前記基準点と前記歪み検出部との相対関係
で規定される第１の座標系にて、それぞれの前記歪み検出部の第１の３次元座標を算出す
る座標算出手段と、前記移動センサの初期位置である基準点および軸方向を有する第２の
座標系を、設定する基準座標系設定手段と、前記基準座標系設定部で設定された基準点と
、前記第１の座標系において設定された基準点と、の相対的な位置関係にもとづき、前記
それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定手段により設定された
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前記第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標変換手段と、前記座標
変換部により変換された前記第２の座標にもとづく前記挿入体の形状を表示する表示部と
、を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２】第１の参考例の医療機器の構成を示す図
【図３Ａ】第１の参考例の医療機器の光ファイバセンサの構成を示す構成図
【図３Ｂ】図３ＡのＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線の断面図
【図４】第１の参考例の医療機器の構成を示す図
【図５】第１の参考例の医療機器の算出部の構成を示す構成図
【図６】第１の参考例の医療機器のＦＢＧセンサ部の構造を説明するための構造図
【図７】第１の参考例の医療機器のＦＢＧセンサ部の機能を説明するための図
【図８】第１の参考例の医療機器の光ファイバセンサにおける座標系を説明するための図
【図９】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１０】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１１】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１２】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１３】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１４】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１５】第１の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１６】第２の参考例の医療機器の挿入部の先端部ＤＥの断面の構造を示した構造図
【図１７】第２の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１８】第２の参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図
【図１９】本発明の実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２０】本発明の実施の形態の医療機器の構成を示す図
【図２１】本発明の実施の形態の医療機器の処理の流れを説明するためのフローチャート
【図２２Ａ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける操作部の位置を示す図
【図２２Ｂ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おけるＦＢＧセンサ部の位置を原点とする３次元座標系ＸＹＺ１による挿入部の形状を示
す図
【図２２Ｃ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける基準３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部の形状を示す図
【図２３Ａ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける図２２Ａとは異なる操作部の位置を示す図
【図２３Ｂ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おけるＦＢＧセンサ部の位置を原点とする３次元座標系ＸＹＺ１による図２２Ｂとは異な
る挿入部の形状を示す図
【図２３Ｃ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける基準３次元座標系ＸＹＺｋによる図２２Ｃとは異なる挿入部の形状を示す図
【図２４Ａ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける図２２Ａ、図２３Ａとは異なる操作部の位置を示す図
【図２４Ｂ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おけるＦＢＧセンサ部の位置を原点とする３次元座標系ＸＹＺ１による図２２Ｂ、図２３
Ｂとは異なる挿入部の形状を示す図
【図２４Ｃ】図２０のモニタの表示領域に表示される挿入部の形状を説明するための図に
おける基準３次元座標系ＸＹＺｋによる図２２Ｃ、図２３Ｃとは異なる挿入部の形状を示
す図
【図２５】第３の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図
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【図２６】第３の参考例の医療機器の構成を示す図
【図２７】第４の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図２８】第４の参考例の医療機器の構成を示す図
【図２９Ａ】第４の参考例の医療機器のマーカ部を説明するための図
【図２９Ｂ】図２９Ａのマーカ部を拡大して示す図
【図３０】第４の参考例の変形例の医療機器の、モニタの表示画面を示す図
【図３１】第５の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図
【図３２】第５の参考例の医療機器の図
【図３３】第６の参考例を示す内視鏡を具備する該内視鏡の形状検出システムを示す図
【図３４】図３３の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図
【図３５】図３３の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断面図
【図３６】図３５中のIIIXVI-IIIXVI線に沿う断面図
【図３７】図３３の挿入部の先端側の内部の変形例の構成の概略を示す部分断面図
【図３８】図３７中のIIIXVIII-IIIXVIII線に沿う断面図
【図３９】図３３の挿入部の先端側の内部の図３７とは別の変形例の構成の概略を示す部
分断面図
【図４０】図３９中のIVX-IVX線に沿う断面図
【図４１】内視鏡の形状検出システムを示す図
【図４２】図４１の内視鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部ととも
に拡大して示す図
【図４３】図４１の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図
【図４４】第７の参考例を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断
面図。
【図４５】図４４中のIVXV-IVXV線に沿う断面図
【図４６】図４４の光ファイバの先端側を固定する固定部材を拡大して光ファイバととも
に示す部分断面図
【図４７】第８の参考例を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断
面図
【図４８】図４７の光ファイバの先端側を固定する固定部材を拡大して光ファイバととも
に示す部分断面図
【図４９】第９の参考例を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成を、概略的に示す部
分断面図
【図５０】第１０の参考例を示す内視鏡の形状検出システムを示す図
【図５１】図５０の内視鏡の挿入部の先端側の内部構成の概略を拡大して示す部分断面図
【図５２】図５０の内視鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部ととも
に拡大して示す図
【図５３】図５０の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図
【図５４】図５０の形状検出装置が行う超過回数検出方法を示すフローチャート
【図５５】第１１の参考例における形状検出装置の異常歪み量検出方法を示したフローチ
ャート
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（第１の参考例）
　本発明の実施の形態を説明するに先立って、まず、当該実施の形態の参考となる例につ
いて説明する。
　以下、図面を参照して本発明の第１の参考例の医療機器１について説明する。　
　図１は、本第１の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図
２は、本第１の参考例の医療機器の構成を示す図である。
【００１２】
　図１に示した第１の参考例の医療機器１は、内視鏡システム１０の内視鏡の挿入部１２
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の形状を、ＦＢＧセンサ（図２参照）を用いて測定する。内視鏡システム１０は、被検体
である被検者１１の内部に挿入し観察または処置を行う医療器具であり細長い挿入体であ
る内視鏡の挿入部１２と、挿入部１２を操作するための操作部１３と、内視鏡システム１
０全体の制御および画像処理等を行う本体部１５と、内視鏡画像と挿入部１２の２次元形
状等とを表示するモニタ１４とを有している。
【００１３】
　医療機器１の歪み検出手段である光ファイバセンサ２は、挿入部１２の内部を挿通する
チャンネルの基端部ＰＥ（Proximal End）側の操作部１３近傍に配設された開口である処
置具孔１３Ａから、チャンネル１２Ａ（不図示）内を先端部ＤＥ（Distal End）側まで挿
通されることにより、挿入部１２と同じ形状に変形するように配設されている。
【００１４】
なお、光ファイバセンサ２の挿入部１２への配設は、挿入部１２の形状と光ファイバセン
サ２の形状とが実用上問題のない程度に一致すれば、緩やかな固定であっても差し支えな
い。例えば、前述のようにチャンネルに挿通することで緩やかに固定しても良いし、挿入
部１２に予め組み込んでおいても良い。
【００１５】
　医療機器１の表示手段は内視鏡システム１０のモニタ１４が兼用しており、モニタ１４
は内視鏡画像と同じ画面上に、光ファイバセンサ２の形状、すなわち、挿入部１２の形状
を表示する表示領域１４Ａを有している。なお、光ファイバセンサ２はチャンネル１２Ａ
に挿入するのではなく、挿入部１２に組み込まれていてもよい。
【００１６】
　次に、図３Ａは、本参考例の医療機器の光ファイバセンサの構成を示す構成図であり、
図３Ｂは、図３ＡのＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線の断面図である。図４は、本参考例の医療機器
の構成図であり、図５は、本参考例の医療機器の算出部の構成を示す構成図であり、図６
は、本参考例の医療機器のＦＢＧセンサ部の構造を説明するための構造図であり、図７は
、本参考例の医療機器のＦＢＧセンサ部の機能を説明するための図である。
【００１７】
　光ファイバブラッググレーティング　(Fiber Bragg Grating：以下、「ＦＢＧ」という
)センサは、光ファイバのコア部に屈折率が変化するグレーティング部を作成したもので
あり、入射光に対してグレーティング部で所定波長の光を反射する。この特定の波長を、
ブラッグ（Bragg）波長という。
【００１８】
そして、ＦＢＧセンサは、グレーティング部の長手方向に伸び縮みがあるとブラッグ波長
が変化するという特性を有している。このため、ＦＢＧセンサは、温度計測、または歪計
測等に利用されている。
【００１９】
　同じブラッグ波長を有する複数のＦＢＧセンサ部を光ファイバに作成した光ファイバセ
ンサに光周波数領域リフレクトメトリ多重（ＯＦＤＲ： Optical Frequency Domain Refl
ectometry）方式の光ファイバセンサでは、全反射終端である反射器からの反射光と光フ
ァイバセンサからの反射光とを干渉させることにより、それぞれのＦＢＧセンサ部がどの
程度変形したか、言い換えれば、どの程度の歪みを生じたかを検出することができる。こ
のため、ＯＦＤＲ方式を用いた光ファイバセンサは、例えば、細長い被測定体の歪み測定
センサとして利用されている。
【００２０】
　そして、図３Ａ、３Ｂに示すように、歪み検出手段である光ファイバセンサ２は、３本
の光ファイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃが、金属ワイヤ２Ｍの周囲に樹脂２Ｐを介して束ね
られたファイバアレイのプローブであり、可撓性を有している。
【００２１】
そして、図２に示すように、それぞれの光ファイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃには、軸方向
の同位置に、それぞれ歪み検出部であるＦＢＧセンサ部３が作成されている。すなわち、
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光ファイバセンサ２では、３個のＦＢＧセンサ部３が軸方向同位置にあるため、その３個
のＦＢＧセンサ部３の配設されている挿入部１２の部分の３軸方向の変位を計測すること
ができる。
【００２２】
　図４に示すように、医療機器１は、光ファイバセンサ２と、本体部１５内に配設された
広帯域光を出射する光源６と、光源６から出射した光を光ファイバセンサ２と、反射手段
である反射器５とへ供給するため分割する光分割手段であり、かつ、反射器５から反射し
た光と光ファイバセンサ２のＦＢＧセンサ部３が反射した光を干渉させる干渉手段でもあ
る光学部品であるカプラ７とを有している。すなわち、光分割手段と前記干渉手段とが、
ひとつの光学部品であるカプラ７により構成されている。光スイッチ７Ｂは、３本の光フ
ァイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃに、時系列的に順に光を供給する。
【００２３】
　また、医療機器１は、カプラ７により干渉光を電気信号に変換し検出する検出手段であ
る検出部８と、検出部８が検出した信号から各ＦＢＧセンサ部３の波長シフト量（ＦＢＧ
センサ部３が存在する部分の変形がないときの波長と、変形があったときの波長との差）
を算出し、算出した波長シフト量からＦＢＧセンサ部３の変形量を求め、各ＦＢＧセンサ
部３の変形量から光ファイバセンサ２の形状を算出する算出手段である算出部９Ａと、医
療機器１全体の制御する制御部９Ｂとを有している。
【００２４】
　そして図５に示すように、医療機器１では、算出部９Ａは、座標算出手段である座標算
出部９Ｃと、座標系設定手段である座標系設定部９Ｄと、座標変換手段である座標変換部
９Ｅと、形状算出手段である形状算出部９Ｆとを有しており、モニタ１４に術者が確認し
やすい視点からの挿入部１２の２次元形状を表示することができる。なお術者は入力手段
である入力部から挿入部１２の２次元形状表示の形態を変化するための操作等を行う。
【００２５】
　ここで、図６を用いてＦＢＧセンサの動作原理について説明する。図６に示すように、
ＦＢＧセンサ部３は、光ファイバ４の所定の長さ（例えば５ｍｍ）にわたってコア部４Ａ
の屈折率が周期的に変化している回折格子（グレーティング）である。ゲルマニウムをド
ープしたコア部４Ａにマスクを介して紫外線を照射することでフォトリフラクティブ効果
によりわずかに屈折率が増加する。
【００２６】
これを利用して軸方向に周期的に屈折率の高い部分（格子）を形成させたものがＦＢＧセ
ンサ部３である。なお、図６等における、グレーティングの本数およびコア部軸方向に対
するグレーティング幅は、構造を理解しやすいように実際のＦＢＧセンサ部とは異なって
いる。
【００２７】
　そして、図７に示すように、ＦＢＧセンサ部３は、回折格子の間隔ｄ、言い換えれば、
周期に応じて、入射光のうち、以下の式）で示す所定波長であるブラッグ波長λＢの光の
みを反射する。　
　　λＢ＝２×ｎ×ｄ　　　
　ここで、ｎはコア部４Ａの屈折率である。
【００２８】
　例えば、コア部４Ａの屈折率ｎが１．４５、ブラッグ波長λＢが１５５０ｎｍの場合に
は、回折格子の間隔ｄは０．５３μｍ程度になる。
【００２９】
　図７は、ＦＢＧセンサ部の作用を説明するための図であり、左上図は入射光の波長λに
対する光の強度を示した図であり、入射光は所定の波長の幅、すなわち、帯域を有する。
そして、左下図はＦＢＧセンサ部３により反射された反射光の波長λに対する光の強度を
示した図であり、反射光はブラッグ波長λＢの光である。右側図はＦＢＧセンサ部３を通
過した入射光の波長λに対する光の強度を示した図であり、透過光にはＦＢＧセンサ部３
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で反射したブラッグ波長λＢ成分が含まれていない。
【００３０】
　そして、上記の式から明らかなように、ＦＢＧセンサ部３が伸びると、回折格子の間隔
ｄも大きくなるため、ブラッグ波長λＢは長波長側に移動する。逆に、ＦＢＧセンサ部３
が縮むと、回折格子の間隔ｄも小さくなるため、ブラッグ波長λＢは短波長側に移動する
。
【００３１】
このため、ＦＢＧセンサ部３は、温度、または外力を検出するセンサとして用いることが
でき、本参考例では、光ファイバセンサ２のたわみ量、すなわち、軸方向への曲がり変形
量を検出する。
【００３２】
　光周波数領域リフレクトメトリ多重（ＯＦＤＲ）方式では、ＦＢＧセンサ部３からの反
射光と反射器５からの反射光から干渉光を形成することで、１本の光ファイバセンサ２に
複数のＦＢＧセンサ部３が形成されていても、それぞれのＦＢＧセンサ部３の変形量を測
定できる。
【００３３】
　次に、図８および図９を用いて、算出部９Ａが行う処理について説明する。図８は、医
療機器の光ファイバセンサ２における座標系を説明するための図であり、図９は、医療機
器の算出部の処理を説明するための図である。
【００３４】
　図８に示すように、各光ファイバセンサ２Ａ～２Ｃに形成されたＦＢＧセンサ部３は、
軸方向に対して等間隔に形成され、３つの光ファイバセンサ２Ａ～２Ｃの、３つのＦＢＧ
センサ部３が軸方向に対して同位置に存在する状態で前記挿入体に固定されている。
【００３５】
なお、図８に示すように、単に「ＦＢＧセンサ部３の位置」というときは、軸方向の同位
置に配置された３個のＦＢＧセンサ部３からなるＦＢＧセンサ群の中心位置を意味する。
【００３６】
　最初に算出部９Ａの座標算出部９Ｃが、ＦＢＧセンサ部３の測定結果を基に、いずれか
のＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ、より正確には光ファイバセンサ２の軸方向に対して同位置
に配置された３個のＦＢＧセンサ部３の中心位置、を原点とする第１の３次元座標系にて
、それぞれのＦＢＧセンサ部３の第１の３次元座標を算出する。
【００３７】
　座標算出部９Ｃでは、例えば、光ファイバセンサ２の最も基端部ＰＥ側の位置に形成さ
れた３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、３Ａ３１の中心位置Ｓ１を原点とした第
１の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系を設定し、ＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、
３Ａ３１の変形量から隣の３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１２、３Ａ２２、３Ａ３２の中心位
置Ｓ２（ｘ１、ｙ１、ｚ１）と向き（ｖｘ１、ｖｙ１、ｖｚ１）とを算出する。
【００３８】
　座標算出部９Ｃは、さらに、算出したＦＢＧセンサ部３Ａ１２、３Ａ２２、３Ａ３２の
中心位置Ｓ２（ｘ１、ｙ１、ｚ１）と向き（ｖｘ１、ｖｙ１、ｖｚ１）とから、ＦＢＧセ
ンサ部３Ａ１２、３Ａ２２、３Ａ３２の中心位置Ｓ２を基準の原点とした３次元座標系Ｘ
ＹＺ２への変換マトリックスＴ１２を、以下の（式１）を用いて算出する。
【００３９】
　（式１）
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　ただし、ｒｉｊ（ｉ＝１、２、３　：　ｊ＝１、２、３）は３次元座標系ＸＹＺ１から
３次元座標系ＸＹＺ２への回転（３次元座標系ＸＹＺ２のＺ軸と向き（ｖｘ１、ｖｙ１、
ｖｚ１）から回転行列を算出）、ｔｘ、ｔｙ、ｔｚは平行移動（位置（ｘ１、ｙ１、ｚ１
）と同じ）を表す。
【００４０】
　同様に、設定された３次元座標系ＸＹＺ２の隣に存在する３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１
３、３Ａ２３、３Ａ３３の中心位置Ｓ３（ｘ２、ｙ２、ｚ２）と向き（ｖｘ２、ｖｙ２、
ｖｚ２）とを座標算出部９Ｃが算出し、変換マトリックスＴを算出する。
【００４１】
座標算出部９Ｃは同様の処理を繰り返し、最終的には、先端部ＤＥに最も近接した３つの
ＦＢＧセンサ部３Ａ１ｎ、３Ａ２ｎ、３Ａ３ｎの中心位置Ｓｎ（ｘｎ－１、ｙｎ－１、ｚ
ｎ－１）と向き（ｖｘｎ－１、ｖｙｎ－１、ｖｚｎ－１）と変換マトリックスＴn-1ｎを
求める。
【００４２】
　そして、座標算出部９Ｃは変換マトリックスを用いて、各３つのＦＢＧセンサ部３の中
心位置Ｓを、３次元座標系ＸＹＺ１に変換する。例えば、３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１ｉ
、３Ａ２ｉ、３Ａ３ｉの中心位置Ｓｉを基準とした座標系で３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１
ｉ＋１、３Ａ２ｉ＋１、３Ａ３ｉ＋１の中心位置Ｓi+1（ｘｉ、ｙｉ、ｚｉ）と向き（ｖ
ｘｉ、ｖｙｉ、ｖｚｉ）が算出された場合、ＸＹＺ１座標系での（ｘｗi+1、ｙｗi+1、ｚ
ｗi+1）位置は以下の（式２）により算出される。
【００４３】
　（式２）

　座標算出部９Ｃは同様に全ての３つのＦＢＧセンサ部３の中心位置ＳをＸＹＺ１座標系
に変換し、変換された座標を接続することにより光ファイバセンサ２の３次元形状、すな
わち、光ファイバセンサ２が固定された挿入部１２の３次元形状を算出する。
【００４４】
　すでに説明した算出部９Ａの座標算出部９Ｃが算出した、第１の３次元座標系であるＸ
ＹＺ１座標系によるＦＢＧセンサ部３の位置Ｓの３次元座標を基に、補間処理等を行うこ
とで、光ファイバセンサ２の形状を算出することができる。
【００４５】
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　しかし、図１０に示すように、ＸＹＺ１座標系は原点が、光ファイバセンサ２の最も基
端部ＰＥ側の位置に形成された３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、３Ａ３１の中
心位置Ｓ１であるが、軸方向は特に意味のある方向ではない。このため、光ファイバセン
サ２が回転したり、被検者１１が体位を変化したりすると、モニタ１４に表示されている
光ファイバセンサ２の２次元形状が大きく変化する。また、モニタ１４に表示されている
光ファイバセンサ２の２次元形状は、３次元である光ファイバセンサ２の形状を、ある視
点を基に２次元の形状に変換したものである。どのようなパラメータを用いて変換するか
により、表示される２次元形状は大きく異なる。
【００４６】
　図１０に示したＸＹＺ１座標系において、Ｘ軸を基準軸としＸ軸方向から観察した、言
い換えればＹＺ平面に投影した挿入部１２の２次元形状は、術者にとって形状を正確に確
認するのが困難である。
【００４７】
これに対して、Ｚ軸方向から観察した、言い換えればＸＹ平面に投影した挿入部１２の２
次元形状は、術者にとって比較的確認しやすい場合が多い。しかし、術者にとって、より
確認しやすい視点からの挿入部１２の２次元形状を表示するための設定操作は容易ではな
かった。
【００４８】
　これに対して、本参考例の医療機器１の算出部９Ａは、術者が確認しやすい視点からの
挿入部１２の２次元形状を表示するため、座標算出部９Ｃの処理終了後にさらに処理を行
う。　
　以下、図１１から図１５を用いて、医療機器１の算出部９Ａの処理について、さらに説
明する。図１１から図１５は、本参考例の医療機器の算出部の処理を説明するための図で
ある。
【００４９】
　本参考例の医療機器１の算出部９Ａの座標系設定手段である座標系設定部９Ｄは、座標
算出部９Ｃが算出した、第１の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系によるｎ個のＦＢＧセ
ンサ部３の位置Ｓの３次元座標を基に、第２の３次元座標系を設定する。
【００５０】
　すなわち、図１１に示すように、座標系設定部９Ｄは、最初に、ｎ個のＦＢＧセンサ部
３の位置Ｓからの距離が最小である平面Ｈを算出するために、任意の平面に対して、それ
ぞれのＦＢＧセンサ部３の位置Ｓからの距離の２乗和を算出する。ここで、位置Ｓｉの座
標を（ｘｉｗ、ｙｉｗ、ｚｉｗ）とすると、位置Ｓｉと任意の平面との最小距離、すなわ
ち、位置Ｓｉから任意の平面への垂線の長さ、ｄｉｗ、は、以下の（式３）により算出さ
れる。　
　（式３）

　ただし、任意の平面の式を、「ａｘ＋ｂｙ＋ｃｚ＋ｐ＝０」とする。
【００５１】
　そして、座標系設定部９Ｄは、以下の（式４）に示す、ｎ本の垂線の長さ、ｄｉｗ、の
総和Ｄ、が最小である平面Ｈを算出、すなわち、平面の式の係数、ａ、ｂ、ｃ、およびｐ
を算出する。　
　（式４）
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　次に、図１１に示すように、座標系設定部９Ｄは、ｎ個のＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１
～Ｓｎから平面Ｈへの垂線が、平面Ｈと交差する点Ｈ１～Ｈｎを算出する。そして、図１
２に示すように、座標系設定部９Ｄは、平面Ｈ上の点Ｈ１～Ｈｎの重心ＣＧ（Center of 
Gravity）と、分布方向ＲＡとを算出する。
【００５２】
　すなわち、座標系設定部９Ｄは、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓｉ（ｘｉｗ、ｙｉｗ、ｚｉ
ｗ）から平面Ｈに垂線をおろした点Ｈｉ（ｘｉｗｐ、ｙｉｗｐ、ｚｉｗｐ）を算出し、さ
らに、重心ＣＧ（ｇｘｗ、ｇｙｗ、ｇｚｗ）を以下の（式５）により算出する。
【００５３】
　（式５）

　そして、さらに座標系設定部９Ｄは、点Ｈｉ（ｘｉｗｐ、ｙｉｗｐ、ｚｉｗｐ）の分布
方向ＲＡを公知の主成分分析等で算出する。
【００５４】
　次に、図１３に示すように座標系設定部９Ｄは、重心ＣＧ（ｇｘｗ、ｇｙｗ、ｇｚｗ）
、点Ｈｉ（ｘｉｗｐ、ｙｉｗｐ、ｚｉｗｐ）の分布方向ＲＡ、および平面Ｈの法線Ｐ方向
に基づいて、第２の３次元座標系ＸＹＺｋを設定する。すなわち、重心ＣＧを原点とし、
分布方向ＲＡをＸ軸、平面Ｈの法線Ｐ方向をＺ軸、それぞれに直交する方向をＹ軸（右手
系）として設定する。
【００５５】
　次に、図１３に示すように、座標変換手段である座標変換部９Ｅは、ＦＢＧセンサ部３
の位置Ｓｉ、を第１の３次元座標系ＸＹＺ１による第１の３次元座標から、第２の３次元
座標系ＸＹＺｋによる第２の３次元座標変換する。
【００５６】
　さらに、図１４に示すように、形状算出手段である形状算出部９Ｆが、第２の３次元座
標系ＸＹＺｋによる光ファイバセンサ２のｎ個のＦＢＧセンサ部３の位置を、視線の方向
をＺ軸として、言い換えれば、平面ＸＹに投影してから、補間処理等により光ファイバセ
ンサ２の２次元形状、すなわち、挿入部１２の２次元形状、を算出し、モニタ１４に出力
する。
【００５７】
すなわち、モニタ１４の表示領域１４Ａに表示される挿入部１２の２次元形状は、挿入部
１２の３次元形状を第２の３次元座標系のＸＹ平面に投影した形状である。
【００５８】
　なお、図１５に示すように、モニタ１４の表示領域１４Ａに表示された挿入部１２の２
次元形状は、術者が、入力部１７を操作することにより、回転したり、拡大縮小表示した
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りできる。
【００５９】
　上記の処理により医療機器１の算出部９Ａが算出する挿入部１２の２次元形状は、術者
が確認しやすい視点からの形状である。また、被検者が体位を変化させたり、挿入部が移
動したりしても、モニタ１４に表示されている挿入部１２の２次元形状は安定している。
【００６０】
すなわち、医療機器１は、体腔内に挿入された挿入部１２の形状であるＦＢＧセンサ部３
の座標を基に視点を設定し、２次元画像の表示を行うため、安定した表示画像が得られる
。
【００６１】
　なお、第１の３次元座標系ＸＹＺ１によるＦＢＧセンサ部３の位置から、補間処理等に
より光ファイバセンサ２の３次元形状を算出しておいて、座標系設定部９Ｄによる第２の
３次元座標系ＸＹＺｋを基に視点を決定し、形状算出部９Ｆが挿入部１２の２次元形状を
算出してもよい。
【００６２】
　また、座標系設定部９Ｄは、最初に算出した平面ＨとＦＢＧセンサ部３の位置との距離
が、大きく乖離しているＦＢＧセンサ部３を検出して、検出されたＦＢＧセンサ部３以外
の情報を基に、新たな平面Ｈを算出してもよい。平面Ｈとの距離が大きく乖離しているＦ
ＢＧセンサ部３は、被検者１１の体内に未挿入である可能性が高いためである。
【００６３】
　さらに、座標系設定部９Ｄは、平面Ｈを、全てのＦＢＧセンサ部３の情報を基に算出す
るのではなく、例えば、基端部ＰＥ側のＦＢＧセンサ部３と、先端部ＤＥ側のＦＢＧセン
サ部３と、基端部ＰＥと先端部ＤＥとの中間に存在するＦＢＧセンサ部３との３箇所のＦ
ＢＧセンサ部３の情報を基に、算出してもよい。　
　また、算出部９Ａは、挿入部１２の形状を時系列的に記憶する図示しない記憶手段を有
し、過去に算出された平面Ｈの法線方向Ｐおよび重心ＣＧから、平均的な法線方向および
重心を算出し、第２の３次元座標系ＸＹＺｋを設定してもよい。
【００６４】
　さらに、歪み検出手段としては、光ファイバセンサ２の替わりに、歪みケージ等を用い
て、挿入部１２の各部の変形を検出してもよい。
【００６５】
（第２参考例）
　以下、図面を参照して本発明の第２の参考例の医療機器１Ｂについて説明する。医療機
器１Ｂの構成および動作は、第１の参考例の医療機器１と類似しているため、同じ構成要
素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００６６】
　図１６は、第２の参考例の医療機器の挿入部の先端部ＤＥの断面の構造を示した構造図
であり、図１７および図１８は、第２の参考例の医療機器１の算出部の処理を説明するた
めの図である。
【００６７】
　図１６に示すように、本参考例の医療機器１Ｂでは、挿入部１２の先端部ＤＥに重力検
出手段である重力センサ１６が配設されている。なお、図１６に示すように先端部ＤＥに
は、撮像手段であるＣＣＤ１２Ｂと、照明手段であるライトガイド１２Ｃ等も配設されて
いる。そして、挿入部１２のチャンネル１２Ａに挿通されている光ファイバセンサ２の先
端部に重力方向を検出する重力センサ１６は配設されている。
【００６８】
　図１７および図１８に示すように、医療機器１Ｂの算出部９Ｃは、重力センサ１６が検
出した重力方向ＤＧ（Direction of Gravity）をもとに、３次元座標系を設定する。第１
の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系ｔｐ、第２の３次元座標系であるＸＹＺｊ座標系と
は、重力方向ＤＧをＺ軸とする平面Ｈ２を設定する。
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【００６９】
　このため、医療機器１Ｂでは、第１の参考例の医療機器１が有する効果に加えて、常に
安定した方向が設定されるため、操作者に観察しやすい画像を提供できる。また、医療機
器１Ｂでは算出部９Ｃの算出処理が簡単となるため、装置の単純化、処理の高速化を実現
できる。
【００７０】
　なお、医療機器１Ｂは、重力センサ１６の替わりに方位センサ等の特定方向の向きを検
出するセンサを用いて重力方向を算出していてもよい。
【００７１】
（本願発明の実施の形態）
　次に本願発明の実施の形態について説明する。
　図１９は、本実施の形態の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図
２０は、本実施の形態の医療機器の構成を示す図である。
【００７２】
　本実施の形態の医療機器の構成は、上述した図１～図１５に示した第１参考例の医療機
器、図１６～図１８に示した第２参考例の医療機器と比して、操作部に、ジャイロスコー
プと、加速度センサが設けられている点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第
１参考例と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００７３】
図１９に示した本実施の形態の医療機器１Ｃは、操作部１３に、操作部１３の動きを検出
する移動センサであるジャイロスコープ２１および加速度センサ２２が配設されている。
【００７４】
ジャイロスコープ２１は、物体の回転の速さである角速度ωを検出する計測部であり、加
速度センサ２２は、物体の加速度を計測する計測部である。操作部１３には位置センサが
配設されているために、術者が、ある時点での位置センサの初期位置を基準点２０（図２
０参照）として設定すると、医療機器１Ｃでは、その後は操作部１３の動きに応じた位置
センサの位置と基準点２０との相対関係を算出することができる。加速度センサ２２は３
軸加速度センサであり、例えばＭＥＭＳ技術を用いて作成された小型の３軸加速度センサ
を用いることができる。
【００７５】
　ここで、上述した第１参考例の図１０において、ＸＹＺ１座標系は原点が、光ファイバ
センサ２の最も基端部ＰＥ側の位置に形成された３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２
１、３Ａ３１の中心位置Ｓ１であるが、光ファイバセンサ２が回転したり、被検者１１が
体位を変化したりすると、モニタ１４に表示されている光ファイバセンサ２の形状が大き
く変化すると示した。
【００７６】
　しかし、本実施の形態の医療機器１Ｃでは、基準座標系設定部９Ｄが、移動センサであ
るジャイロスコープ２１および加速度センサ２２の初期位置である基準点２０を原点とす
る基準座標系基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定する。
【００７７】
そして、座標変換部９Ｅが、それぞれの歪み検出部であるＦＢＧセンサ部３の第１の３次
元座標系ＸＹＺ１座標系による第１の座標を、基準３次元座標系ＸＹＺｋによる第２の座
標に変換し、形状算出部９Ｆが第２の座標を基に、挿入部１２の形状を算出し、モニタ１
４に表示する。
【００７８】
　基準点２０は空間上の任意の点であるが、移動することのない固定点である。このため
、医療機器１は、光ファイバセンサ２が回転したり、被検者１１が体位を変化したりして
も、挿入部１２の形状を安定して表示することができる。
【００７９】
　次に、図２１のフローチャートに従い医療機器１Ｃの処理の流れについて説明する。図
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２１は、本実施の形態の医療機器の処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【００８０】
先ず、ステップＳ１０において、医療機器１Ｃは、術者により処理開始の指示を受けて処
理を開始する。処理開始の指示がない場合には、ステップＳ１１において、形状算出部９
Ｆは、座標算出部９Ｃが算出した第１の３次元座標系ＸＹＺ１による各ＦＢＧセンサ部３
の第１の座標から、補間処理等により光ファイバセンサ２の形状を算出する。
【００８１】
そして、ステップＳ１２において、モニタ１４には、第１の３次元座標系ＸＹＺ１による
光ファイバセンサ２の形状、すなわち、挿入部１２の形状が表示される。その後、ステッ
プＳ１９に移行する。
【００８２】
ここで、ステップＳ１０において、処理開始の指示があった場合、具体的には、術者によ
る操作部１３に配設されたスイッチ（不図示）の押圧操作による指示を受けた場合には、
ステップＳ１３に分岐し、ステップＳ１３において、医療機器１Ｃは、スイッチが押圧操
作されたときの操作部１３の位置、正確には位置センサであるジャイロスコープ２１およ
び加速度センサ２２の位置を基準点２０に設定する。そして、基準点２０を原点とし、位
置センサの向きを基に基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定する。
【００８３】
次いで、ステップＳ１４において、座標算出部９Ｃは、例えば、光ファイバセンサ２の最
も基端部ＰＥ側の位置に形成された３つのＦＢＧセンサ部３Ａ１１、３Ａ２１、３Ａ３１
の中心位置Ｓ１を原点とした第１の３次元座標系であるＸＹＺ１座標系を設定し、各３つ
のＦＢＧセンサ部３の中心位置Ｓｎを、３次元座標系ＸＹＺ１に変換する。
【００８４】
次いで、ステップＳ１５において、座標変換部９Ｅは、操作部１３に配設された移動セン
サの出力（平行移動Ｈiと回転Ｒi）を取り込み記憶する。
【００８５】
次いで、ステップＳ１６において、座標変換部９Ｅは、第１の３次元座標系ＸＹＺ１から
基準３次元座標系ＸＹＺｋへの座標変換処理を行う。すなわち、移動センサの出力から、
第１の３次元座標系ＸＹＺ１から基準３次元座標系ＸＹＺｋへの変換行列は次の（式６）
で表される。　
　（式６）

　そして、３次元座標系ＸＹＺ１での座標を（Ｘs、Ｙs、Ｚs）とすると、変換後の基準
３次元座標系ＸＹＺｋでの座標（Ｘw、Ｙw、Ｚw）は、以下の（式７）で変換される
　（式７）
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　また、ｎ回目の変換行列を、Ｔｎｎ－１、位置座標を（Ｘs、Ｙs、Ｚs）とすると以下
の（式８）のように変換される。
【００８６】
　（式８）

そして、形状算出部９Ｆは、変換された基準３次元座標系ＸＹＺｋでの座標を接続し補間
処理等を行うことにより光ファイバセンサ２の３次元形状、すなわち、光ファイバセンサ
２が配設された挿入部１２の形状を算出する。
【００８７】
次いで、ステップＳ１７において、形状算出部９Ｆは、挿入部１２の３次元形状に対して
、例えば、基準３次元座標系ＸＹＺｋでのＺ軸方向を視線方向として表示画像を生成し、
モニタ１４に表示する。
【００８８】
次いで、ステップＳ１８において、医療機器１Ｃは、処理開始指示のスイッチが再度押圧
操作された場合には、ステップＳ１３に戻り、そのときの操作部１３の位置を新たな基準
点２０として再設定し、ステップＳ１３～ステップＳ１８までの処理を再度行う。
【００８９】
一方、処理開始指示のスイッチの再度の押圧操作がない場合には、ステップＳ１９におい
て、医療機器１Ｃは、術者からの処理終了の指示があるまで、ステップＳ１４からの処理
を繰り返し、リアルタイムで挿入部１２の形状をモニタ１４に表示する。
【００９０】
　ここで、図２２、図２３および図２４は、操作部１３が動いた場合の、モニタ１４の表
示領域１４Ａに表示される挿入部１２の形状を説明するための図であり、２２Ａ～２４Ａ
は操作部１３の位置を示しており、２２Ｂ～２４ＢはＦＢＧセンサ部の位置Ｓ１を原点と
する３次元座標系ＸＹＺ１による挿入部１２の形状を示しており、２２Ｃ～２４Ｃは基準
３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部１２の形状を示している。なお、図２２、図２３およ
び図２４では、被検者１１の内部に挿入された挿入部１２は動いていないものとしている
。
【００９１】
　図２２Ａで示した操作部１３の位置において、術者により操作部に配設されたスイッチ
が押圧操作されたものとする。医療機器１は、スイッチが押圧操作されたときの操作部１
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３の位置２０を基準点とし、位置センサの向きを基に基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定す
る。
【００９２】
　図２２Ｂおよび図２２Ｃに示すように、スイッチが押圧操作されたときの、３次元座標
系ＸＹＺ１による挿入部１２の形状と基準３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部１２の形状
とは同じである。
【００９３】
　しかし、操作部１３が、図２３Ａに示す位置２０Ａ、図１４に示す位置２０Ｂへと移動
し、操作部１３の方向が変化すると、図２３Ｂおよび図２４Ｂに示した３次元座標系ＸＹ
Ｚ１による挿入部１２の形状は、操作部１３の移動変化に対応して変化する。
【００９４】
　これに対して、図２３Ｃおよび図２４Ｃに示した３次元座標系ＸＹＺｋによる挿入部１
２の形状は、操作部１３の移動変化の影響を受けることなく安定している。
【００９５】
　以上の説明のように、医療機器１Ｃでは、移動センサにより基準点２０の位置および向
きからの移動および回転が検出できるため、不安定なＦＢＧセンサ部の位置Ｓ１を原点と
する第１の３次元座標系ＸＹＺ１により算出された挿入部１２の形状を、安定した固定さ
れた原点を有する基準３次元座標系ＸＹＺｋに基づく、言い換えれば固定された視点から
の形状表示に変換することが可能になり、安定した形状を表示することができる。
【００９６】
　なお、本実施の形態の医療機器１Ｃでは、挿入部１２の３次元形状を測定するために、
３本の光ファイバセンサ２Ａ、２Ｂ、２Ｃからなるプローブを用いているが、光ファイバ
センサは３本以上であればよい。例えば、測定精度向上のため４本の光ファイバセンサか
らなるプローブを用いてもよい。
【００９７】
さらに、より長い範囲を測定するために、例えば、３の倍数の本数の光ファイバセンサか
らなるプローブを用いてもよい。すなわち、３本１組の光ファイバセンサを複数組用いＦ
ＢＧセンサ部３が形成されている領域をずらしたプローブを挿入部１２長手方向に配設し
てもよい。
【００９８】
　さらに、本実施の形態の医療機器１では、波長分割多重（ＷＤＭ：Wavelength Divisio
n Multiplexing）方式の光ファイバセンサを用いることも可能である。
【００９９】
　さらに、歪み検出手段として光ファイバセンサ２の替わりに、歪みケージ等を用いて、
挿入部１２の各部の変形を検出してもよい。
【０１００】
（第３の参考例）
　以下、図面を参照して本発明の第３の参考例の医療機器１Ｄについて説明する。医療機
器１Ｄの構成および動作は、本発明の実施の形態の医療機器１Ｃと類似しているため、同
じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図２５は、第３の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図
２６は、第３の参考例の医療機器の構成を示す図である。
【０１０１】
　図２５に示すように、本参考例の医療機器１Ｄは、磁界を発生する磁界発生手段である
磁界発生部３２を有し、操作部１３に磁界センサ３３が配設されている。磁界センサ３３
は、ＭＲセンサ、ホール素子またはコイル等を用いた３軸の磁界センサである。
【０１０２】
　磁界発生部３２は、例えば被検者１１が横たわる検査台であるベッド１８の周辺に配置
され、少なくとも医療機器１Ｂによる挿入部１２表示処理の間は磁界発生部３２の位置３
０は固定されている。
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【０１０３】
磁界発生部３２は、３軸の磁界発生コイルから、例えば、それぞれ異なる周波数の交流磁
界を発生する。磁界センサ３３は周波数の異なる複数の交流磁界を区別して検出すること
で、磁界発生部３２の位置３０との相対位置を検出することができる。
【０１０４】
そして、磁界センサ３３の位置３１とＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１との位置関係は固定さ
れており、かつ既知であるため、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１と磁界発生部３２の位置３
０との相対関係を得ることができる。
【０１０５】
　このため、医療機器１Ｄでは、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１を原点とする第１の３次元
座標系ＸＹＺ１の座標を、基準点を磁界発生部３２の位置３０とする基準３次元座標系Ｘ
ＹＺｋに座標変換することができる。磁界発生部３２の位置３０は固定されているため、
医療機器１Ｂでは、安定した挿入部１２の形状を表示することができる。
【０１０６】
　また、基準３次元座標系ＸＹＺｋのＸＹ平面とベッド１８の面とを平行、かつ、ベッド
１８の幅方向を基準３次元座標系ＸＹＺｋのＸ軸と平行になるように、磁界発生部３２と
ベッド１８とを配置した場合には、医療機器１Ｄでは、挿入部１２の３次元形状をベッド
１８の面に投影した２次元形状を算出してモニタ１４に表示できる。
【０１０７】
さらに、基準３次元座標系ＸＹＺｋのＹＺ面に投影した形状は、図２５に示す側臥位の被
検者１１を体正面から見たときの挿入部１２の形状となる。このように、医療機器１Ｂで
は、術者は入力部１７を操作することで任意の方向から被検者１１の体腔内の挿入部１２
の形状を観察することができる。
【０１０８】
　すなわち、上記構成の医療機器１Ｄでは、検査中にベッド１８と磁界発生部３２の位置
関係が変化しないため、相対的な位置関係から、挿入部１２の形状を、ベッド１８を基準
とした安定した第２の基準座標系に座標変換して、表示することもができる。
【０１０９】
（第４参考例）
　以下、図面を参照して本発明の第４の参考例の医療機器１Ｅについて説明する。医療機
器１Ｅの構成および動作は、第１の参考例の医療機器１Ｄと類似しているため、同じ構成
要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図２７は、第４の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図
２８は、第４の参考例の医療機器の構成を示す図である。
【０１１０】
　図２８に示すように、本参考例の医療機器１Ｅでは、第１のセンサプローブが、本体部
１５との接続部２Ｘ近傍までＦＢＧセンサ部３が形成されている光ファイバセンサ２であ
る。このため、医療機器１Ｅでは、本体部１５、例えば、接続部２Ｘを第１の３次元座標
系ＸＹＺ１の原点として設定できる。
【０１１１】
さらに、医療機器１Ｅは、マーカ部４１が端部に配設された第２のセンサプローブである
光ファイバセンサ４２を有し、光ファイバセンサ４２のマーカ部４１が配設された端部と
は異なる端部が本体部１５と接続部４２Ｘで接続されている。接続部２Ｘと接続部４２Ｘ
とは本体部１５に固定されているため、接続部２Ｘと接続部４２Ｘとの相対関係は固定で
、かつ既知である。
【０１１２】
このため、医療機器１Ｅでは、接続部２Ｘを第１の３次元座標系ＸＹＺ１の原点とした第
１の座標系によるＦＢＧセンサ部３の第１の座標を、マーカ部４１を原点とする基準３次
元座標系ＸＹＺｋへと座標変換することができる。
【０１１３】
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　ここで、図２９Ａは、第４の参考例の医療機器のマーカ部を説明するための図である。
また、図２９Ｂは、図２９Ａのマーカ部を拡大して示す図である。
【０１１４】
図２９Ａに示すように、マーカ部４１は被検者１１の外表面、例えば、腹部に貼付され固
定されている。なお、被検者が、マーカ部４１が配設された着衣等を着用してもよい。
【０１１５】
　そして、図２９Ｂに示すように、マーカ部４１は光ファイバセンサ４２の端部側の少な
くとも３個のＦＢＧセンサ部３を有している。このため、マーカ部４１は３個のＦＢＧセ
ンサ部３が含まれる基準平面を規定することができる。そして、この基準平面と、被検者
１１との関係は固定されており、既知である。
【０１１６】
　以上の構成により、医療機器１Ｅでは、マーカ部４１が規定する基準平面を基に基準点
４０を設定し基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定すると、ＦＢＧセンサ部３の位置Ｓ１を原
点とする第１の３次元座標系ＸＹＺ１から基準３次元座標系ＸＹＺｋへの座標変換が可能
である。
【０１１７】
　ここで、マーカ部４１の３個のＦＢＧセンサ部３の位置を以下の（式９）で示す。
【０１１８】
　（式９）　

　すると、基準３次元座標系ＸＹＺｋの中心位置４０は以下の（式１０）で算出される。
【０１１９】
　（式１０）　

　そして、第１のプローブである光ファイバセンサ２を基準とした第１の３次元座標系Ｘ
ＹＺ１と、基準３次元座標系ＸＹＺｋの回転マトリックスＲを以下の（式１１）で算出す
る。
【０１２０】
　（式１１）　

　基準３次元座標系ＸＹＺｋの中心位置４０と回転マトリックスＲとから、第１の３次元
座標系ＸＹＺ１から基準３次元座標系ＸＹＺｋに変換する変換行列ＴＡＢは、以下の（式
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１２）となる。
【０１２１】
　（式１２）　

　医療機器１Ｅは上記方法により、第１のプローブである光ファイバセンサ２に形成され
たＦＢＧセンサ部３の座標を上記変換行列により、被検者１１と固定された関係にある基
準３次元座標系ＸＹＺｋに座標変換し、挿入部１２の形状を表示することができる。
【０１２２】
　基準３次元座標系ＸＹＺｋは被検者１１の腹部上面と平行な平面を基準面としているた
め、被検者の体位が変わっても、医療機器１Ｅは常に腹部側から観察した挿入部１２の形
状の画像を安定して表示することができる。
【０１２３】
　以下、図３０を参照して本発明の第４の参考例の変形例の医療機器について説明する。
本変形例の医療機器の構成および動作は、第４の参考例の医療機器１Ｅと類似しているた
め、同じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図３０は、第４の参考例の変形例の医療機器の、モニタの表示画面を示している。
【０１２４】
　本変形例の医療機器では、図３０に示すように、モニタ１４の表示領域１４Ａに挿入部
１２の形状だけでなく、例えばマーカ部４１の中心位置４０を表示することができる。
【０１２５】
　体腔内で大腸が伸展し、内視鏡が挿入できない場合、体の表面を手で用手圧迫すること
により大腸の伸展を押さえて内視鏡を挿入する手法がある。体腔内での内視鏡の先端位置
は正確にわからないため、正確に用手圧迫をすることは難しかった。しかし、本変形例の
医療機器では、体腔外の部位を指定するマーカ部４１と、マーカ部４１と挿入部１２の形
状を同時に表示することにより体腔外から挿入部１２の特定位置を確認することができる
。
【０１２６】
　なお、本変形例の医療機器では、マーカは少なくとも１個のＦＢＧセンサ部３が形成さ
れていればよい。
【０１２７】
（第５参考例）
　以下、図面を参照して本発明の第５の参考例の医療機器１Ｆについて説明する。医療機
器１Ｆの構成および動作は、第４の参考例の医療機器１Ｅと類似しているため、同じ構成
要素には同じ符号を付し説明は省略する。　
　図３１は、第５の参考例の医療機器を使用している状態を説明するための図であり、図
３２は、第５の参考例の医療機器の構成を示す図である。
【０１２８】
　本参考例の医療機器１Ｆは、医療機器１Ｅと同じく、第１のセンサプローブである光フ
ァイバセンサ２と、第２のセンサプローブである光ファイバセンサ５２とを有している。
【０１２９】
そして、本体部１５と、光ファイバセンサ２は接続部２Ｘで、光ファイバセンサ５２は接
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続部５２Ｘで固定されている。そして、光ファイバセンサ５２は、端部にマーカ部４１と
同じ３個以上のＦＢＧセンサ部３が形成されたマーカ部５１を有し、マーカ部５１は被検
者が横たわる検査台であるベッド１８に固定されている。
【０１３０】
　このため、医療機器１Ｆでは、マーカ部４１が規定するベッド１８を基準平面とした基
準点を設定し基準３次元座標系ＸＹＺｋを設定すると、ＦＢＧセンサ部３の位置を原点と
する第１の３次元座標系ＸＹＺ１からベッド１８面を基準とする基準３次元座標系ＸＹＺ
ｋへの座標変換が可能である。
【０１３１】
　よって、医療機器１Ｆでは、ベッド１８の面（ＸＹ平面）に挿入部１２の形状を投影し
た画像、または、ベッドに対して患者が横になり腹側から観察した画像であるＹＺ平面に
投影した画像をモニタ１４に表示することができる。
【０１３２】
　以上の説明のように、医療機器１Ｆは、不安定なＦＢＧセンサ部３の位置を原点とする
第１の３次元座標系ＸＹＺ１の座標値を、安定したベッド１８面を基準とする基準３次元
座標系ＸＹＺｋの座標値に変換することが可能になり、安定した形状を表示することがで
きる。
【０１３３】
（第６参考例）
ところで、近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療
分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔
内の臓器を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入
した処置具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０１３４】
　また、工業用分野において用いられる内視鏡は、内視鏡の細長い挿入部をジェットエン
ジン内や、工場の配管等に挿入することによって、被検部位の傷及び腐蝕等の観察や各種
処置等の検査を行うことができる。
【０１３５】
　医療分野及び工業用分野において用いられる内視鏡の挿入部の挿入方向の先端側に、管
路内の屈曲部における挿入部の進行性を向上させる他、挿入部の挿入方向の先端に設けら
れた観察光学系の観察方向を可変させる複数方向に湾曲自在な湾曲部が設けられた構成が
周知である。
【０１３６】
また、内視鏡の挿入部における湾曲部以外の部位も、軟性内視鏡においては、屈曲した管
路内に対し挿入された場合において、挿入に伴い屈曲部の形状に沿って屈曲できるよう構
成されている。
【０１３７】
　ここで、操作者は、挿入部を管路内に挿入している際は、挿入部は管路内に位置してい
ることから、挿入部の形状を視認することはできない。よって、管路内に対し挿入部を進
行させた際、屈曲部等において、挿入部に対し不意に急激な曲げ応力が付与されたとして
も、操作者は認識することができないことから、急激に曲げられた状態のままで挿入部を
進行させてしまう等により、挿入部を破損させてしまう場合があるといった問題があった
。よって、管路内等に挿入部を挿入している際、挿入部の形状を操作者が認識できる構成
が望まれていた。
【０１３８】
　このような事情に鑑み、特開２００４－２５１７７９号公報には、既知のファイバブラ
ッググレーティング（以下、ＦＢＧと称す）が全長に亘って設定間隔毎に複数形成された
光ファイバが、内視鏡の少なくとも挿入部内に全長に亘って挿通された構成が開示されて
いる。該構成を用いれば、光ファイバ内に光を入光し、ＦＢＧにより反射された反射光を
検出して、ＦＢＧが形成された部位の光ファイバの変形に伴う歪み量を検出することによ
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って、挿入部の形状を検出することができる。尚、ＦＢＧによる反射光を用いた歪み量の
検出は、周知のように、ＦＢＧからの反射光の波長が、変形に伴い変化する、言い換えれ
ば、変形に伴いＦＢＧが形成された部位の光ファイバの歪み量が変化することによる反射
光の波長の周波数のズレから該周波数の変化量を算出することにより行われる。
【０１３９】
　このような構成によれば、挿入部形状が検出できることにより、操作者は、挿入部形状
を認識することができることから、挿入に伴う挿入部の破損を未然に防止することができ
る。即ち、操作者は、挿入部が過度に変形していることを認識した際は、挿入部の進行を
停止させることができるため、挿入部の破損を防ぐことができる。
【０１４０】
ところで、挿入部内には、上述したＦＢＧの他、被検部位を撮像する撮像ユニットや、被
検部位を照明する光源を供給するライトガイド（以下、ＬＧと称す）等が複数設けられて
いる。尚、撮像ユニットや、ＬＧは、駆動や光の導光に伴い発熱する発熱部材となってい
る。
【０１４１】
ここで、光ファイバは、周知のように、温度変化に伴って膨張収縮等、変形する性質を有
している。尚、光ファイバは、０．１℃単位の温度変化によっても各温度変化に応じた量
だけ変形することから、変形量を検出することによって、温度計として用いられる場合も
ある。
【０１４２】
よって、上述した発熱部材が駆動に伴い発熱すると、挿入部内において発熱部材から放熱
された熱が光ファイバに伝達されてしまい、挿入部の変形以外の要因においても光ファイ
バが変形してしまうといった問題があった。尚、光ファイバの変形は、挿入部を高温の被
検部位に挿入した場合、挿入部外から付与される熱によっても発生する。
【０１４３】
その結果、上述した特開２００４－２５１７７９号公報に示したように、光ファイバに光
を入光させ、ＦＢＧからの反射光を検出することによって、ＦＢＧの歪み量を検出するこ
とにより、挿入部の形状検出を行う場合、光ファイバは、熱の付与によっても変形してし
まうため、即ち、ＦＢＧは歪んでしまうため、検出したＦＢＧの歪み量と、実際の挿入部
変形量とがずれてしまうといった問題があった。言い換えれば、挿入部の形状検出精度が
低下してしまうといった問題があった。
【０１４４】
尚、以上のことは、内視鏡の挿入部に限らず、内視鏡挿入部内に形成された管空に挿入可
能なプローブの挿入部であっても同様である。
【０１４５】
以下、発熱部材から光ファイバに付与される熱による光ファイバの変形を低減させること
により、挿入部の形状検出精度を向上させることのできる内視鏡、内視鏡の形状検出シス
テム、プローブ、プローブの形状検出システムの構造を示す。
【０１４６】
図３３は、本参考例を示す内視鏡を具備する該内視鏡の形状検出システムを示す図、図３
４は、図３３の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図である。
【０１４７】
　図３３に示すように、内視鏡の形状検出システム１０００は、内視鏡２０１と、内視鏡
の形状検出装置（以下、単に形状検出装置と称す）２１１と、光源装置２１２と、ビデオ
プロセッサ２１３と、モニタ２１４とにより主要部が構成されている。
【０１４８】
　内視鏡２０１は、被検部位に挿入される挿入部２０２と、該挿入部２０２の挿入方向Ｓ
の基端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた操作部２０３と、該操作部２０３から
延出したユニバーサルコード２０４と、該ユニバーサルコード２０４の延出端に設けられ
た内視鏡コネクタ２０５とにより主要部が構成されている。
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【０１４９】
　また、内視鏡２０１の挿入部２０２、操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視
鏡コネクタ２０５内に、少なくとも挿入部２０２の形状を検出する光ファイバ２１０が挿
通されている。
【０１５０】
尚、後述する図３５に示すように、光ファイバ２１０の少なくとも挿入部２０２に挿通さ
れた部位に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔Ｋを有して、上述した複数のＦＢＧ２４０が形
成されている。
【０１５１】
尚、ＦＢＧ２４０は、光ファイバ２１０の操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内
視鏡コネクタ２０５に挿通された部位に形成されていても構わない。
【０１５２】
　また、図３３に示すように、内視鏡コネクタ２０５は、該内視鏡コネクタ２０５に設け
られた図示しない光源接続用コネクタ部が光源装置２１２に装着されることにより、光源
装置２１２に接続されている。
【０１５３】
光源装置２１２は、例えば内視鏡２０１内に挿通された後述するＬＧ２６２（図３５参照
）に照明光を供給するものである。ＬＧ２６２に供給された照明光は、挿入部２０２の挿
入方向Ｓの先端側（以下、単に先端側と称す）における先端面において、ＬＧ２６２の挿
入方向Ｓの先端（以下、単に先端と称す）に設けられた図示しない照明用レンズから被検
部位に照射される。
【０１５４】
また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ａが設けられており、該コネクタ部２
０５ａは、ビデオプロセッサ２１３に対し、ケーブル２０８を介して電気的に接続されて
いる。
【０１５５】
　ビデオプロセッサ２１３は、内視鏡２０１内に挿通された後述する撮像ケーブル２６１
（図３６参照）、ケーブル２０８を介して、挿入部２０２の先端側に設けられた後述する
撮像ユニット２４３（図３５参照）におけるＣＣＤ等の撮像素子の撮像制御を行うととも
に、撮像素子によって撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うものである。
【０１５６】
　また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ｂが設けられており、コネクタ部２
０５ｂは、形状検出装置２１１のコネクタ部２１１ａと、ケーブル２０７を介して接続さ
れている。
【０１５７】
尚、コネクタ部２１１ａには、ケーブル２０７の延出端に設けられた装脱コネクタ部２０
７ａが装脱自在となっている。尚、装脱コネクタ部２０７ａに、内視鏡２０１内に挿通さ
れた光ファイバ２１０の基端側が接続されている。
【０１５８】
　モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３に対しケーブル２５０により電気的に接続さ
れているとともに、形状検出装置２１１に対しケーブル２１７により電気的に接続されて
いる。
【０１５９】
　また、モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３によって画像処理が施された内視鏡画
像が表示される他、形状検出装置２１１から出力された挿入部２０２の形状を示すスコー
プモデル２１６等が表示される。
【０１６０】
　図３４に示すように、形状検出装置２１１は、電源２２０と、光入光部であるチューナ
ブルレーザ２２１と、検出器２２２と、ビームスプリッタ２２３と、制御回路２３０とを
具備して主要部が構成されている。
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【０１６１】
　電源２２０は、チューナブルレーザ２２１及び制御回路２３０に電源を供給するもので
あり、また、波長可変レーザであるチューナブルレーザ２２１は、ビームスプリッタ２２
３、コネクタ部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａを介して、光ファイバ２１０の基端側
から光ファイバ２１０に、レーザ光Ｂを入光するものである。
【０１６２】
　また、検出器２２２は、光ファイバ２１０に入光したレーザ光Ｂの各ＦＢＧ２４０から
の反射光Ｒを、装脱コネクタ部２０７ａ、コネクタ部２１１ａ、ビームスプリッタ２２３
を介して検出するものである。
【０１６３】
　制御回路２３０は、歪み量測定部であるデータ処理回路２３１と、形状算出部である形
状算出回路２３２と、表示回路２３５とにより主要部が構成されている。
【０１６４】
　データ処理回路２３１は、チューナブルレーザ２２１と検出器２２２とに電気的に接続
されており、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各ＦＢＧ２４０の歪み量を
測定するものである。
【０１６５】
　形状算出回路２３２は、データ処理回路２３１及び表示回路２３５に電気的に接続され
ており、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧ２４０の歪み量から、挿入部
２０２の形状を算出するものである。
【０１６６】
　表示回路２３５は、形状算出回路２３２によって算出された挿入部２０２の形状を、モ
ニタ２１４に、スコープモデル２１６として表示するものである。
【０１６７】
　次に、図３３の内視鏡２０１の挿入部２０２の先端側の内部の構成の概略を、図３５、
図３６を用いて示す。図３５は、図３３の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分
断面図、図３６は、図３５中のIIIXVI-IIIXVI線に沿う断面図である。
【０１６８】
　図３５に示すように、挿入部２０２の先端側の外皮２４５によって覆われた内部に、光
ファイバ２１０が挿通されており、光ファイバ２１０の先端側は、挿入部２０２の先端の
内部に設けられた先端硬質部２４２に、固定部材であるフォルダ２４４を介して固定され
ている。尚、フォルダ２４４は、先端硬質部２４２に対し、挿入部２０２の外周方向から
挿入された止めネジ２６９によって固定されている。
【０１６９】
また、フォルダ２４４は、断熱材または発泡材等の熱伝導率の低い材料から形成されてい
る。このことにより、フォルダ２４４は、該フォルダ２４４及び先端硬質部２４２を介し
て、後述する撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部から光ファイバ２１０に付与さ
れてしまう熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成されたＦＢＧ２４０に熱によって発生
する歪み量を低減させる低減部材を構成している。
【０１７０】
また、図３５に示すように、光ファイバ２１０の外周に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔Ｍ
を有して、複数の、例えばスペーサ状の保護部材２７０が被覆されて固定されている。
【０１７１】
尚、保護部材２７０は、図３５に示すように、光ファイバ２１０において、挿入方向Ｓに
沿って設定間隔Ｋを有して複数形成されたＦＢＧ２４０を避けた位置に固定されている。
【０１７２】
これは、保護部材２７０が、ＦＢＧ２４０と同位置に形成されていると、光ファイバ２１
０が変形した際、保護部材２７０によって保護されたＦＢＧ２４０が歪み難くなってしま
うため、ＦＢＧ２４０の歪み量検出を正確に行えなくなってしまうためである。
【０１７３】
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保護部材２７０は、ＬＧ２６２や撮像ユニット２４３に対し光ファイバ２１０を非接触と
するものである。詳しくは、保護部材２７０は、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０
２に設けられた図示しない湾曲部の湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユ
ニット２４３等に接触してしまうのを防ぐことにより、屈曲または湾曲に伴って光ファイ
バ２１０に撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部が接触してしまった結果、該発熱
部から光ファイバ２１０に付与されてしまう熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成され
たＦＢＧ２４０に熱によって発生する歪みの量を低減させる低減部材を構成している。
【０１７４】
また、図３５、図３６に示すように、挿入部２０２の外皮２４５によって覆われた内部に
は、光ファイバ２１０の他、ブレード２６１ｃによって被覆された撮像ケーブル２６１や
、ＬＧ２６２、流体供給用のチャンネル２６３ｒが内部に形成されたチャンネルチューブ
２６３等が挿通されている。
【０１７５】
先端硬質部２４２には、撮像ユニット２４３が設けられており、該撮像ユニット２４３に
、撮像ケーブル２６１の先端が電気的に接続されている。また、ＬＧ２６２の先端は、先
端硬質部２４２に設けられた図示しない照明用レンズに近接するとともに対向して位置す
るよう先端硬質部２４２に固定されており、さらに、チャンネル２６３ｒは、先端硬質部
２４２の先端面に開口している。尚、撮像ユニット２４３は、駆動によって発熱するとと
もに、ＬＧ２６２も光の導光に伴い発熱することから、撮像ユニット２４３、ＬＧ２６２
は、本参考例における発熱部を構成している。
【０１７６】
尚、挿入部２０２の内部には、その他の部材も挿通されているとともに、様々な部材が配
設されているが、周知であるため、その説明は省略する。
【０１７７】
このように、本参考例においては、光ファイバ２１０の先端側を、先端硬質部２４２に固
定する固定部材が、断熱材または発泡材等の熱伝導率の低い材料から形成されていると示
した。
【０１７８】
このことによれば、フォルダ２４４は、該フォルダ２４４及び先端硬質部２４２を介して
、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等から光ファイバ２１０に付与されてしまう、撮像ユ
ニット２４３やＬＧ２６２等から放熱された熱を低減させることができることから、熱に
より光ファイバ２１０が熱変形することに伴ってＦＢＧ２４０に発生する歪みの量を、従
来よりも低減させることができる。即ち、データ処理回路２３１が、各ＦＢＧ２４０の歪
み量を、挿入部２０２の変形に伴う光ファイバ２１０の曲げ量に相当する歪み量よりも、
熱の影響により、多く測定してしすぎてしまうことを防ぐことができる。
【０１７９】
　また、本参考例においては、光ファイバ２１０の外周に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔
Ｍを有して、複数の保護部材２７０が被覆されて固定されていると示した。
【０１８０】
　このことによれば、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示しない
湾曲部の湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触して
しまうのが、保護部材２７０によって防がれることから、撮像ユニット２４３やＬＧ２６
２等から光ファイバ２１０に付与されてしまう、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等から
放熱された熱を低減させることができるため、光ファイバ２１０が熱変形することに伴っ
てＦＢＧ２４０に発生する歪みの量を、従来よりも低減させることができる。
【０１８１】
即ち、データ処理回路２３１が、各ＦＢＧ２４０の歪み量を、挿入部２０２の変形に伴う
光ファイバ２１０の曲げ量に相当する歪み量よりも、熱の影響により、多く測定してしす
ぎてしまうことを防ぐことができる。
【０１８２】
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　以上より、発熱部材から光ファイバ２１０に付与される熱による光ファイバ２１０の変
形を低減させることにより、挿入部２０２の形状検出精度を向上させることのできる内視
鏡２０１、内視鏡の形状検出システム１０００を提供することができる。
【０１８３】
　尚、以下、変形例を示す。 
　本参考例においては、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱による光ファ
イバ２１０の変形を、フォルダ２４４、保護部材２７０により低減させると示したが、こ
れに限らず、フォルダ２４４を熱伝導率の低い材料から形成することと保護部材２７０を
設けることとのいずれか一方のみによっても、本参考例よりも効果は落ちるが、撮像ユニ
ット２４３やＬＧ２６２から付与される熱による光ファイバ２１０の変形を従来よりも低
減させることができる。
【０１８４】
　尚、以下、別の変形例を、図３７、図３８を用いて示す。図３７は、図３３の挿入部の
先端側の内部の変形例の構成の概略を示す部分断面図、図３８は、図３７中のIIIXVIII-I
IIXVIII線に沿う断面図である。
【０１８５】
　本参考例においては、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱による光ファ
イバ２１０の変形を低減させるため、フォルダ２４４が、断熱材または発泡材等の熱伝導
率の低い材料から形成されているとともに、光ファイバ２１０に、設定間隔Ｍを有して複
数の保護部材２７０が固定されていると示した。
【０１８６】
これに加え、挿入部２０２の内周面に、光ファイバ２１０の一部を支持する支持部材２６
０が設けられることによっても、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱によ
る光ファイバ２１０の変形を低減させても構わない。
【０１８７】
具体的には、図３７、図３８に示すように、挿入部２０２の外皮２４５の内周面に設けら
れたブレード６７に、光ファイバ２１０の一部を被覆して支持することにより、光ファイ
バ２１０の径方向への位置決めを行うとともに、ＬＧ２６２や撮像ユニット２４３に対し
光ファイバ２１０を非接触とする支持部材２６０が設けられている。尚、支持部材２６０
も、ＦＢＧ２４０の歪み量を正確に検出する目的で、光ファイバ２１０のＦＢＧ２４０が
形成された位置以外の部位を支持している。
【０１８８】
支持部材２６０は、光ファイバ２１０の径方向への移動を規制することによって、挿入部
２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示しない湾曲部の湾曲に伴い、光ファ
イバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触してしまうのを防ぐことにより、
撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部から光ファイバ２１０に付与されてしまう熱
を低減させ、光ファイバ２１０に形成されたＦＢＧ２４０に熱によって発生する歪みの量
を低減させる低減部材を構成している。
【０１８９】
このことによれば、支持部材２６０が光ファイバ２１０の径方向への移動を規制すること
によって、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示しない湾曲部の湾
曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触してしまうのを
防ぐことにより、接触に伴い、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱部から光ファイ
バ２１０に付与されてしまう、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等から放熱された熱をよ
り低減させることができるため、光ファイバ２１０が熱変形することに伴ってＦＢＧ２４
０に発生する歪みの量を本参考例よりも低減させることができる。
【０１９０】
即ち、データ処理回路２３１が、各ＦＢＧ２４０の歪み量を、挿入部２０２の変形に伴う
光ファイバ２１０の曲げ量に相当する歪み量よりも、熱の影響により、多く測定してしす
ぎてしまうことを防ぐことができる。尚、その他の構成、効果は、上述した本参考例と同
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様である。
【０１９１】
また、図３７、図３８においては、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱に
よる光ファイバ２１０の変形を、フォルダ２４４、保護部材２７０、支持部材２６０によ
り低減させると示したが、これに限らず、支持部材２６０のみを設けることによっても、
図３７、図３８に示す構成よりも効果は落ちるが、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から
付与される熱による光ファイバ２１０の変形を従来よりも低減させることができる。
【０１９２】
　さらに、別の変形例を、図３９、図４０を用いて示す。図３９は、図３３の挿入部の先
端側の内部の図３７とは別の変形例の構成の概略を示す部分断面図、図４０は、図３９中
のIVX-IVX線に沿う断面図である。
【０１９３】
　本参考例においては、光ファイバ２１０の外周に、挿入方向Ｓに沿って設定間隔Ｍを有
して、複数の保護部材２７０が被覆されて固定されていると示した。
【０１９４】
　これに限らず、図３９、図４０に示すように、保護部材２７０の代わりに、光ファイバ
２１０の外周に、断熱性が高い材料、例えばゴムから形成された、ＬＧ２６２や撮像ユニ
ット２４３に対し光ファイバ２１０を非接触とする保護チューブ２４１が挿入方向Ｓに沿
って被覆されていても構わない。
【０１９５】
　保護チューブ２４１も、挿入部２０２の屈曲、または挿入部２０２に設けられた図示し
ない湾曲部の湾曲に伴い、光ファイバ２１０がＬＧ２６２や撮像ユニット２４３等に接触
してしまうのを防ぐことにより、接触に伴い、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２等の発熱
部から光ファイバ２１０に付与されてしまう熱を低減させ、光ファイバ２１０に形成され
たＦＢＧ２４０に熱によって発生する歪みの量を低減させる低減部材を構成している。尚
、その他の構成は、上述した参考例と同様である。
【０１９６】
このような構成によっても、上述した本参考例と同様の効果を得ることができる。また、
図３９、図４０に示す構成よりも効果が落ちるが、光ファイバ２１０の外周に保護チュー
ブ２４１を被覆するのみによっても、撮像ユニット２４３やＬＧ２６２から付与される熱
による光ファイバ２１０の熱変形を従来よりも低減させることができる。
【０１９７】
また、上述した参考例においては、光ファイバ２１０を用いることにより、内視鏡２０１
の挿入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず、被検部位に
挿入される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できるものであれば
、上述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えば内視鏡挿入部内に形
成された管空に挿入可能なプローブにおける挿入部に適用しても本参考例と同様の効果を
得ることができる。
【０１９８】
ところで、挿入部内には、上述したＦＢＧの他、被検部位を撮像する撮像ユニットや、被
検部位を照明する光源を供給するライトガイド（以下、ＬＧと称す）等が複数設けられて
いる。尚、撮像ユニットや、ＬＧは、駆動や光の導光に伴い発熱する発熱部材となってい
る。
【０１９９】
ここで、光ファイバは、周知のように、温度変化に伴って膨張収縮等、変形する性質を有
している。尚、光ファイバは、０．１℃単位の温度変化によっても各温度変化に応じた量
だけ変形することから、変形量を検出することによって、温度計として用いられる場合も
ある。
【０２００】
よって、上述した発熱部材が駆動に伴い発熱すると、挿入部内において発熱部材から放熱
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された熱が光ファイバに伝達されてしまい、挿入部の変形以外の要因においても光ファイ
バが変形してしまうといった問題があった。尚、光ファイバの変形は、挿入部を高温の被
検部位に挿入した場合、挿入部外から付与される熱によっても発生する。
【０２０１】
その結果、光ファイバに光を入光させ、ＦＢＧからの反射光を検出することによって、Ｆ
ＢＧの歪み量を検出することにより、挿入部の形状検出を行う場合、光ファイバは、熱の
付与によっても変形してしまうため、即ち、ＦＢＧは歪んでしまうため、検出したＦＢＧ
の歪み量と、実際の挿入部変形量とがずれてしまうといった問題があった。言い換えれば
、挿入部の形状検出精度が低下してしまうといった問題があった。
【０２０２】
尚、発熱部材からの発熱量は、内視鏡の種類によっても異なるため、即ち、光ファイバが
受ける熱の影響は、内視鏡の種類によっても異なるため、内視鏡の種類毎に、挿入部形状
の検出精度が異なるといった問題があった。
【０２０３】
以下、内視鏡の種類に応じて、挿入部の形状検出を精度良く行うできる内視鏡の形状検出
装置、内視鏡の形状検出システムを図４１～図４３を用いて示す。
【０２０４】
図４１は、本構成を示す内視鏡の形状検出システムを示す図、図４２は、図４１の内視鏡
コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部とともに拡大して示す図、図４３
は、図４１の形状検出装置の構成の概略を示すブロック図である。
【０２０５】
　図４１に示すように、内視鏡の形状検出システム１０００は、内視鏡２０１と、内視鏡
の形状検出装置（以下、単に形状検出装置と称す）２１１と、光源装置２１２と、ビデオ
プロセッサ２１３と、表示部であるモニタ２１４とにより主要部が構成されている。
【０２０６】
　内視鏡２０１は、被検部位に挿入される挿入部２０２と、該挿入部２０２の挿入方向基
端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた操作部２０３と、該操作部２０３から延出
したユニバーサルコード２０４と、該ユニバーサルコード２０４の延出端に設けられた内
視鏡コネクタ２０５とにより主要部が構成されている。
【０２０７】
　また、内視鏡２０１の挿入部２０２、操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視
鏡コネクタ２０５内に、少なくとも挿入部２０２の形状を検出する光ファイバ２１０が挿
通されている。
【０２０８】
　また、光ファイバ２１０の少なくとも挿入部２０２に挿通された部位に、挿入方向に沿
って設定間隔を有して、上述した複数のＦＢＧ（図示されず）が形成されている。尚、Ｆ
ＢＧは、光ファイバ２１０の操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視鏡コネクタ
２０５に挿通された部位にも形成されていても構わない。
【０２０９】
　図４１に示すように、内視鏡コネクタ２０５は、該内視鏡コネクタ２０５に設けられた
図４２に示す光源接続用コネクタ部２０５ｃが光源装置２１２に装着されることにより、
光源装置２１２に接続されている。
【０２１０】
尚、内視鏡コネクタ２０５内には、記録部であるＥＰＲＯＭ２０６を具備するスコープＩ
Ｄ基板２０９が設けられている。尚、ＥＰＲＯＭ２０６内には、内視鏡情報であるスコー
プＩＤが記録されている。
【０２１１】
光源装置２１２は、例えば内視鏡２０１内に挿通された図示しないＬＧに照明光を供給す
るものである。ＬＧに供給された照明光は、挿入部２０２の先端における先端面において
、ＬＧの先端に設けられた図示しない照明用レンズから被検部位に照射される。
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【０２１２】
また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ａが設けられており、該コネクタ部２
０５ａは、ビデオプロセッサ２１３に対し、ケーブル２０８を介して電気的に接続されて
いる。尚、ケーブル２０８内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通信
用信号線２１８の他、内視鏡２０１内に挿通された図示しない撮像ケーブルと電気的に接
続された撮像用リード線等が挿通されている。
【０２１３】
　ビデオプロセッサ２１３は、上述した撮像ケーブル、撮像用リード線を介して、挿入部
２０２の先端側に設けられた図示しないＣＣＤ等の撮像素子の撮像制御を行うとともに、
撮像素子によって撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うものである。
【０２１４】
　また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ｂが設けられており、コネクタ部２
０５ｂは、形状検出装置２１１のコネクタ部２１１ａと、ケーブル２０７を介して接続さ
れている。尚、コネクタ部２１１ａには、ケーブル２０７の延出端に設けられた装脱コネ
クタ部２０７ａが装脱自在となっている。
【０２１５】
ケーブル２０７内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通信用信号線２
１８や、光ファイバ２１０等が挿通されている。また、通信用信号線２１８の延出端及び
光ファイバ２１０の後端は、装脱コネクタ部２０７ａに固定されている。
【０２１６】
　モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３に対しケーブル２５０により電気的に接続さ
れているとともに、形状検出装置２１１に対しケーブル２１７により電気的に接続されて
いる。
【０２１７】
　また、モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３によって画像処理が施された内視鏡画
像が表示される他、形状検出装置２１１から出力された挿入部２０２の形状を示すスコー
プモデル２１６等が表示される。
【０２１８】
　図４３に示すように、形状検出装置２１１は、電源２２０と、光入力部であるチューナ
ブルレーザ２２１と、検出器２２２と、ビームスプリッタ２２３と、制御回路２３０とを
具備して主要部が構成されている。
【０２１９】
　電源２２０は、チューナブルレーザ２２１及び制御回路２３０に電源を供給するもので
あり、また、波長可変レーザであるチューナブルレーザ２２１は、ビームスプリッタ２２
３、コネクタ部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａを介して、光ファイバ２１０の後端側
から光ファイバ２１０に、レーザ光Ｂを入光するものである。
【０２２０】
　また、検出器２２２は、光ファイバ２１０に入光したレーザ光Ｂの各ＦＢＧからの反射
光Ｒを、装脱コネクタ部２０７ａ、コネクタ部２１１ａ、ビームスプリッタ２２３を介し
て検出するものである。
【０２２１】
　制御回路２３０は、歪み量測定部であるデータ処理回路２３１と、形状算出部である形
状算出回路２３２と、歪み量補正部である歪量補正回路２３３と、データ読み出し部であ
るデータ読み出し回路２３４と、表示回路２３５とにより主要部が構成されている。
【０２２２】
　データ処理回路２３１は、チューナブルレーザ２２１と検出器２２２とに電気的に接続
されており、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各ＦＢＧの歪み量を測定す
るものである。
【０２２３】
　歪量補正回路２３３は、データ処理回路２３１及びデータ読み出し回路２３４と電気的
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に接続されており、温度補正テーブル２３３ａを具備している。尚、温度補正テーブル２
３３ａは、内視鏡の種別や、動作モード、光量等、挿入部２０２の内部の温度変化に影響
を及ぼすパラメータの組み合わせ毎に、各ＦＢＧ位置での最適な歪量の補正量の情報を有
している。また、データ読み出し回路２３４は、コネクタ部２１１ａと電気的に接続され
ている。
【０２２４】
歪量補正回路２３３は、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧの歪み量を、
ＥＰＲＯＭ２０６に記録されているスコープＩＤをデータ読み出し回路２３４を介して読
み出して、ＦＢＧ毎または光ファイバ全体において、温度補正テーブル２３３ａを参照し
て補正するものである。
【０２２５】
言い換えれば、歪量補正回路２３３は、駆動により発熱する撮像ユニットや、光の導光に
より発熱するＬＧ等の発熱部から放熱された熱が、光ファイバ２１０に付与されることに
より、光ファイバ２１０が変形してしまう、即ち各ＦＢＧが歪んでしまうことを考慮して
、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧの歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６内の
スコープＩＤに基づいて、ＦＢＧ毎または光ファイバ全体において、温度補正テーブル２
３３ａを参照して、ＦＢＧに対し温度影響の無い歪み量に補正する。尚、具体的な補正方
法としては、ある基準温度時における光の周波数からずれた量を検出することにより、温
度補正テーブル２３３ａを参照にして、歪み量を補正する。
【０２２６】
　形状算出回路２３２は、歪量補正回路２３３に電気的に接続されており、歪量補正回路
２３３によって補正された歪み量より、挿入部２０２の形状を算出するものである。
【０２２７】
　表示回路２３５は、形状算出回路２３２と電気的に接続されており、形状算出回路２３
２によって算出された挿入部２０２の形状を、モニタ２１４に、スコープモデル２１６と
して表示するものである。
【０２２８】
このように、本構成においては、制御回路２３０の歪量補正回路２３３は、データ処理回
路２３１によって測定された各ＦＢＧの歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６に記録されているス
コープＩＤに基づいて、ＦＢＧ毎または光ファイバ全体において、温度補正テーブル２３
３ａを参照して補正すると示した。
【０２２９】
このことによれば、内視鏡の種類によって、撮像ユニットやＬＧから光ファイバ２１０に
付与される発熱量が異なったとしても、歪量補正回路２３３は、内視鏡の種類によって、
データ処理回路２３１において測定された各ＦＢＧの歪み量を、ＦＢＧ毎または光ファイ
バ全体において補正することから、正確に挿入部２０２の形状を検出することができる。
【０２３０】
以上から、内視鏡２０１の種類に応じて、挿入部２０２の形状検出を精度良く行うできる
内視鏡の形状検出装置２１１、内視鏡の形状検出システム１０００を提供することができ
る。
【０２３１】
　尚、以下、変形例を示す。 
　上述した本構成においては、光ファイバ２１０を用いることにより、内視鏡２０１の挿
入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず、被検部位に挿入
される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できるものであれば、上
述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えば内視鏡挿入部内に形成さ
れた管空に挿入可能なプローブの挿入部に適用しても本参考例と同様の効果を得ることが
できる。
【０２３２】
　さらに、本構成においては、温度補正テーブル２３３ａは、歪量補正回路２３３が具備
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していると示したが、これに限らず、ＥＰＲＯＭ２０６が具備していても構わない。
【０２３３】
（第７参考例）
ところで、特開２００４－２５１７７９号公報に開示された光ファイバの先端側は、内視
鏡の挿入部の先端側の内部、具体的には、内部に設けられた先端硬質部に対しフォルダ等
を介して固定されることにより、挿入部内に挿通されている。
【０２３４】
また、挿入部の形状を検出するため光ファイバ内に入光された光は、全てがＦＢＧによっ
て反射されるわけではなく、一部の光は、ＦＢＧを通過して光ファイバの先端まで導光さ
れる。
【０２３５】
この際、光ファイバの先端から出射されたＦＢＧを通過した通過光は、挿入部の先端側の
内部に出射されるが、該出射された通過光が、フォルダによって反射され、光ファイバの
先端に戻り光として入光されてしまうと、ＦＢＧからの反射光を用いたＦＢＧの歪み量の
検出を行う際、反射光に戻り光が混入してしまうことにより、歪み量の検出精度が低下し
てしまう、即ち、挿入部の形状検出精度が低下してしまうといった問題があった。
【０２３６】
尚、以上のことは、内視鏡の挿入部に限らず、内視鏡挿入部内に形成された管空に挿入可
能なプローブの挿入部であっても同様である。
【０２３７】
以下、光ファイバの先端から出射された光が再度光ファイバに入光してしまうことを防ぐ
ことにより、挿入部の形状検出を正確に行うことができる構成を有する内視鏡、内視鏡の
形状検出システム、プローブ、プローブの形状検出システムを示す。
【０２３８】
この第７参考例の内視鏡の形状検出システムの構成は、上述した図３３～図４３に示した
第６参考例の内視鏡の形状検出システムの構成と比して、光ファイバの先端を先端硬質部
に固定するフォルダの有底穴の形状が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第６参
考例と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２３９】
　図４４は、内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断面図、図４５は、
図４４中のIVXV-IVXV線に沿う断面図、図４６は、図４４の光ファイバの先端側を固定す
る固定部材を拡大して光ファイバとともに示す部分断面図である。
【０２４０】
　図４４に示すように、挿入部２０２の先端側の外皮２４５によって覆われた内部に、光
ファイバ２１０が保護チューブ２４１によって被覆された状態で挿通されており、光ファ
イバ２１０の先端側は、挿入部２０２の先端の内部に設けられた先端硬質部２４２に、固
定部材であるフォルダ２４４を介して固定されている。尚、フォルダ２４４は、先端硬質
部２４２に対し、挿入部２０２の外周方向から挿入された止めネジ２６９によって固定さ
れている。
【０２４１】
　図４６に示すように、フォルダ２４４には、光ファイバ２１０の先端側が挿通されて固
定される挿入方向Ｓに沿った有底穴２４４ｉが形成されており、フォルダ２４４の基端側
に設けられた有底穴２４４ｉの開口は、光ファイバ２１０のＦＢＧ２４０を通過して先端
２１０ｓから出射されたレーザ光Ｂの通過光Ｍが、有底穴２４４ｉから、挿入部２０２の
内部へと出射される際の出射口２４４ｈを構成している。
【０２４２】
尚、出射口２４４ｈは、図４４に示すように、先端硬質部２４２に設けられた後述する撮
像ユニット２４３よりも、後端側に位置している。これは、出射口２４４ｈから出射され
た通過光Ｍが、撮像ユニット２４３に進入してしまうことを防ぐことにより、撮像ユニッ
ト２４３によって撮像された撮像画像に画像乱れが発生してしまうのを防ぐためである。
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【０２４３】
　図４６に戻って、フォルダ２４４の有底穴２４４ｉにおいて、光ファイバ２１０の先端
２１０ｓに対向する対向面２４４ｔは、光ファイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し
、設定角度θ傾いた、断面略Ｖ字状を有している。
【０２４４】
また、対向面２４４ｔに鏡面加工が施されることにより、先端２１０ｓから出射された通
過光Ｍを、光ファイバ２１０外へと導く入射防止手段である鏡面膜２７１が、対向面２４
４ｔに形成されている。
【０２４５】
　尚、鏡面膜２７１は、対向面２４４ｔに形成されていることにより、鏡面膜２７１も光
ファイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し、設定角度θ傾いていることから、先端２
１０ｓから出射された通過光Ｍを、先端２１０ｓ以外の方向に反射することができる。こ
のため、鏡面膜２７１は、先端２１０ｓから出射された通過光Ｍを、有底穴２４４ｉから
、出射口２４４ｈを介して挿入部２０２の先端側の内部に出射させる機能を有している。
【０２４６】
　また、挿入部２０２の外皮２４５によって覆われた内部には、図４５に示すように、光
ファイバ２１０の他、撮像ケーブル２６１や、ライトガイド２６２の他、流体供給用のチ
ャンネル２６３ｒが内部に形成されたチャンネルチューブ２６３等が挿通されている。
【０２４７】
撮像ケーブル２６１の先端は、先端硬質部２４２に設けられた撮像ユニット２４３に電気
的に接続されている。また、ライトガイド２６２の先端は、先端硬質部２４２に設けられ
た図示しない照明用レンズに近接するとともに対向して位置するよう先端硬質部２４２に
固定されており、さらに、チャンネル２６３ｒは、先端硬質部２４２の先端面に開口して
いる。
【０２４８】
尚、挿入部２０２の内部には、その他の部材も挿通されているとともに、様々な部材が配
設されているが、周知であるため、その説明は省略する。
【０２４９】
このように、本参考例においては、光ファイバ２１０の先端２１０ｓを先端硬質部２４２
に固定するフォルダ２４４の有底穴２４４ｉにおいて、光ファイバ２１０の先端２１０ｓ
に対向する対向面２４４ｔが、光ファイバ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し、設定角
度θ傾いた、断面略Ｖ字状を有しており、対向面２４４ｔに鏡面膜２７１が形成されてい
ると示した。
【０２５０】
また、フォルダ２４４の基端側に、フォルダ２４４の有底穴２４４ｉからフォルダ２４４
外に通過光Ｍを出射する出射口２４４ｈが形成されていると示した。
【０２５１】
このことによれば、図４６に示すように、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射され
たＦＢＧ２４０を通過した通過光Ｍは、鏡面膜２７１によって、先端２１０ｓ以外の方向
に反射され、該反射された通過光Ｍは、出射口２４４ｈから、挿入部２０２の内部に出射
されることから、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが、再度先端
２１０ｓから光ファイバ２１０内に戻り光として進入してしまい、検出器２２２が、戻り
光を検出してしまうことにより、ＦＢＧ２４０の歪量を誤検出してしまうことを防ぐこと
ができる。即ち、挿入部２０２の形状検出精度が低下してしまうことを防ぐことができる
。
【０２５２】
以上から、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが再度光ファイバ２
１０に入光してしまうことを防ぐことにより、挿入部２０２の形状検出を正確に行うこと
ができる構成を有する内視鏡、内視鏡の形状検出システムを提供することができる。
【０２５３】
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尚、本参考例においては、フォルダ２４４の対向面２４４ｔは、断面略Ｖ字状に形成され
ていると示したが、これに限らず、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された透過
光Ｍが、先端２１０ｓに入光しないよう透過光Ｍを反射させる形状であれば、曲率面等、
どのような形状に形成されていても構わないということは勿論である。
【０２５４】
（第８参考例）
　図４７は、本参考例を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成の概略を示す部分断面
図、図４８は、図４７の光ファイバの先端側を固定する固定部材を拡大して光ファイバと
ともに示す部分断面図である。
【０２５５】
　この第８参考例の内視鏡の構成は、上述した図４４～図４６に示した第７参考例の内視
鏡と比して、フォルダに設けられた入射防止手段が、鏡面膜ではなくプリズムから構成さ
れている点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第７参考例と同様の構成には同
じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２５６】
　図４７、図４８に示すように、フォルダ２４４の有底穴２４４ｉにおいて、光ファイバ
２１０の先端２１０ｓに対向する対向面２４４ｔは、上述した第１参考例同様、光ファイ
バ２１０の先端２１０ｓの先端面に対し、設定角度θ傾いた、断面略Ｖ字状を有している
。尚、本参考例においても、対向面２４４ｔの形状は、断面略Ｖ字状に限定されない。
【０２５７】
また、対向面２４４ｔに、先端２１０ｓから出射された通過光Ｍを、先端２１０ｓから通
過光Ｍを出射した光ファイバ２１０外へと導く入射防止手段であるプリズム２７３が設け
られている。尚、その他の構成は、上述した第１参考例と同様である。
【０２５８】
このような構成によれば、図４８に示すように、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出
射されたＦＢＧ２４０を通過した通過光Ｍは、プリズム２７３によって、先端２１０ｓ以
外の方向に反射され、該反射された通過光Ｍは、出射口２４４ｈから、挿入部２０２の内
部に出射されることから、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが、
再度先端２１０ｓから光ファイバ２１０内に戻り光として進入してしまい、検出器２２２
が、戻り光を検出してしまうことにより、ＦＢＧ２４０の歪量を誤検出してしまうことを
防ぐことができる。即ち、挿入部２０２の形状検出精度が低下してしまうことを防ぐこと
ができる。
【０２５９】
以上から、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが再度光ファイバ２
１０に入光してしまうことを防ぐことにより、挿入部２０２の形状検出を正確に行うこと
ができる構成を有する内視鏡、内視鏡の形状検出システムを提供することができる。
【０２６０】
（第９参考例）
　図４９は、本参考例を示す内視鏡の挿入部の先端側の内部の構成を、概略的に示す部分
断面図である。
【０２６１】
　この参考例の内視鏡の構成は、上述した図４４～図４６に示した第７参考例の内視鏡や
、図４７、図４８に示した第８参考例の内視鏡と比して、フォルダに設けられた入射防止
手段が、鏡面膜やプリズムではなく、反射ミラーから構成されている点が異なる。よって
、この相違点のみを説明し、第７、第８参考例と同様の構成には同じ符号を付し、その説
明は省略する。
【０２６２】
　図４９に示すように、挿入部２０２の外皮２４５によって覆われた内部に、上述した一
方の光ファイバである光ファイバ２１０の他、他方の光ファイバである戻り光用光ファイ
バ（以下、単に光ファイバと称す）２８０が、光ファイバ２１０に並んで挿通されている
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。尚、光ファイバ２８０の基端は、挿入部２０２または操作部２０３内等において開口さ
れている。
【０２６３】
　また、光ファイバ２１０、２８０の各先端２１０ｓ、２８０ｓを、先端硬質部２４２に
固定するフォルダ２８４の図示しない有底穴において、光ファイバ２１０、２８０の各先
端２１０ｓ、２８０ｓに対向する対向面２８４ｔは、上述した第１、第２参考例同様、光
ファイバ２１０、２８０の各先端２１０ｓ、２８０ｓの先端面に対し、設定角度θ傾いた
、断面略Ｖ字状を有している。尚、本参考例においても、対向面２８４ｔの形状は、断面
略Ｖ字状に限定されない。
【０２６４】
また、対向面２８４ｔに、先端２１０ｓから出射された通過光Ｍを、光ファイバ２１０外
へと導く、具体的には、出射口２８４ｈを介して、光ファイバ２８０の先端２８０ｓへと
導く入射防止手段である反射ミラー２８１が設けられている。尚、本参考例においても、
出射口２８４ｈは、撮像ユニット２４３よりも挿入方向Ｓの後端側に位置している。また
、その他の構成は、上述した第１参考例と同様である。
【０２６５】
このような構成によれば、図４９に示すように、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出
射されたＦＢＧ２４０を通過した通過光Ｍは、反射ミラー２８１によって、先端２１０ｓ
以外の方向、具体的には、出射口２８４ｈを介して光ファイバ２８０の先端２８０ｓに反
射され、該反射された通過光Ｍは、光ファイバ２８０内に出射され、基端側から挿入部２
０２または操作部２０３内に出射される。
【０２６６】
このことから、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが、再度先端２
１０ｓから光ファイバ２１０内に戻り光として進入してしまい、検出器２２２が、戻り光
を検出してしまうことにより、ＦＢＧ２４０の歪量を誤検出してしまうことを防ぐことが
できる。即ち、挿入部２０２の形状検出精度が低下してしまうことを防ぐことができる。
【０２６７】
以上から、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射された通過光Ｍが再度光ファイバ２
１０に入光してしまうことを防ぐことにより、挿入部２０２の形状検出を正確に行うこと
ができる構成を有する内視鏡１、内視鏡の形状検出システム１００を提供することができ
る。
【０２６８】
　尚、以下、変形例を示す。 
　上述した第１～第２参考例および本願発明の実施の形態においては、光ファイバ２１０
の先端２１０ｓから出射した通過光Ｍが、再度光ファイバ２１０の先端２１０ｓに入光し
ないように、フォルダ２４４の対向面２４４ｔに鏡面膜２７１が形成されている、または
フォルダ２４４の対向面２４４ｔにプリズム２７３が設けられている、あるいは、フォル
ダ２８４の対向面２８４ｔに反射ミラー２８１が設けられていると示した。
【０２６９】
　これらに限らず、フォルダ２４４、２８４の対向面２４４ｔ、２８４ｔに、出射光拡散
部材が設けられていたり、光ファイバ２１０の先端２１０ｓから出射した通過光Ｍを拡散
させる凹凸が形成されていたりしても、光ファイバ２１０の先端２１０ｓに、該先端２１
０ｓから出射した通過光Ｍが戻り光として入光してしまうことを防ぐことができる。
【０２７０】
　また、上述した第７～第９参考例においては、光ファイバ２１０を用いることにより、
内視鏡１の挿入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず、被
検部位に挿入される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できるもの
であれば、上述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えば内視鏡挿入
部内に形成された管空に挿入可能なプローブにおける挿入部に適用しても本参考例と同様
の効果を得ることができる。
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【０２７１】
　さらに、上述した第７～第９参考例において示した入射防止手段の例としては、第７～
第９参考例において記載されてものに限らず、例えば光ファイバセンサ先端に対向する位
置を黒く塗るなどして、光ファイバセンサ先端から出射される光を吸収するように構成し
ても良い。
【０２７２】
（第１０参考例）
ところで、一般的に、光ファイバは細径に形成されており、また、光ファイバが挿入部に
挿通された構成においては、光ファイバはチューブ等により被覆されて保護されているの
みであることから、挿入部に対し繰り返しの曲げ応力が付与されてしまうと、光ファイバ
にも繰り返し曲げ応力が付与され、劣化に伴い光ファイバが折れてしまうといった問題が
あった。さらに、挿入部に対し急激な曲げ応力が付与されると、光ファイバが折れてしま
うといった問題があった。
【０２７３】
ここで、特開２００４－２５１７７９号公報に開示された構成においては、上述したよう
に、光ファイバの歪み量を検出し、挿入部の形状を操作者が認識することはできるが、光
ファイバが何回屈曲されたかを検出するとともに、屈曲された回数を操作者に告知する構
成を有していないことから、操作者は、光ファイバの劣化度合いや耐久性を予測すること
ができないといった問題があった。
【０２７４】
よって、操作者は、光ファイバの劣化に気付かずに使用し続けてしまうことから、使用中
に光ファイバが破損してしまう場合があり、この場合、検査等を中断しなければならず、
大変煩雑であるといった問題があった。
【０２７５】
さらには、特開２００４－２５１７７９号公報に開示された構成においては、操作者は、
挿入部の形状を目視で確認し、挿入部が曲げられ過ぎていないかは、操作者によって判断
されていたため、操作者は、挿入部に急激な曲げ応力が付与されていることに気付かずに
使用し続けてしまい、使用中に光ファイバが破損してしまう場合があるといった問題があ
った。
【０２７６】
よって、以下、使用中における光ファイバの破損を未然に防ぐことができる構成を有する
光ファイバ歪検出装置、医療器具の形状検出システム、光ファイバ歪検出方法を示す。
【０２７７】
この第１０参考例の内視鏡の形状検出システムの構成は、上述した図３３～図４３に示し
た第６参考例の内視鏡の形状検出システムの構成と比して、形状検出装置２１１が、光フ
ァイバにレーザ光を入光させ、光ファイバの各ＦＢＧからの反射光Ｒを検出し、該検出し
た反射光から各ＦＢＧの歪み量を測定するとともに、測定した歪み量が、第１の歪み量を
超過した回数をカウントし、カウントした超過回数が設定回数を超過した場合、モニタに
警告表示を行う点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第６参考例と同様の構成
には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０２７８】
　図５０は、本参考例を示す内視鏡の形状検出システムを示す図、図５１は、図５０の内
視鏡の挿入部の先端側の内部構成の概略を拡大して示す部分断面図、図５２は、図５０の
内視鏡コネクタの内部構成の概略をユニバーサルコードの一部とともに拡大して示す図で
ある。
【０２７９】
　図５０に示すように、内視鏡の形状検出システム２０００は、内視鏡２０１と、光ファ
イバ歪検出装置である内視鏡の形状検出装置（以下、単に形状検出装置と称す）２１１と
、光源装置２１２と、ビデオプロセッサ２１３と、表示部であるモニタ２１４とにより主
要部が構成されている。
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【０２８０】
　内視鏡２０１は、被検部位に挿入される挿入部２０２と、該挿入部２０２の挿入方向基
端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた操作部２０３と、該操作部２０３から延出
したユニバーサルコード２０４と、該ユニバーサルコード２０４の延出端に設けられた内
視鏡コネクタ２０５とにより主要部が構成されている。
【０２８１】
　また、内視鏡２０１の挿入部２０２、操作部２０３、ユニバーサルコード２０４、内視
鏡コネクタ２０５内に、少なくとも挿入部２０２の形状を検出する光ファイバ２１０が、
図５１に示すように、先端が挿入部２０２の挿入方向の先端側（以下、単に先端側と称す
）に固定されて挿通されている。
【０２８２】
　また、図５１に示すように、光ファイバ２１０の少なくとも挿入部２０２に挿通された
部位に、挿入方向に沿って設定間隔Ｋを有して、上述した複数のＦＢＧ２４０が形成され
ている。尚、ＦＢＧ２４０は、光ファイバ２１０の操作部２０３、ユニバーサルコード２
０４、内視鏡コネクタ２０５に挿通された部位にも形成されていても構わない。
【０２８３】
　図５０に示すように、内視鏡コネクタ２０５は、該内視鏡コネクタ２０５に設けられた
図５２に示す光源接続用コネクタ部２０５ｃが光源装置２１２に装着されることにより、
光源装置２１２に接続されている。尚、内視鏡コネクタ２０５内には、後述する超過回数
を書き込み可能な記録部であるＥＰＲＯＭ２０６を具備するスコープＩＤ基板２０９が設
けられている。尚、ＥＰＲＯＭ２０６内には、スコープＩＤが記録されている。
【０２８４】
光源装置２１２は、例えば内視鏡２０１内に挿通された図示しないライトガイドに照明光
を供給するものである。ライトガイドに供給された照明光は、挿入部の先端における先端
面において、ライトガイドの先端に設けられた図示しない照明用レンズから被検部位に照
射される。
【０２８５】
また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ａが設けられており、該コネクタ部２
０５ａは、ビデオプロセッサ２１３に対し、ケーブル２０８を介して電気的に接続されて
いる。尚、ケーブル２０８内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通信
用信号線２１８の他、内視鏡２０１内に挿通された図示しない撮像ケーブル等が挿通され
ている。
【０２８６】
　ビデオプロセッサ２１３は、上述した撮像ケーブル等を介して、挿入部２０２の先端側
に設けられた図示しないＣＣＤ等の撮像素子の撮像制御を行うとともに、撮像素子によっ
て撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うものである。
【０２８７】
　また、内視鏡コネクタ２０５に、コネクタ部２０５ｂが設けられており、コネクタ部２
０５ｂは、形状検出装置２１１のコネクタ部２１１ａと、ケーブル２０７を介して接続さ
れている。尚、コネクタ部２１１ａには、ケーブル２０７の延出端に設けられた装脱コネ
クタ部２０７ａが装脱自在となっている。
【０２８８】
ケーブル２０７内には、スコープＩＤ基板２０９から延出した、後述する通信用信号線２
１８や、光ファイバ２１０等が挿通されている。また、通信用信号線２１８の延出端及び
光ファイバ２１０の後端は、装脱コネクタ部２０７ａに固定されている。
【０２８９】
　モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３に対しケーブル２５０により電気的に接続さ
れているとともに、形状検出装置２１１に対しケーブル２１７により電気的に接続されて
いる。
【０２９０】
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　また、モニタ２１４は、ビデオプロセッサ２１３によって画像処理が施された内視鏡画
像が表示される他、形状検出装置２１１から出力された、後述する挿入部２０２に関する
警告を示す警告表示２１５や、挿入部２０２の形状を示すスコープモデル２１６等が表示
される。
【０２９１】
　次に、図５３を用いて、形状検出装置２１１の構成を説明する。図５３は、図５０の形
状検出装置の構成の概略を示すブロック図である。
【０２９２】
　図５３に示すように、形状検出装置２１１は、電源２２０と、光入力部であるチューナ
ブルレーザ２２１と、検出器２２２と、ビームスプリッタ２２３と、制御回路２３０とを
具備して主要部が構成されている。
【０２９３】
　電源２２０は、チューナブルレーザ２２１及び制御回路２３０に電源を供給するもので
あり、また、波長可変レーザであるチューナブルレーザ２２１は、ビームスプリッタ２２
３、コネクタ部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａを介して、光ファイバ２１０の後端側
から光ファイバ２１０に、レーザ光Ｂを入光するものである。
【０２９４】
　また、検出器２２２は、光ファイバ２１０に入光したレーザ光Ｂの各ＦＢＧ２４０から
の反射光Ｒを、装脱コネクタ部２０７ａ、コネクタ部２１１ａ、ビームスプリッタ２２３
を介して検出するものである。
【０２９５】
　制御回路２３０は、歪み量測定部であるデータ処理回路２３１と、形状算出部である形
状算出回路２３２と、判定部及びカウント部である歪量判定／カウント回路２３３と、Ｅ
ＰＲＯＭ２０６への書き込みまたは読み出しを行うデータ読み書き部であるデータ読み書
き／データ読み出し回路２３４と、警告部である表示回路２３５とにより主要部が構成さ
れている。
【０２９６】
　データ処理回路２３１は、チューナブルレーザ２２１と検出器２２２とに電気的に接続
されており、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各ＦＢＧ２４０の歪み量を
測定するものである。
【０２９７】
　形状算出回路２３２は、データ処理回路２３１及び表示回路２３５に電気的に接続され
ており、データ処理回路２３１によって測定された各ＦＢＧ２４０の歪み量から、挿入部
２０２の形状を算出するものである。
【０２９８】
　歪量判定／カウント回路２３３は、データ処理回路２３１、データ読み書き／データ読
み出し回路２３４、表示回路２３５と電気的に接続されており、データ処理回路２３１に
よって測定された歪み量が、第１の歪み量を超過したかを判定するとともに、超過した場
合は、超過回数をカウントするものである。尚、第２の歪み量は、光ファイバ２１０が破
損することのない歪み量に設定されている。
【０２９９】
　データ読み書き／データ読み出し回路２３４は、コネクタ部２１１ａに電気的に接続さ
れており、歪量判定／カウント回路２３３によってカウントされた超過回数を、コネクタ
部２１１ａ、装脱コネクタ部２０７ａ、通信用信号線２１８を介して、ＥＰＲＯＭ２０６
に書き込むのと、ＥＰＲＯＭ２０６から読み出すのとのいずれかを行うものである。
【０３００】
　表示回路２３５は、歪量判定／カウント回路２３３によって、超過回数が設定回数以上
であると判定された場合に、ケーブル２１７を介してモニタ２１４に、警告表示２１５を
行う他、形状算出回路２３２によって算出された挿入部２０２の形状を、モニタ２１４に
、スコープモデル２１６として表示するものである。
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【０３０１】
　次に、本参考例の作用について、上述した図５３及び図５４を用いて説明する。図５４
は、図５０の形状検出装置が行う超過回数検出方法を示すフローチャートである。尚、形
状検出装置２１１が、挿入部２０２の形状をモニタ２１４にスコープモデル２１６として
表示する際の作用については、周知のため、その説明は省略する。
【０３０２】
　図５４に示すように、先ず、挿入部２０２の形状検出を行うため、ステップＳ５１にお
いて、光ファイバ２１０内にレーザ光Ｂが、チューナブルレーザ２２１から入光される。
【０３０３】
　次いで、ステップＳ５２において、チューナブルレーザ２２１から光ファイバ２１０内
に入光したレーザ光Ｂの、光ファイバ２１０に形成された各ＦＢＧ２４０からの反射光Ｒ
が、検出器２２２によって検出される。
【０３０４】
　その後、ステップＳ５３において、検出器２２２によって検出された反射光Ｒから、各
ＦＢＧ２４０の歪み量が、データ処理回路２３１により測定される。
【０３０５】
　次いで、ステップＳ５４において、データ処理回路２３１によって測定された歪み量が
、第１の歪み量を超過したかが、歪量判定／カウント回路２３３によって判定される。デ
ータ処理回路２３１によって測定された歪み量が、第１の歪み量を超過した場合は、ステ
ップＳ５５に移行し、歪量判定／カウント回路２３３によって、超過回数がカウントされ
る。
【０３０６】
　その後、ステップＳ５６において、歪量判定／カウント回路２３３によってカウントさ
れた超過回数が、データ読み書き／データ読み出し回路２３４によって、コネクタ部２１
１ａ、装脱コネクタ部２０７ａ、通信用信号線２１８を介して、ＥＰＲＯＭ２０６に書き
込まれる。即ち、記録される。
【０３０７】
　次いで、ステップＳ５７において、データ読み書き／データ読み出し回路２３４によっ
て、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込まれている超過回数が読み出されるとともに、続くステッ
プＳ５８において、歪量判定／カウント回路２３３によって、超過回数が、設定回数を超
過したかが判定される。
【０３０８】
超過回数が設定回数を超過した場合には、即ち、光ファイバ２１０が、設定量よりも多い
量曲げられた回数が、設定回数を超過した場合には、光ファイバ２１０は劣化していると
判定され、ステップＳ５９において、表示回路２３５によって、ケーブル２１７を介して
、モニタ２１４に警告信号が出力され、モニタ２１４に、警告表示２１５が表示される。
【０３０９】
このように、本参考例においては、形状検出装置２１１は、光ファイバ２１０にレーザ光
Ｂを入光させ、光ファイバ２１０の各ＦＢＧ２４０からの反射光Ｒを検出し、該検出した
反射光Ｒから各ＦＢＧ２４０の歪み量を測定するとともに、測定した歪み量が、第１の歪
み量を超過した回数をカウントし、カウントした超過回数が設定回数を超過した場合、モ
ニタ２１４に警告表示２１５を行うと示した。
【０３１０】
このことによれば、挿入部２０２に繰り返し曲げ応力が付与されることにより、光ファイ
バ２１０が、設定量以上、繰り返し曲げられることによって、光ファイバ２１０が劣化し
てしまったとしても、設定量以上、設定回数を超えて光ファイバ２１０が曲げられた場合
には、モニタ２１４に警告表示２１５が表示されることから、操作者は、繰り返しの曲げ
応力が付与されることに伴う光ファイバ２１０の劣化を、警告表示２１５から容易に認識
することができる。
【０３１１】
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よって、操作者は、光ファイバ２１０の劣化度合いや耐久性を予測することができること
から、破損する前において、未然に光ファイバ２１０を交換することができるため、検査
中に、光ファイバ２１０が折れてしまい、検査が中断してしまうことを防ぐことができる
。
【０３１２】
以上から、使用中における光ファイバ２１０の破損を未然に防ぐことができる構成を有す
る形状検出装置２１１、内視鏡２０１の形状検出システム２０００、内視鏡２０１の形状
検出方法を提供することができる。
【０３１３】
（第１１参考例）
　図５５は、本参考例における形状検出装置の異常歪み量検出方法を示したフローチャー
トである。
【０３１４】
　この第１１参考例の形状検出装置の構成は、上述した図５０～図５３に示した第１０参
考例の形状検出装置と比して、歪量判定／カウント回路２３３は、測定した歪み量が第１
の歪み量を超過した回数をカウントするのみならず、測定した歪み量が第２の歪み量を超
過したかを判定する点と、測定した歪み量が第２の歪み量を超過した場合も、表示回路２
３５は、警告信号を出力する点と、第２の歪み量を超過した場合、データ読み書き／デー
タ読み出し回路２３４は、超過した歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込む点が異なる。
尚、内視鏡の形状検出システム２０００の構成は、上述した第１０参考例と同様である。
よって、この相違点のみを説明し、第１０参考例と同様の構成には同じ符号を付し、その
説明は省略する。
【０３１５】
　本参考例においては、歪量判定／カウント回路２３３は、データ処理回路２３１によっ
て測定された歪み量が、第１の歪み量を超過したかを判定し、超過回数をカウントするの
みならず、測定された歪み量が、異常歪み量である第２の歪み量を超過したかを判定する
機能も有している。尚、第２の歪み量は、第１の歪み量と同じ量であっても、異なってい
ても構わない。また、第２の歪み量も、光ファイバ２１０が破損することのない歪み量に
設定されている。
【０３１６】
　また、表示回路２３５は、測定した歪み量が第１の歪み量を超過した超過回数が、設定
回数以上になったとき、モニタ２１４に警告表示２１５を表示するのみならず、測定した
歪み量が、第２の歪み量を超過した都度、モニタ２１４に警告表示２１５を表示する機能
を有している。
【０３１７】
　さらに、データ読み書き／データ読み出し回路２３４は、測定した歪み量が、第１の歪
み量を超過した超過回数を、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込むとともに、ＥＰＲＯＭ２０６内
の超過回数を読み出すのみならず、測定した歪み量が、第２の歪み量を超過した場合、超
過した歪み量を、ＥＰＲＯＭ２０６に書き込む機能を有している。
【０３１８】
　次に、本参考例の作用について、上述した図５３及び図５５を用いて説明する。尚、以
下に示す作用は、上述した図５４のステップＳ５１～ステップＳ５９までと同時に行われ
る。
【０３１９】
　先ず、ステップＳ５１～ステップＳ５３においては、上述した第１０参考例と同様に、
チューナブルレーザ２２１から光ファイバ２１０内に入光されたレーザ光Ｂの、各ＦＢＧ
２４０からの反射光Ｒが検出器２２２によって検出され、データ処理回路２３１によって
、各ＦＢＧ２４０の歪み量が測定される。
【０３２０】
　次いで、ステップＳ６５において、測定された歪み量が、異常歪み量である第２の歪み
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量を超過したかが、歪量判定／カウント回路２３３により判定される。測定された歪み量
が、第２の歪み量を超過しておれば、即ち、挿入部２０２に急激な曲げ応力が付与され、
挿入部２０２が急激に曲げられた場合には、ステップＳ６６に移行し、表示回路２３５か
ら、ケーブル２１７を介してモニタ２１４に警告表示２１５が表示される。
【０３２１】
　その後、ステップＳ６７において、データ読み書き／データ読み出し回路２３４は、Ｅ
ＰＲＯＭ２０６に、第２の歪み量を超過した歪み量を書き込む。
【０３２２】
　このように、本参考例においては、形状検出装置２１１は、測定された歪み量が、第２
の歪み量を超過した都度、モニタ２１４に警告表示２１５を行うと示した。
【０３２３】
このことによれば、操作者は、使用中に、光ファイバ２１０に急激な曲げ応力が付与され
たことを容易に認識することができることから、操作者は、光ファイバ２１０に急激な曲
げ応力が付与されていることに気付かずに使用し続けてしまい、使用中に、さらに大きな
曲げ応力が光ファイバ２１０に付与され、光ファイバ２１０が破損してしまうことを防ぐ
ことができる。即ち、操作者は、使用中に、警告表示２１５から、これ以上、光ファイバ
２１０が曲げられると光ファイバ２１０が破損してしまうことを容易に認識することがで
きる。
【０３２４】
以上から、本参考例においても、使用中における光ファイバ２１０の破損を未然に防ぐこ
とができる構成を有する形状検出装置２１１、内視鏡２０１の形状検出システム２０００
、内視鏡２０１の形状検出方法を提供することができる。尚、その他の効果は、上述した
第１０参考例と同様である。
【０３２５】
　尚、以下、変形例を示す。 
　上述した第１及び第２参考例においては、光ファイバ２１０を用いることにより、内視
鏡２０１の挿入部２０２の形状を検出する場合を例に挙げて示したが、これに限らず、被
検部位に挿入される挿入部を有するものであって、挿入部に光ファイバを挿通できるもの
であれば、上述した挿入部の形状検出構成を、内視鏡以外の他の器具、例えばプローブ等
に適用しても本参考例と同様の効果を得ることができる。
【０３２６】
　また、第１０及び第１１参考例においては、形状検出装置２１１は、測定した各ＦＢＧ
２４０の歪み量が、第１の歪み量を超過した超過回数が、設定回数以上となった場合や、
測定した各ＦＢＧ２４０の歪み量が、第２の歪み量を超過した場合、該旨を操作者に告知
するため、モニタ２１４に警告表示２１５を表示すると示した。
【０３２７】
これに限らず、形状検出装置２１１は、該形状検出装置２１１に設けられた図示しないラ
ンプを点灯させることにより警告を行っても構わないし、形状検出装置２１１に設けられ
た図示しないモニタに、文字表示により警告を行っても構わないし、音声や警告音を発す
ることにより、警告を行っても構わない。
【０３２８】
　尚、警告を行わずに、メンテナンスの際、メンテナンスを行うサービスマンが、ＥＰＲ
ＯＭ２０６から超過回数や、第２の歪み量を超過した歪み量を読み出すことにより、光フ
ァイバ２１０の劣化を認識し、光ファイバ２１０の交換を行う構成であっても構わない。
【０３２９】
　さらに、本参考例においては、測定した各ＦＢＧ２４０の歪み量が、第１の歪み量を超
過した超過した場合、超過回数を、内視鏡２０１の内視鏡コネクタ２０５に設けられたＥ
ＰＲＯＭ２０６に書き込み、また、測定した各ＦＢＧ２４０の歪み量が、第２の歪み量を
超過した超過した場合、超過した歪み量を、内視鏡２０１の内視鏡コネクタ２０５に設け
られたＥＰＲＯＭ２０６に書き込むと示した。
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【０３３０】
　これに限らず、形状検出装置２１１内に、別途メモリを設け、該メモリに、内視鏡２０
１のスコープＩＤ毎に、超過回数や、第２の歪み量を超過した歪み量を記録しても構わな
いということは勿論である。
【０３３１】
また、以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態に限定されるものでは
なく、本発明の精神を逸脱しない範囲で幾多の変化がなしえることは勿論である。
【０３３２】
　また、以上詳述した如く、本発明の実施形態によれば、以下の如き構成を得ることがで
きる。即ち、
（１）被検体の内部に挿入する挿入体に配設し、前記挿入体の歪みを検出する歪み検出部
を複数形成した歪み検出手段と、
　前記歪み検出手段の検出結果に基づき、所定の位置を原点とする第１の３次元座標系に
て、それぞれの前記歪み検出部の第１の３次元座標を算出する座標算出手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を基に、第２の座標系を設定する座
標系設定手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第１の３次元座標を、前記座標系設定手段により設定
された第２の３次元座標系における第２の３次元座標に変換する座標変換手段と、
　前記座標変換手段により変換された第２の３次元座標に基づき、前記挿入体の２次元形
状を算出する形状算出手段と、
　を有することを特徴とする医療機器。
【０３３３】
（２）前記座標系設定手段は、
　前記それぞれの歪み検出部との距離の２乗和が最小である平面を算出し、
　前記それぞれの歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記平面の法線方向に基づいて前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする付記１
に記載の医療機器。
【０３３４】
（３）前記座標系設定手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記平
面の法線方向を、軸方向とする前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする付記
２に記載の医療機器。
【０３３５】
（４）前記挿入体が、重力方向を検出する重力検出手段を有し、
　前記座標系設定手段は、
　前記重力検出手段により得られた前記重力方向を法線とする平面を算出し、
　それぞれの前記歪み検出部の前記平面上への投影点の、重心位置、分布方向、および前
記重力方向に基づいて前記座標系設定を設定することを特徴とする付記１に記載の医療機
器。
【０３３６】
（５）前記座標系設定手段は、前記重心位置を原点とし、前記分布方向、および、前記重
力方向を、軸方向とする前記第２の３次元座標系を設定することを特徴とする付記４に記
載の医療機器。
【０３３７】
（６）前記歪み検出手段が、所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成さ
れているプローブであり、前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位
置とすることを特徴とする付記１から付記５のいずれか１項に記載の医療機器。
【０３３８】
（７）前記歪み検出手段が、軸方向の同位置に前記歪み検出部であるファイバブラッググ
レーティングセンサ部が形成されている３本以上の光ファイバセンサを有するプローブで
あり、
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　前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量から、前記ファイバブラッググレー
ティングセンサ部の歪みを測定することを特徴とする付記１から付記６のいずれか１項に
記載の医療機器。
【０３３９】
（８）前記挿入体が内視鏡の挿入部であることを特徴とする付記１から付記７のいずれか
１項に記載の医療機器。
【０３４０】
（９）被検体の内部に挿入するための挿入体に、前記挿入体の歪みを検出する歪み検出部
を複数設けたプローブである歪み検出手段と、
　前記歪み検出手段の検出結果に基づき、任意の座標系にて、それぞれの前記歪み検出部
の第１の座標を算出する座標算出手段と、
　所定の基準点を原点とする基準座標系を設定する基準座標系設定手段と、
　前記座標算出手段により算出された前記任意の座標系上の前記第１の座標を、前記基準
座標系設定手段により設定された基準座標系上の第２の座標に変換する座標変換手段と、
　前記それぞれの歪み検出部の前記第２の座標を基に、前記挿入体の形状を算出する形状
算出手段と、
　を有することを特徴とする医療機器。
【０３４１】
（１０）前記挿入体が、移動センサが配設された操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記基準点が前記移動センサの初期位置であることを特徴とする付記９に記載の医療機
器。
【０３４２】
（１１）前記移動センサが、加速度センサおよびジャイロスコープであることを特徴とす
る付記１０に記載の医療機器。
【０３４３】
（１２）磁界を発生する磁界発生手段をさらに有し、
　前記挿入体が、磁界センサが配設された操作部を有する内視鏡の挿入部であり、
　前記基準点が前記磁界発生手段の位置であることを特徴とする付記９に記載の医療機器
。
【０３４４】
（１３）前記複数の歪み検出部を有する前記挿入体に配設された第１のセンサプローブと
、
　少なくとも３個の前記歪み検出部が配設されたマーカ部を端部に有する、複数の前記歪
み検出部が配設された第２のセンサプローブと、
　前記第１のセンサプローブの基端部側の端部と、前記マーカ部が配設された前記端部と
は異なる前記第２のセンサプローブの端部とが接続される本体部とを有し、
　前記基準点が、前記マーカ部に配設された３個の前記歪み検出部が含まれる平面上にあ
ることを特徴とする付記９に記載の医療機器。
【０３４５】
（１４）前記マーカ部が前記被検体の外表面に配設されることを特徴とする付記１３に記
載の医療機器。
【０３４６】
（１５）前記マーカ部が、前記被検体が横たわる検査台に配設されることを特徴とする付
記１３に記載の医療機器。
【０３４７】
（１６）被検体の内部に挿入する挿入体に配設される、前記挿入体の歪みを測定する、前
記複数の歪み検出部を有する前記挿入体に配設された歪み検出手段である第１のセンサプ
ローブと、
　１個以上の前記歪み検出部が配設されたマーカ部を端部に有する、複数の前記歪み検出
部が配設された第２のセンサプローブと、
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　前記第１のセンサプローブの基端部側の端部と、前記マーカ部が配設された前記端部と
は異なる前記第２のセンサプローブの端部とが接続される本体部と、
　前記それぞれの歪み検出部の座標を基に、前記挿入部の形状を算出する形状算出手段と
、
　前記前記挿入部の形状と、前記マーカ部の位置とを表示する表示手段とを有することを
特徴とする医療機器。
【０３４８】
（１７）所定の間隔で、それぞれ３個以上の前記歪み検出部が形成されているプローブの
前記３個以上の前記歪み検出部の中心点を前記歪み検出部の位置とすることを特徴とする
付記９から付記１６のいずれか１項に記載の医療機器。
【０３４９】
（１８）前記プローブが、３本以上の光ファイバセンサが軸方向の同位置に前記ファイバ
ブラッググレーティングセンサ部が形成されているプローブであり、
　前記光ファイバセンサからの反射光の波長シフト量から、前記挿入体の歪みを測定する
ことを特徴とする付記１７に記載の医療機器。
【０３５０】
（１９）被検部位に挿入される挿入部を具備する内視鏡であって、
前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
前記挿入部内に設けられた発熱部材と、
前記挿入部内に設けられた、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバに付与され
ることによって前記ファイバブラッググレーティングに発生する歪みの量を低減させる低
減部材と、
を具備していることを特徴とする内視鏡。
【０３５１】
（２０）前記光ファイバの挿入方向の先端を、前記挿入部の挿入方向の先端側の内部に固
定する固定部材をさらに具備していることを特徴とする付記１９に記載の内視鏡。
【０３５２】
（２１）前記低減部材は、熱伝導率の低い材料から形成された前記固定部材であることを
特徴とする付記２０に記載の内視鏡。
【０３５３】
（２２）前記低減部材は、前記挿入部の内周面に設けられた、前記光ファイバが前記発熱
部材と非接触となるよう前記光ファイバを支持する支持部材であることを特徴とする付記
１９～２１のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５４】
（２３）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入部
の挿入方向において、設定間隔を有して複数形成されており、
前記支持部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置を支持することを特
徴とする付記２２に記載の内視鏡。
【０３５５】
（２４）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、該光ファイバが前記発熱部材と非接
触となるよう前記挿入部の挿入方向に沿って被覆された保護チューブであることを特徴と
する付記１９～２３のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５６】
（２５）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、前記挿入部の挿入方向に沿って、設
定間隔を有して被覆された、前記発熱部材に対し前記光ファイバを非接触とする保護部材
であることを特徴とする付記１９～２３のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５７】
（２６）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入方
向において、設定間隔を有して複数形成されており、
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前記保護部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置に被覆されているこ
とを特徴とする付記２５に記載の内視鏡。
【０３５８】
（２７）前記発熱部材は、前記被検部位を照光又は導光するための照明ユニットであるこ
とを特徴とする付記１９～２６のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３５９】
（２８）前記発熱部材は、前記被検部位を撮像する撮像ユニットであることを特徴とする
付記１９～２７のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３６０】
（２９）付記１９～２８のいずれか１項に記載の内視鏡と、
少なくとも前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
を具備したことを特徴とする内視鏡の形状検出システム。
【０３６１】
（３０）前記形状検出装置は、
少なくとも前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレーテ
ィングからの反射光を検出する検出器と、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、少なくとも挿入部の形状を算出
する形状算出部と、
を具備していることを特徴とする付記２９に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３６２】
（３１）被検部位に挿入される挿入部を具備するプローブであって、
前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
前記挿入部内に設けられた発熱部材と、
前記挿入部内に設けられた、前記発熱部材から放熱された熱が前記光ファイバに付与され
ることによって前記ファイバブラッググレーティングに発生する歪みの量を低減させる低
減部材と、
を具備していることを特徴とするプローブ。
【０３６３】
（３２）前記光ファイバの挿入方向の先端を、前記挿入部の挿入方向の先端側の内部に固
定する固定部材をさらに具備していることを特徴とする付記３１に記載のプローブ。
【０３６４】
（３３）前記低減部材は、熱伝導率の低い材料から形成された前記固定部材であることを
特徴とする付記３２に記載のプローブ。
【０３６５】
（３４）前記低減部材は、前記挿入部の内周面に設けられた、前記光ファイバが前記発熱
部材と非接触となるよう前記光ファイバを支持する支持部材であることを特徴とする付記
３１～３３のいずれか１項に記載のプローブ。
【０３６６】
（３５）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入部
の挿入方向において、設定間隔を有して複数形成されており、
前記支持部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置を支持することを特
徴とする付記３４に記載のプローブ。
【０３６７】
（３６）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、該光ファイバが前記発熱部材と非接
触となるよう前記挿入部の挿入方向に沿って被覆された保護チューブであることを特徴と
する付記３１～３５のいずれか１項に記載のプローブ。
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【０３６８】
（３７）前記低減部材は、前記光ファイバの外周に、前記挿入部の挿入方向に沿って、設
定間隔を有して被覆された、前記発熱部材に対し前記光ファイバを非接触とする保護部材
であることを特徴とする付記３１～３５のいずれか１項に記載のプローブ。
【０３６９】
（３８）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入方
向において、設定間隔を有して複数形成されており、
前記保護部材は、前記ファイバブラッググレーティングを避けた位置に被覆されているこ
とを特徴とする付記３７に記載のプローブ。
【０３７０】
（３９）付記３１～３８のいずれか１項に記載のプローブと、
少なくとも前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
を具備したことを特徴とするプローブの形状検出システム。
【０３７１】
（４０）前記形状検出装置は、
少なくとも前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレーテ
ィングからの反射光を検出する検出器と、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、少なくとも挿入部の形状を算出
する形状算出部と、
を具備していることを特徴とする付記３９に記載のプローブの形状検出システム。
【０３７２】
（４１）被検部位に挿入される挿入部を具備する内視鏡の形状検出装置であって、
少なくとも前記挿入部内に挿通された光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成されたフ
ァイバブラッググレーティングからの反射光を検出する検出器と、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量を、記録部に記録されている内視鏡情報
に基づいて補正する歪み量補正部と、
を具備していることを特徴とする内視鏡の形状検出装置。
【０３７３】
（４２）前記歪み量補正部によって補正された前記歪み量により、少なくとも挿入部の形
状を算出する形状算出部をさらに具備していることを特徴とする付記４１に記載の内視鏡
の形状検出装置。
【０３７４】
（４３）前記記録部に記録されている前記内視鏡情報を読み出すデータ読み出し部をさら
に具備していることを特徴とする付記４１または４２に記載の内視鏡の形状検出装置。
【０３７５】
（４４）付記４１～４３のいずれか１項に記載の内視鏡の形状検出装置と、
前記被検部位に挿入される前記挿入部を具備する前記内視鏡と、
を具備したことを特徴とする内視鏡の形状検出システム。
【０３７６】
（４５）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、設定間隔を
有して複数形成されていることを特徴とする付記４４に記載の内視鏡の形状検出システム
。
【０３７７】
（４６）少なくとも前記挿入部の形状が表示される表示部をさらに具備していることを特
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徴とする付記４４または４５に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３７８】
（４７）前記記録部は、前記内視鏡に設けられていることを特徴とする付記４４～４６の
いずれか１項に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３７９】
（４８）被検部位に挿入される挿入部を具備する内視鏡であって、
前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
前記光ファイバの前記挿入部の挿入方向の先端を、前記挿入部の前記挿入方向の先端側の
内部に固定する固定部材と、
前記固定部材に設けられた、前記ファイバブラッググレーティングを通過して前記光ファ
イバの前記先端から出射された光を、該光を出射した前記光ファイバ外へと導く導光部と
、
を具備していることを特徴とする内視鏡。
【０３８０】
（４９）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、前記挿入方
向において、設定間隔を有して複数形成されていることを特徴とする付記４８に記載の内
視鏡。
【０３８１】
（５０）前記挿入部の前記先端側の内部に、前記被検部位を撮像する撮像ユニットが設け
られており、
前記固定部材における前記導光部に導かれた前記光の出射口は、前記撮像ユニットよりも
前記挿入方向後端側に位置していることを特徴とする付記４８または４９に記載の内視鏡
。
【０３８２】
（５１）前記固定部材の前記光ファイバの前記先端に対向する対向面は、前記光ファイバ
の前記先端に対し、設定された角度で傾いた形状を有しており、
前記導光部は、前記対向位置が鏡面加工されることにより前記対向面に形成された鏡面膜
から構成されていることを特徴とする付記４８～５０のいずれか１項に記載の内視鏡。
【０３８３】
（５２）前記導光部は、前記固定部材の前記光ファイバの前記先端に対向する対向面に設
けられたプリズムであることを特徴とする付記４８～５０のいずれか１項に記載の内視鏡
。
【０３８４】
（５３）前記挿入部内に、前記光ファイバの他に、別途光ファイバが挿通されており、
前記導光部は、前記固定部材の前記両光ファイバの前記各先端に対向する対向面に設けら
れた、一方の前記光ファイバの前記先端から出射された光を、他方の前記光ファイバの前
記先端へと導光する反射ミラーであることを特徴とする付記４８～５０のいずれか１項に
記載の内視鏡。
【０３８５】
（５４）付記４８～５３のいずれか１項に記載の内視鏡と、
前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
を具備したことを特徴とする内視鏡の形状検出システム。
【０３８６】
（５５）前記形状検出装置は、
前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に前記光を入光させる光入光部と、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレーテ
ィングからの反射光を検出する検出器と、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
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前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、前記挿入部の形状を算出する形
状算出部と、
を具備していることを特徴とする付記５４に記載の内視鏡の形状検出システム。
【０３８７】
（５６）被検部位に挿入される挿入部を具備するプローブであって、
前記挿入部内に挿通された光ファイバと、
前記光ファイバに対し形成されたファイバブラッググレーティングと、
前記光ファイバの前記挿入部の挿入方向の先端を、前記挿入部の前記挿入方向の先端側の
内部に固定する固定部材と、
前記固定部材に設けられた、前記ファイバブラッググレーティングを通過して前記光ファ
イバの前記先端から出射された光を、該光を出射した前記光ファイバ外へと導く導光部と
、
を具備していることを特徴とするプローブ。
【０３８８】
（５７）前記プローブの挿入部は、内視鏡挿入部内に形成された管空に挿入可能であるこ
とを特徴とする付記５６に記載のプローブ。
【０３８９】
（５８）付記５６または５７に記載の前記プローブと、
前記挿入部の形状を検出する形状検出装置と、
を具備したことを特徴とするプローブの形状検出システム。
【０３９０】
（５９）前記形状検出装置は、
前記挿入部内に挿通された前記光ファイバ内に前記光を入光させる光入光部と、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記ファイバブラッググレーテ
ィングからの反射光を検出する検出器と、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、前記挿入部の形状を算出する形
状算出部と、
を具備していることを特徴とする付記５８に記載のプローブの形状検出システム。
【０３９１】
（６０）被検部位に挿入可能な挿入部に設けられ、ファイバブラッググレーティングが形
成された光ファイバ内に光を入光させる光入光部と、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成された前
記ファイバブラッググレーティングからの反射光を検出する検出器と、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を測定する歪み量測定部と、
前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第１の歪み量を超過したかを判定す
るとともに、超過した場合は、超過回数をカウントする判定部と、
前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告を発する警告部と、
を具備したことを特徴とする光ファイバ歪検出装置。
【０３９２】
（６１）前記判定部は、さらに、前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第
２の歪み量を超過したかを判定するとともに、前記警告部は、前記歪み量が前記第２の歪
み量を超過した場合、警告を発することを特徴とする付記６０に記載の光ファイバ歪検出
装置。
【０３９３】
（６２）前記超過回数を書き込み可能な記録部と、前記記録部への書き込みまたは読み出
しを行うデータ読み書き部をさらに具備していることを特徴とする付記６０または６１に
記載の光ファイバ歪検出装置。
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【０３９４】
（６３）前記データ読み書き部は、前記歪み量が前記第２の歪み量を超過した場合、測定
した前記歪み量を、前記記録部に書き込むことを特徴とする付記６２に記載の光ファイバ
歪検出装置。
【０３９５】
（６４）前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量により、前記挿入部の形状を算
出する形状算出部をさらに具備していることを特徴とする付記６０～６３に記載の光ファ
イバ歪検出装置。
【０３９６】
（６５）付記６０～６４のいずれか１項に記載の前記光ファイバ歪検出装置と、
前記挿入部を有する医療器具と、
を具備したことを特徴とする医療器具の形状検出システム。
【０３９７】
（６６）前記ファイバブラッググレーティングは、前記光ファイバにおいて、設定間隔を
有して複数形成されていることを特徴とする付記６５に記載の医療器具の形状検出システ
ム。
【０３９８】
（６７）前記警告部による警告が表示されるとともに、前記挿入部の形状が表示される表
示部をさらに具備していることを特徴とする付記６５または６７に記載の医療器具の形状
検出システム。
【０３９９】
（６８）前記記録部は、前記内視鏡に設けられていることを特徴とする付記６５～６７の
いずれか１項に記載の医療器具の形状検出システム。
【０４００】
（６９）ファイバブラッググレーティングが形成された光ファイバの歪を検出する光ファ
イバ歪検出方法であって、
前記光ファイバ内に光入光部から光を入光させるステップと、
前記光入光部から前記光ファイバ内に入光した前記光の、前記光ファイバに形成された前
記ファイバブラッググレーティングからの反射光を、検出器により検出するステップと、
前記検出器によって検出された前記反射光から、前記ファイバブラッググレーティングの
歪み量を、歪み量測定部により測定するステップと、
前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第１の歪み量を超過したかを、判定
部により判定するとともに、超過した場合は、前記判定部が超過回数をカウントするステ
ップと、
前記超過回数が設定回数以上となった場合、警告部が警告を発するステップと、
を具備したことを特徴とする光ファイバ歪検出方法。
【０４０１】
（７０）前記歪み量測定部によって測定された前記歪み量が、第２の歪み量を超過したか
を前記判定部によって判定するステップをさらに具備するとともに、前記歪み量が前記第
２の歪み量を超過した場合、前記警告部が警告を発するステップをさらに具備することを
特徴とする付記６９に記載の光ファイバ歪検出方法。
【０４０２】
（７１）データ読み書き部が、前記超過回数を書き込み可能な記録部に書き込むのと、前
記記録部から読み出すのとのいずれかを行うステップをさらに具備していることを特徴と
する付記６９または７０に記載の光ファイバ歪検出方法。
【０４０３】
（７２）前記歪み量が前記第２の歪み量を超過した場合、前記データ読み書き部が、測定
した前記歪み量を、前記記録部に書き込むステップをさらに具備していることを特徴とす
る付記７１に記載の光ファイバ歪検出方法。
【０４０４】
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　本出願は、２００８年１０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０８６
号、２００８年１０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０８７号、２０
０８年１０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０８９号、２００８年１
０月２８日に日本国に出願された特願２００８－２７７０９０号、２００８年１０月２８
日に日本国に出願された特願２００８－２７７０９１号を優先権主張の基礎として出願す
るものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲、図面に引用されたものである。
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